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第１部 総則 

風水害-1 

第１節 計画の目的 

この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）に基づき、下仁田町防災会議に

おいて策定し、町、町議会、県、指定地方行政機関、指定地方公共機関等が相互に協力し、本

町の地域における災害予防、災害応急対策及び災害復旧を実施することにより、住民の生命、

身体及び財産を災害から守ることを目的とするものである。 

さらに、住民が自ら行う事項、地域における各種団体が行う事項及び大規模災害が発生した

場合における被災自治体への支援体制や自治体間の広域応援体制の整備事項について定め、所

期の目的を達成しようとするものである。 

第２節 防災の基本理念 

防災とは、災害が発生しやすい自然条件下にあって、住民の生命、身体及び財産を災害から

保護する、行政上最も基本的で重要な施策である。 

災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小化し、被害の迅

速な回復を図る「減災」の考え方を防災の基本理念とし、たとえ被災したとしても人命が失わ

れないことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、様々な対策を組み合わ

せて災害に備え、災害時の社会経済活動への影響を最小限にとどめなければならない。 

災害対策の実施にあたっては、町の果たすべき役割を的確に実施していくとともに、町議

会、県、指定地方行政機関、指定地方公共機関等の機関と相互に密接な連携を図るものとす

る。併せて、住民一人ひとりが自ら行う防災活動や、地域の防災力向上のために自主防災組織

や地域の事業者等が連携して行う防災活動を促進することで、町、町議会、県、指定地方行政

機関、公共機関、事業者、住民等が一体となって最善の対策をとるものとする。 
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風水害-2 

第３節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

町、町議会、県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び公共的団体その他

防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりとする。 

１ 下仁田町 

処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 防災に関する組織の整備に関すること 

２ 防災に関する訓練に関すること 

３ 防災に関する物資及び資材の備蓄、整備

及び点検に関すること 

４ 災害応急対策の実施の支障となるべき状

態等の改善に関すること 

５ 予報・警報の伝達に関すること 

６ 高齢者等避難、避難指示及び緊急安全確

保に関すること 

７ 消防、水防その他の応急措置に関するこ

と 

８ 被災者の救難、救助その他保護に関する

こと 

９ 被災した児童・生徒の応急の教育に関す

ること 

１０ 施設及び設備の応急復旧に関すること 

１１ 清掃、防疫その他の保健衛生に関する

こと 

１２ 緊急輸送の確保に関すること 

１３ 災害の発生の防御又は拡大の防止のた

めの措置に関すること 

１４ 災害復旧及び復興計画に関すること 

１５ 町防災会議に関すること 

１６ 町内の防災関係機関が行う災害対策の

総合調整に関すること 

２ 群馬県 

処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 防災に関する組織の整備に関すること 

２ 防災に関する訓練に関すること 

３ 防災に関する物資及び資材の備蓄、整備

及び点検に関すること 

４ 災害応急対策の実施の支障となるべき状

態等の改善に関すること 

５ 予報・警報の伝達に関すること 

６ 消防、水防その他の応急措置に関するこ

と 

７ 被災者の救難、救助その他保護に関する

こと 

８ 被災した児童・生徒の応急の教育に関す

ること 

９ 施設及び設備の応急復旧に関すること 

１０ 清掃、防疫その他の保健衛生に関する

こと 

１１ 犯罪の予防、交通の規制その他災害地

における社会秩序の維持に関すること 

１２ 緊急輸送の確保に関すること 

１３ 災害の発生の防御又は拡大の防止のた

めの措置に関すること 

１４ 災害復旧及び復興計画に関すること 

１５ 県防災会議に関すること 

１６ 市町村その他県内の防災関係機関が行

う災害対策の総合調整に関すること 
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３ 指定地方行政機関 

機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 

関東管区警察局 １ 管区内各県警察の災害警備活動及び相互援助の指導・調整に

関すること 

２ 他管区警察局及び警視庁との連携に関すること 

３ 管区内各県警察及び防災関係機関等からの情報収集及び報告

連絡に関すること 

４ 警察通信の確保及び統制に関すること 

関東総合通信局 １ 非常通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営に関す

ること 

２ 災害時テレコム支援チーム（ＭＩＣ―ＴＥＡＭ）による災害

対応支援に関すること 

３ 災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車等の貸出

しに関すること 

４ 非常災害時における重要通信の疎通を確保するため、無線局

の開局、周波数等の指定変更及び無線設備の設置場所等の変更

を口頭等により許認可を行う特例措置（臨機の措置）の実施に

関すること 

５ 電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等の情報提供に

関すること 

関東財務局 

（前橋財務事務所） 

１ 金融機関に対する非常金融措置のあっせん、指導等に関する

こと 

２ 災害復旧事業費の査定立合いに関すること 

３ 災害つなぎ資金及び災害復旧事業資金の融資に関すること 

４ 国有財産の貸付、譲与及び売払いに関すること 

５ 提供可能な未利用地、合同宿舎に関する情報提供に関するこ

と 

関東信越厚生局 １ 管内の被害状況の収集及び伝達に関すること 

２ 関係機関との連絡調整に関すること 

群馬労働局 １ 事業場における労働災害の防止に関すること 

２ 災害応急工事、災害復旧工事等に必要な労働力の確保に関す

ること 

３ 災害による離職者の早期再就職の促進に関すること 

関東農政局 

（群馬県拠点ほか） 

１ 災害予防 

（１）ダム・ため池、頭首工、地すべり防止施設等、防災上重要な

施設の点検整備等の実施又は指導に関すること 

（２）農地、農業用施設等を防護するための防災ダム、ため池、湖

岸、堤防、土砂崩壊防止、農業用河川工作物、湛水防除、農地

侵食防止等の施設の整備に関すること 

２ 災害応急対策 

（１）農業に関する被害状況の取りまとめ及び報告に関すること 

（２）種もみ、その他営農資材の確保に関すること 

（３）主要食糧の供給に関すること 

（４）生鮮食料品等の供給に関すること 

（５）農作物、蚕、家畜等に係る管理指導及び病害虫の防除に関す

ること 
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機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 

（６）土地改良機械器具及び技術者等の把握並びに緊急貸出し及

び動員に関すること 

３ 災害復旧 

（１）農地、農業用施設等について特に必要がある場合の査定の

実施に関すること 

（２）被災農業者等に対する資金の融通に関すること 

４ その他 

農業関係被害状況の情報収集及び報告に関すること 

関東森林管理局 １ 国有林野の保安林、保安施設（治山施設）等の維持及び造成に

関すること 

２ 災害復旧用木材（国有林材）のあっせんに関すること 

関東経済産業局 １ 生活必需品、復旧資材等防災関係物資の円滑な供給の確保に

関すること 

２ 商工鉱業事業者の業務の正常な運営の確保に関すること 

３ 被災中小企業の振興に関すること 

関東東北産業保安監督部 １ 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、ガス等危険物等の保

安に関すること 

２ 鉱山に関する災害防止及び災害時の応急対策に関すること 

関東地方整備局 

（高崎河川国道事務所ほ

か） 

管轄する河川・道路・砂防・地すべり・ダムについての計画、工

事及び管理のほか、次の事項に関すること 

１ 災害予防 

（１）防災上必要な教育及び訓練 

（２）通信施設等の整備 

（３）公共施設等の整備 

（４）災害危険区域等の関係機関への通知 

（５）官庁施設の災害予防措置 

（６）豪雪害の予防 

２ 災害応急対策 

（１）災害に関する情報の収集及び予警報の伝達等 

（２）水防活動、土砂災害防止活動及び地方公共団体による避難

誘導のための住民への情報伝達に関する指導助言等 

（３）建設機械の現況及び技術者の現況の把握 

（４）災害時における復旧用資材の確保 

（５）災害発生が予想されるとき又は災害時における応急工事等 

（６）災害時のための応急復旧用資機材の備蓄 

（７）緊急を要すると認められる場合の緊急対応の実施 

３ 災害復旧等 

災害発生後できる限り速やかに現地調査を実施し、被災施設

の重要度、被災状況等を勘案の上、再度災害の防止に努めると

ともに迅速かつ適切な復旧を図ること 

関東運輸局 

（群馬運輸支局） 

１ 自動車運送事業者に対する運送の協力要請に関すること 

２ 被災者、必要物資等の輸送調整に関すること 

３ 不通区間における迂回輸送等の指導に関すること 

東京航空局 

（東京空港事務所） 

１ 航空機による輸送に係る安全の確保に関すること 

２ 遭難航空機の捜索及び救助に関すること 

３ 指定地域上空の飛行規制とその周知徹底に関すること 
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風水害-5 

機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 

東京管区気象台 

（前橋地方気象台） 

１ 気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表に関するこ

と 

２ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動

に限る。）、水象の予報・警報等の防災情報の発表、伝達及び解説

に関すること 

３ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に関するこ

と 

４ 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言に

関すること 

５ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に関すること 

国土地理院 

関東地方測量部 

１ 地殻変動の監視に関すること 

２ 災害時における地理空間情報の整備・提供に関すること 

３ 復旧・復興のための公共測量における指導・助言に関するこ

と 

４ 陸上自衛隊 

機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 

第１２旅団 １ 災害派遣の準備 

（１）防災関係情報資料の整備に関すること 

（２）防災関係機関との連絡、調整に関すること 

（３）自衛隊災害派遣計画の作成に関すること 

（４）防災に関する教育訓練の実施に関すること 

２ 災害派遣の実施 

（１）人命又は財産保護のため緊急に行う必要のある応急救援又

は応急復旧に関すること 

（２）災害救助のため防衛省の管理に属する物品の無償貸付及び

譲与に関すること 

５ 指定公共機関 

機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 

日本郵便（株） １ 郵便事業の業務運行管理及びこれらの施設等の保全に関する

こと 

２ 災害特別事務取扱に関すること 

（１）災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）適用時における郵

便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策 

ア 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

ウ 被災地あて救援用郵便物等の料金免除 

エ 被災地あて寄付金を内容とする郵便物の料金免除 

（２）指定避難所における臨時の郵便差出箱の設置 

３ その他、要請のあったもののうち協力できる事項 

東日本電信電話（株） 

（群馬支店） 

１ 電気通信設備の保全に関すること 

２ 重要通信の確保に関すること 

（株）ＮＴＴドコモ 

（群馬支店） 

１ 携帯電話設備の保全に関すること 

２ 重要通信の確保に関すること 
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風水害-6 

機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 

日本銀行 

（前橋支店） 

１ 通貨の円滑な供給確保、金融の迅速適切な調整、信用制度の

保持運営及び被災地金融機関に対する緊急措置についての要請

等に関すること 

日本赤十字社 

（群馬県支部） 

１ 医療救護班の編成及び医療救護の実施に関すること 

２ 救護所の開設及び運営に関すること 

３ 日赤奉仕団及び防災ボランティアの活動に関すること 

４ 輸血用血液の確保及び供給に関すること 

５ 義援金品の受領、配分及び募金に関すること 

６ 日赤医療施設等の保全及び運営に関すること 

７ 外国人の安否の調査に関すること 

８ 広域医療搬送拠点の整備及び広域医療搬送の運営に関するこ

と 

日本放送協会 

（前橋放送局） 

１ 防災思想の普及に関すること 

２ 気象予報・警報の周知に関すること 

３ 災害の状況、その見通し、応急対策の措置状況等の周知に関

すること 

４ 放送施設に対する障害の排除に関すること 

５ 指定避難所等における受信機の貸与・設置に関すること 

６ 社会事業団等による義援金品の募集及び配分への協力に関す

ること 

日本通運（株） 

（群馬支店） 

１ 貨物自動車による救援物資、避難者等の輸送の協力に関する

こと 

東京電力パワーグリッド

（株）（群馬総支社） 

１ 電力施設の保安の確保に関すること 

２ 電力の供給の確保に関すること 

（公社）群馬県医師会 １ 医療及び助産活動の協力に関すること 

２ 防疫その他保健衛生活動の協力に関すること 

３ 医療救護活動の実施に関すること 

（公社）群馬県歯科医師会 １ 被災者の医療及び口腔衛生の協力に関すること 

２ 歯科治療痕等による身元確認作業の協力に関すること 

（公社）群馬県看護協会 １ 救護活動に必要な看護の確保に関すること 

東海ガス（株） １ 都市ガス施設の保安の確保に関すること 

２ 都市ガスの供給の確保に関すること 

（一社）群馬県ＬＰガス協

会 

１ ＬＰガス設備の保安の確保に関すること 

２ ＬＰガスの供給の確保に関すること 

３ 会員事業者の連絡調整に関すること 

群馬県石油協同組合 １ 石油等燃料の供給に関すること 

地方鉄道事業者 

上信電鉄（株） 

１ 鉄道施設の保全及び輸送の安全確保に関すること 

２ 鉄道車輌による救援物資、避難者等の輸送の協力に関するこ

と 

（一社）群馬県バス協会 １ バスによる救援物資、避難者等の輸送の協力に関すること 

２ 被災地の交通の確保に関すること 

（一社）群馬県 

トラック協会 

１ 貨物自動車による救援物資、避難者等の輸送の協力に関する

こと 
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機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 

放送機関 

群馬県テレビ（株） 

（株）エフエム群馬 

１ 防災思想の普及に関すること 

２ 気象予報・警報の周知に関すること 

３ 災害の状況、その見通し、応急対策の措置状況等の周知に関

すること 

４ 社会事業団等による義援金品の募集及び配分への協力に関す

ること 

土地改良区 

鏑川 

１ 各土地改良区等の水門、水路、ため池等の整備、防災管理及び

災害復旧に関すること 

６ その他の公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 

甘楽富岡農業協同組合 

下仁田町森林組合 

１ 共同利用施設の保全に関すること 

２ 農業者又は林業者に対する災害応急対策及び災害復旧の支援

に関すること 

３ 県又は市町村が行う農林関係の災害応急対策及び被害調査等

への協力に関すること 

病院経営者 １ 入院患者及び通院患者の安全の確保に関すること 

２ 被災傷病者の救護に関すること 

（一社）群馬県薬剤師会 １ 医療救護活動に必要な医薬品等の管理、調剤等に関すること 

社会福祉施設経営者 １ 入所者及び通所者の安全の確保に関すること 

（社福）下仁田町社会福祉

協議会 

１ 被災生活困窮者の生活の支援に関すること 

２ 義援金品募集及び配分に関すること 

３ ボランティア活動の支援及び推進に関すること 

４ 災害ボランティアセンターの設置及び開設に関すること 

（社福）群馬県共同募金会 １ 義援金の募集及び受付に関すること 

下仁田町商工会 １ 被災事業者に対する支援に関すること 

２ 県又は町が行う商工業関係の被害調査への協力に関すること 

３ 救援物資及び復旧用資材の確保についての協力に関すること 

４ 物価の安定についての協力に関すること 

金融機関 １ 被災事業者に対する復旧資金の融資その他の緊急措置に関す

ること 

危険物等施設の管理者 １ 危険物等施設の保安の確保に関すること 

２ 周辺住民の安全の確保に関すること 

群馬県建設業協会 １ 建築物及び構築物に係る災害応急対策及び災害復旧への協力

に関すること 

農業用用排水施設の管理

者 

１ 水門、水路、ため池等の整備、防災管理及び災害復旧に関する

こと 
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風水害-8 

第４節 町の概況 

１ 自然的条件 

（１）位置及び面積 

町は、群馬県西南部に位置し、東は富岡市、甘楽町、藤岡市、西は長野県佐久市、南は

南牧村、多野郡神流町、北は富岡市、安中市、長野県軽井沢町にそれぞれ接している。 

町の総面積は１８８．３８㎢であり、県面積の２．９８％を占めている。 

【町の位置等】 

位置（役場） 広ぼう 

東経１３８度４７分３２秒 

北緯３６度１２分３３秒 

東西１７．５km 

南北１０．２５km 

（２）地勢 

町の総面積のうち約８５％を山林及び原野が占め、町の東部に鏑川流域の小規模な平野

が形成されているほかは、大部分が山腹の複雑な傾斜地で形成されている。 

町の東南には稲含山、中央南には四つ又山、物語山、西南には荒船山、西には物見山、

北西には妙義山、大桁山があり、中心市街地はこれらの山々に囲まれた盆地にある。主要

河川は、下仁田市街地付近で北から西に鏑川、谷を異にして、西に南牧川、南に青倉川、

栗山川が流れている。 

（３）地質 

町の主な地層は、秩父層群やそれを起源にしてできた変成岩類（青岩）及び中生代の白

亜紀層（栗山・跡倉・宮室万年橋等）・新生代の新第三紀（川井・馬山・西牧北部など）

の中期中世紀までの各地層である。 

この地層を基盤とした上に、後期中新世の火山活動に伴う地層や火成岩類を堆積させた

本宿層群の火山性砕屑岩層があり、下仁田町西部の小坂・西牧地域を中心として広がって

いる。 

（４）気象 

町の気候は、年平均気温１２．９℃、年間降水量１，１００㎜前後である。 

西野牧観測所（アメダス）における観測史上最大値は、日降水量が４７１．０mm（２０

１９年１０月１２日）、日最大１時間降水量が７７．０mm（２０１４年６月９日）、日最大

風速が１０．６m/s（２０１７年２月２１日）、日最大瞬間風速が２１．８m/s（２０１４

年５月９日）である。 

２ 社会的条件 

（１）人口 

町の人口は、令和２年１０月時点の国勢調査人口では６，５７６人であり、減少傾向に

ある。人口密度は１㎢あたり約３５人であり、一世帯あたり人口は２．３４人となってい

る。 

また、高齢者（６５歳以上）の総人口に占める割合は５０．８％（令和２年国勢調査）

であり、高齢化が進んでいる。 
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（２）交通 

中心市街地に上信電鉄上信線の終着駅である下仁田駅があり、高崎駅まで結んでいる。 

また、町の北東部には上信越自動車道が通っており、町内には下仁田インターチェンジ

がある。一般国道は、２５４号が富岡市方面から長野県佐久市方面へ通じている。 
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風水害-10 

第５節 災害の想定 

１ 過去に発生した風水害等 

（１）平成２６年（２０１４年）豪雪 

平成２６年２月１３日午前９時に南西諸島で発生した低気圧は、本州の南海上を北東に

進み、次第に発達しながら１５日明け方から昼頃にかけて関東地方沿岸に接近した後、関

東の東を北東に進んだ。また、関東地方の上空約１，５００ｍ付近には－６℃以下の寒気

に覆われた。この低気圧と上空の寒気の影響により、群馬県では、１４日朝から雪が降り

始め大雪となり、特に、前橋では最深積雪が７３㎝と統計開始以来の記録を更新した（こ

れまでの前橋における積雪深観測は昭和２０年（１９４５年）２月２６日に観測した３７

㎝）。 

下仁田町においては最深積雪９０㎝を記録し、２月１７日には「大雪による孤立集落の

発生により、多くの者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、食品の供

与等について継続的に救助を必要としている」ことから災害救助法が適用された。 

この豪雪により、負傷者（軽傷）４名、住宅の一部損壊２４棟の被害が発生したほか、

２５２世帯（５３７名）が孤立し、孤立した集落の一部へ県防災航空隊が医薬品等の輸送

を行った。 

（２）令和元年（２０１９年）東日本台風 台風第１９号 

令和元年１０月６日３時に南鳥島近海で発生した令和元年東日本台風（台風第１９号）

は、西進しながら発達し、７日にはマリアナ諸島で大型で猛烈な台風となった。その後、

台風は進路を北西に変え、１１日には八丈島の南西海上に達し、そこから北東進して、１

２日１９時前に大型で強い勢力で伊豆半島に上陸した。その後関東地方を縦断して太平洋

に抜け、１３日１２時に日本の東海上で温帯低気圧に変わった。 

群馬県では、１１日午後から断続的に雨が降り始め、台風の接近に伴い、１２日未明か

ら所々で強い雨が降り始めた。台風は、１２日夜遅くに最も接近し、特に西毛、吾妻地域

を中心に、２４時間雨量が３００mmを超える記録的な豪雨となり、下仁田では６０９mm

と、これまでの県内２４時間降水量の観測史上１位（４８９㎜：榛名山（昭和５６年（１

９８１年）８月台風第１５号））を更新した。 

町内を流れる鏑川の東部大橋観測所の水位は、１２日２１時過ぎに氾濫危険水位（３．

２７ｍ）を大きく上回る５．４４ｍに到達した。 

この台風により、住家全壊１棟、半壊２１棟、一部破損２５棟、床上浸水２棟等の被害

が発生した。 

２ 被害想定 

（１）風水害 

河川の氾濫については、県により鏑川及びその他一級河川の浸水想定区域が公表されて

いる。この浸水想定区域を浸水被害の想定とする。 

これまでの大雨等による被害状況から、特に川井地区の南牧川沿いと青倉地区の青倉川

沿いで浸水被害が発生する可能性が高くなっている。 
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（２）土砂災害 

土砂災害については、県により土砂災害警戒区域等（土石流、急傾斜地の崩壊、地すべ

り）が指定されている。この指定箇所での土砂災害の発生を計画の前提とする。 

町は、これらの区域及び重要水防箇所、避難所や要配慮者施設の位置等を示した「下仁

田町防災マップ」を作成し、令和３年６月に公表している。 

 

【土砂災害警戒区域等の指定状況】 

自然現象の種類 土砂災害警戒区域 うち土砂災害特別警戒区域 

土石流 

（資料編／P20-21） １８２箇所 １５０箇所 

急傾斜地の崩壊 

（資料編／P17～P19） ３５８箇所 ３４６箇所 

地すべり 

（資料編／資料編／P21） ２７箇所 ０箇所 

合計 ５６７箇所 ４９６箇所 

令和５年４月２８日現在 
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第１章 風水害等に強いまちづくり 

第１節 河川事業の推進 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 河川改修事業の推進 
建設水道課（建設係、管理係） 

県 

２ 排水路等の整備  

１ 河川改修事業の推進 

県は、洪水を未然に防止するため「社会資本整備重点計画」に基づき、鏑川において計画

的に改修を進める。 

町は、県に対し河川の護岸整備等を改修事業の推進を要請する。 

２ 排水路等の整備 

町は、浸水被害を防止するため、町の管理する河川及び排水路等について、計画的な整

備・改修を実施する。 
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第２節 砂防事業の推進  

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 土砂災害危険区域の指定

の推進 建設水道課（建設係、管理係） 
県、関東地方整備局 

２ 砂防事業の推進 県、関東地方整備局 

１ 土砂災害危険区域の指定の推進 

（１）砂防指定地及び地すべり防止区域 

県及び関東地方整備局は、砂防事業の推進を図るため、相互に協力し、土石流の危険性

の高い区域及び地すべりの危険性の高い区域を砂防法（明治３０年法律第２９号）に基づ

く「砂防指定地」、地すべり等防止法に基づく「地すべり防止地区」に指定するよう努め

る。 

（２）急傾斜地崩壊危険区域 

県は、砂防事業の推進を図るため、崩壊の危険性の高い急傾斜地を急傾斜地の崩壊によ

る災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）に基づく「急傾斜地崩壊危険区

域」に指定するよう努める。 

（３）土砂災害警戒区域等 

県は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年

法律第５７号、以下「土砂災害防止法」という。）に基づき、地形、地質、降水等の状況

及び土地の利用状況等に関する基礎調査を行い、市町村長の意見を聴きながら、「土砂災

害警戒区域」及び「土砂災害特別警戒区域」の指定を行う。 

２ 砂防事業の推進 

県及び関東地方整備局は、土砂災害を未然に防止するため、「社会資本整備重点計画」に

基づき、それぞれの対応の必要な区域において、連携して砂防事業を危険度の高い箇所から

順次計画的に進める。 
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第３節 山地防災事業の推進 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 地すべり防止区域の指定 
農林課（林業係） 

県、関東森林管理局 

２ 山地防災事業の推進 県、関東森林管理局 

１ 地すべり防止区域の指定 

県及び関東森林管理局は、山地防災事業の推進を図るため、相互に協力し、地すべりの危

険性が高い区域を地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）に基づく「地すべり防止区

域」に指定するよう努める。 

２ 山地防災事業の推進 

県及び関東森林管理局は、山地災害危険地区等における治山施設の整備等のハード対策、

山地災害危険地区に係る監視体制の強化、情報提供等のソフト対策の一体的な実施、地域の

避難体制との連携による減災効果の向上を図るとともに、森林の整備・保全の推進により、

山地災害の発生防止に努める。 

特に、災害の発生形態の変化等に対応するため、流域治水の取組と連携しつつ、土砂流出

の抑制、森林土壌の保全強化、流木対策等を推進する。 
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第４節 農地防災事業の推進 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 地すべり防止区域の指定

の推進 農林課（農業係） 
県、関東農政局 

２ 地すべり防止事業の推進 県 

１ 地すべり防止区域の指定の推進 

県及び関東農政局は、農地防災事業の推進を図るため、相互に協力し、地すべりの危険性

の高い区域を地すべり等防止法に基づく「地すべり防止区域」に指定するよう努める。 

２ 地すべり防止事業の推進 

県は、地すべりによる被害を未然に防止するため、「地すべり防止区域」において、地下

水の排除、地表水の誘導、杭打工等の地すべり防止事業を危険度の高い箇所から順次計画的

に進める。 
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第５節 雪害の予防 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 雪に強い道路の整備 
建設水道課（建設係、管理係） 

県 

２ 道路の除雪体制の整備 除雪委託事業者 

３ 除雪（雪下ろしを含む）援

助体制の整備 
総務課（地域安全係）、消防団 自衛隊 

４ 住民に対する大雪時の留

意事項の周知 

総務課（地域安全係）、建設水道

課 
 

１ 雪に強い道路の整備 

県は、大規模な車両滞留及び長時間の通行止めを引き起こすおそれのある大雪（以下「集

中的な大雪」という。）時において、人命を最優先に幹線道路上で大規模な車両滞留を徹底

的に回避するために、滞留車両の排出を目的とした転回路の整備を行うよう努める。 

２ 道路の除雪体制の整備 

（１）融雪資材の備蓄 

町は、集中的な大雪による道路凍結時において、行政区に融雪剤を配布できるよう防雪

資材の備蓄に努める。 

（２）除雪体制の整備 

町は、除雪を委託している事業者と連携し、除雪要員の確保等、除雪体制を確保する。 

また、群馬県道路除雪行動計画に基づき、道路管理者の垣根を超えた効率的な除雪を実

施するよう体制の維持に努める。 

３ 除雪（雪下ろしを含む）援助体制の整備 

町は、大雪を想定した地区住民、自主防災組織、消防団等による除雪体制の充実及び支援

のための仕組みづくりを進める。 

４ 住民に対する大雪時の留意事項の周知 

町は、冬季において広報紙等によって、大雪時の行動、除雪作業の危険性及び対応策等に

ついて周知する。 
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第６節 建築物の安全性の確保 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 防災上重要な施設の堅ろ

う化 
各施設を所管する課 施設管理者 

２ 建築基準の遵守指導   

３ 強風による落下物対策 
保健課（環境係） 

建築物の所有者 

４ 空家等の把握  

５ 盛土による災害防止 
建設水道課（建設係、管理係）、

保健課（環境係） 
 

１ 防災上重要な施設の堅ろう化 

町及び施設管理者は、それぞれが管理する施設のうち次に掲げる防災上重要な施設につい

て、風水害及び雪害に対する構造の堅ろう化を図るものとする。 

ア 災害対策本部が設置される施設（町役場等） 

イ 応急対策活動の拠点施設（町役場、警察署、消防署等） 

ウ 救護活動の拠点施設（町保健センター、下仁田厚生病院等） 

エ 避難施設（学校、体育館、公民館等） 

オ 社会福祉施設（介護保険施設、障がい者支援施設等） 

カ 不特定多数の者が使用する施設 

２ 建築基準の遵守指導 

町は、住宅をはじめとする建築物の風水害及び雪害に対する安全性の確保を促進するた

め、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に定める構造基準の遵守の指導に努めるもの

とする。 

３ 強風による落下物対策 

町、建築物の所有者等は、強風による屋根瓦の脱落・飛散防止を含む落下物の防止対策を

図るものとする。 

４ 空家等の把握 

町は、空家の倒壊等による被害を防止するため、「下仁田町空家等対策計画」に基づき、

所有者による適切な管理の促進、除去への支援、特定空家等の認定・助言・指導・勧告等を

行い、管理不全な空家等の除却等を促進する。 

５ 盛土による災害防止 

町は、盛土による災害防止に向けた総点検等を踏まえ、危険が確認された盛土について、

各法令に基づき、速やかに撤去命令等の是正指導を行うものとする。  
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第２章 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え 

第１節 避難体制の整備 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 災害時避難場所の指定 

総務課（地域安全係） 

 

２ 災害時避難場所の整備  

３ 福祉避難所の確保  

４ 避難誘導体制の整備 施設管理者 

５ 応急仮設住宅 
総務課（地域安全係）、建設水道

課（建設係、管理係） 
 

１ 災害時避難場所の指定 

町は、災害対策基本法、同施行令等に定める基準等に基づき、災害のおそれのない場所に

あり、構造上安全な施設を災害時避難場所として指定し、町ホームページ、ハザードマップ

等で住民に周知する。 

なお、町が指定する災害時避難場所は、災害対策基本法に定める指定緊急避難場所と指定

避難所とを兼ねるものとしている。 

【災害時避難場所の種類】 

指定緊急避難場所 
居住者等が災害から命を守るために緊急的に避難する施設又は
場所で、異常現象の種類ごとに指定する。 

指定避難所 
災害の危険性があり避難した住民等を、災害の危険性がなくな
るまでに必要な間滞在させ又は災害により家に戻れなくなった
住民等を一時的に滞在させるための施設 

２ 災害時避難場所の整備 

（１）設備の整備 

町は、避難者の受入れ能力の増強、避難者の安全確保等を目的として、避難場所や避難

所となる体育館、公会堂等の公共施設の整備に努める。 

避難所となっている公共施設が老朽化等により使用できなくなった場合には、防災施設

を新たに建設し、指定緊急避難場所・指定避難所として機能する施設の建設に努める。 

また、避難場所において、非常用電源、ｗｉｆｉ、仮設トイレ、通信機器等の整備に努

めるほか、テレビ、ラジオ等の情報を入手するための機器や、空調、洋式トイレなど要配

慮者に配慮した避難の実施に必要な施設・設備の整備に努める。 

加えて、指定避難所における備蓄のためのスペースの整備等を進める。 

【指定緊急避難場所建設計画】 

小坂地区の指定緊急避難場所となっている「小坂社会体育館」は老朽化のため令和５
年度から使用を中止している。また、隣接する「旧小坂小学校」も廃校となってから数
十年が経過しており、老朽化が進んでいる。このことから、令和６～７年度に解体を行
い、消防団統合に向けた消防施設の建設と、防災倉庫を備えた避難所の建設整備を進め
る。 

（２）物資の備蓄 
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町は、災害時避難場所に備蓄倉庫を設置し、食料、飲料水、非常用電源、毛布等の物資

の備蓄に努める。 

特に、感染症等の流行に備え、マスク、パーティション、体温計等の備蓄に配慮する。 

（３）案内標識の整備 

町は、災害時避難場所の案内標識の設置に努める。その場合は、日本産業規格に基づく

災害種別一般図記号を使用して、対応する災害の種別を明示する。 

３ 福祉避難所の確保 

町は、避難所内で生活することが困難な要配慮者のため、保健センターを福祉避難所とし

て指定する。 

福祉避難所の指定の際には、名称・所在地、さらに受入れ対象者を特定する場合にはその

旨その他町長が認める事項を公示する。 

また、衛生環境対策として、感染症、熱中症対策について、保健・医療関係者の助言を得

て検討を行う。 

４ 避難誘導体制の整備 

（１）避難路の指定及び整備 

町は、各地区の居住地区と災害時避難場所とを連結する道路を避難路として指定し、安

全な避難が確保できるよう整備に努める。 

（２）避難誘導計画の作成 

町は、的確に避難指示等が発令できるよう、県、前橋地方気象台等の協力を得つつ、避

難すべき区域、判断基準及び伝達方法を明確にした「避難情報の判断・伝達マニュアル」

を作成する。 

また、地区、自主防災組織、消防団等による避難誘導体制を構築し、防災訓練を実施す

る。 

なお、避難行動要支援者の避難支援については、本章第２節によるものとする。 

（３）学校等の避難誘導計画の作成 

保育園・こども園の園長、小中学校の校長は、災害時における対応、園児・児童・生徒

の保護者への引渡しに関するルール等を定める。 

５ 応急仮設住宅 

町は、応急仮設住宅の建設に要する用地に関し、災害危険箇所等に配慮しつつ建設可能な

用地を把握する。  
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第２節 要配慮者対策 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 避難行動要支援者名簿の

作成 
福祉課（福祉係）  

２ 個別避難計画の作成・管理 福祉課（福祉係、包括支援係） 社会福祉協議会、民生委員等 

３ 避難確保計画の作成 総務課（地域安全係） 施設管理者 

１ 避難行動要支援者名簿の作成 

町は、避難行動要支援者の名簿を作成し、要支援者の同意を得て避難支援者に提供する

等、地域での支援体制を構築する。 

（１）避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲 

ア 要介護認定３～５を受けている者 

イ 身体障がい者手帳１・２級（総合等級）の第１種を所有する身体障がい者（心臓、じ

ん臓機能障がいのみで該当するものは除く） 

ウ 療育手帳Ａを所持する知的障がい者 

エ 精神障がい者保健福祉手帳１・２級を所持する者で単身世帯の者 

オ 町の生活支援を受けている難病患者 

カ 上記以外で町長が必要と認めた者 

（２）避難支援等関係者となる者 

平常時に名簿を提供し、支援を行う者は、行政区、民生委員・児童委員、社会福祉協議

会、富岡警察署、消防署、消防団等とする。 

（３）名簿記載事項及びその入手方法 

避難行動要支援者名簿には、次の事項を記載する。個人情報は、町が管理する個人情報

のデータ等を利用する。 

ア 氏名 

イ 生年月日 

ウ 性別 

エ 住所又は居所 

オ 電話番号その他の連絡先 

カ 避難支援等を必要とする事由 

キ 上記以外で町長が必要と認めた事項 

（４）名簿の更新に関する事項 

名簿は、原則として毎年定期的に更新する。 

また、庁舎被災に際しても、支障が生じないよう情報の適切な管理に努める。 

（５）情報漏えいの防止 

名簿の提供を受けた避難支援等関係者においては、情報漏えい防止のための管理を徹底

する。  
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（６）避難情報の伝達体制 

避難情報の伝達は、防災行政無線、しもにたインフォメール等を活用する。 

（７）避難支援等関係者の安全確保 

避難行動の支援を保証するものではないこと、法的な責任・義務を負うものではないこ

とを周知する。 

２ 個別避難計画の作成・管理 

（１）個別避難計画の作成・管理 

町は、防災担当、福祉担当等の連携の下、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、住民

等の避難支援等に携わる関係者と連携して、避難行動要支援者ごとに作成の同意を得て個

別避難計画を作成し、避難支援者に提供するよう努める。 

また、要配慮者の意向、地域の実情を踏まえつつ、自宅から直接、福祉避難所に避難で

きるよう事前に受入れ対象者の調整を行う。 

（２）個別避難計画の更新 

町は、避難行動要支援者の状況の変化等に対応して、必要に応じて個別避難計画を更新

する。 

３ 避難確保計画の作成 

町は、土砂災害警戒区域内及び浸水想定区域にある要配慮者が利用する施設について、本

計画にその名称及び所在地を定める。 

本計画に位置付けられた要配慮者利用施設の管理者等は、利用者の避難を確保するため必

要な事項を定めた避難確保計画を作成し、当該計画に基づき避難訓練を実施する。 

また、町に当該避難確保計画を提出し、避難訓練の結果等の報告を行う。 

町は、計画作成等に関する助言等、必要な支援を実施する。 

【土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設】 

施設名 所在地 

グループホーム グリーンテラス 下仁田町大字下仁田４２３－６ 

グループホーム 杜の小径 下仁田町大字大桑原２０１－１ 

デイハウス ひだまり 下仁田町大字下仁田４７３－６ 

下仁田南牧医療事務組合 下仁田厚生病院 下仁田町大字下仁田４０９ 

地域活動支援センター 下仁田町福祉作業所 下仁田町大字下仁田６８２ 

馬山こども園 下仁田町デイサービスセンター 下仁田町大字馬山２６６８ 

青倉保育園 学童保育がんばりっこクラブ 下仁田町大字青倉５０５－１ 

 

【浸水想定区域内にある要配慮者利用施設】 

施設名 所在地 

下仁田町立下仁田小学校 下仁田町大字下仁田７３ 

下仁田町立下仁田中学校 下仁田町大字下仁田２６ 

群馬県立下仁田高等学校 下仁田町大字下仁田５５０－１ 

医療法人 清隆会 佐藤医院 下仁田町大字下仁田５６０－２ 
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第３節 災害危険区域の災害予防 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 住民への周知 
総務課（地域安全係） 県 

２ 警戒避難体制の整備 

３ 土砂災害特別警戒区域内

の制限等 
 県 

１ 住民への周知 

町は、住民に対し、ハザードマップ等により、災害危険区域の位置及び浸水想定区域、浸

水深の目安を周知し、必要に応じて防災に関する情報の更新を行う。 

また、災害危険区域の点検等に際しては、地域住民の協力を得つつ実施する。 

２ 警戒避難体制の整備 

（１）土砂災害 

町は、土砂災害防止法に基づき県が土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を指定

した場合は、警戒区域ごとに情報伝達、予警報の発表・伝達に関する事項、避難場所及び

避難経路に関する事項、土砂災害に係る避難訓練に関する事項、避難、救助その他必要な

警戒避難体制に関する事項について定める。 

（２）浸水被害 

町は、水防法（昭和２４年法律第１９３号）に基づき県が洪水浸水想定区域を指定した

場合、洪水浸水想定区域ごとに、水位情報等の伝達方法、避難場所及び避難経路に関する

事項、避難訓練に関する事項、その他出水時の避難の確保を図るために必要な事項を定め

る。 

３ 土砂災害特別警戒区域内の制限等 

県は、土砂災害特別警戒区域において、次の措置を講ずる。 

（１）住宅宅地分譲地、社会福祉施設等のための開発行為に関する許可 

（２）建築基準法に基づく建築物の構造規制を踏まえた安全対策の推進 

（３）土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告 

また、上記（３）の勧告による移転者への融資、資金の確保について必要な措置を講ずる

よう努める。 

なお、土砂災害により特に大きな被害が生ずる可能性がある箇所で、住居の建築の禁止等

を行う必要のある区域においては、建築基準法に基づく災害危険区域の活用等を図るととも

に、その旨を周知する。 
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第４節 情報収集・通信手段の確保 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 情報収集・通信手段の確保 

総務課（地域安全係、情報管理

係、情報推進係） 

 

２ 情報に関する初動体制の

整備 
 

３ 通信訓練への参加  

１ 情報収集・通信手段の確保 

町は、災害時の電話の輻輳・途絶に備え、衛星携帯電話等の整備により、情報伝達の多ル

ート化に努める。 

また、孤立地域における安否確認のため、非常時の通信手段の確保を検討する。 

２ 情報に関する初動体制の整備 

町は、夜間・休日を含め、情報の収集・伝達機能が確保できるよう、職員の配備体制の整

備に努める。 

また、防災行政無線、群馬県総合防災システム（Ｌ－ＡＬＥＲＴ）、全国瞬時警報システ

ム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）等により災害情報等を受信・伝達するシステムの維持管理を行う。 

３ 通信訓練への参加 

町は、非常通信の取扱、機器の操作の習熟等に向け、他の防災関係機関との連携による通

信訓練への参加に努める。  
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第５節 職員の応急活動体制の整備 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 非常参集体制の整備 
総務課（地域安全係） 

 

２ 応急活動内容の周知徹底  

１ 非常参集体制の整備 

町は、職員の非常参集体制を検討し、参集基準、連絡手段等を定めたマニュアルを作成し

て職員に周知する。 

２ 応急活動内容の周知徹底 

町は、応急活動のためのマニュアルを作成し、職員に周知する。 

また、定期的に訓練を行い、活動手順、使用する資機材、装備の使用方法等の習熟、他の

職員、機関等との連携等について徹底を図る。 
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第６節 防災関係機関の連携体制の整備 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 受援体制の整備 

総務課（地域安全係） 

 

２ 相互応援協力体制の整備  

３ 事業者との協力体制の整

備 
 

１ 受援体制の整備 

町は、災害時に迅速かつ的確に町外から応援職員を受入れるため、「地方公共団体のため

の災害時受援体制に関するガイドライン」（内閣府）、「群馬県災害時受援・応援計画」「群馬

県市町村災害時受援体制ガイドライン」（群馬県）を参考に、受入れ担当の明確化、要請の

手順、ルール等を明確にした「下仁田町受援計画」の策定を検討する。 

２ 相互応援協力体制の整備 

町は、町単独では十分な応急・復旧活動を実施することが困難となった場合に備え、地方

公共団体相互、公共機関相互等において、応援協定を締結し、平常時から連携の強化を図

る。 

３ 事業者との協力体制の整備 

町は、事業者・各種団体等と応援協定を締結し、食料、生活必需品、資機材等の調達、輸

送及び災害対策への協力に関する協定を締結する。 
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第７節 防災中枢機能等の確保 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 庁舎機能の確保 
総務課（行政係） 

 

２ 防災拠点の整備  

３ 業務継続性の確保 総務課（地域安全係）  

１ 庁舎機能の確保 

町は、災害対策の拠点となる町役場について、防災中枢機能等を確保するため、再生可能

エネルギー等の代替エネルギーシステム、電動車の活用を含めた自家発電設備、燃料貯蔵設

備等の整備及び燃料等の確保を図る。 

２ 防災拠点の整備 

町は、大規模災害時等の広域的な復旧・活動拠点として、ハード・ソフトが一体となった

機能強化に努める。 

３ 業務継続性の確保 

町は、災害時の応急対策等の実施、優先度の高い通常業務の継続のため、事前の準備体

制、非常時優先業務の選定等を定めた業務継続計画（ＢＣＰ）を策定し、業務継続性の確保

を図る。 

また、業務継続体制を確保するため、業務の進捗を踏まえて、評価・検証等を行い改定す

る。 
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第８節 救助・救急、医療及び消火活動体制整備 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 消防力の整備 
総務課（地域安全係） 

富岡甘楽広域消防本部 

２ 消防団拠点の整備  

３ 医療活動体制の整備 
保健課（保健推進係、保健予防

係） 

県、下仁田厚生病院、富岡市甘

楽郡医師会、富岡甘楽歯科医師

会、富岡・甘楽薬剤師会、富岡

甘楽広域消防本部 

１ 消防力の整備 

富岡甘楽広域消防本部及び町は、消防力の整備指針（平成１２年消防庁告示）及び消防水

利の基準（昭和３９年消防庁告示）に基づき、消防資機材及び消防水利の整備を行う。 

２ 消防団拠点の整備 

町は、少子高齢化に伴う消防団員不足により、有事の際の出動体制を維持するため計画的

に消防団（分団・部・班）の統合を進める。 

また、統合により手狭となる消防詰所は、建設年度等を考慮した上で新規に建て替えを進

める。 

なお、消防団詰所の統合に合わせて消防団車両数も削減する必要が生じるが、老朽化によ

る車両の更新（買替）を必要に応じて実施する。 

３ 医療活動体制の整備 

（１）地域災害医療対策会議への参加 

県（富岡保健福祉事務所）は、地域における災害医療対策を協議するため、地域災害医

療対策会議を設置する。 

町は、当該会議に参加する。 

（２）医薬品、医療資機材の備蓄等 

町は、災害により多数の傷病者が発生し、救急搬送が困難な場合を想定して、応急救護

用医薬品、医療資機材等の備蓄に努める。 

（３）関係機関等との連携 

町、下仁田厚生病院、富岡市甘楽郡医師会、富岡甘楽歯科医師会、富岡・甘楽薬剤師会

及び富岡甘楽広域消防本部は、災害時の救護所の設置・運営等の医療助産体制、避難者の

健康管理等についてのあり方、連携体制について検討する。 
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第９節 緊急輸送活動体制の整備 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 輸送拠点の確保 

総務課（地域安全係） 

施設管理者 

２ ヘリポートの確保 施設管理者 

３ 輸送事業者との連携 輸送事業者 

４ 燃料の確保 燃料販売業者等 

１ 輸送拠点の確保 

町は、公共施設、空地、民間事業者の管理する施設等、災害時の輸送拠点として利用可能

な施設を選定する。 

また、災害時の施設使用について、あらかじめ当該施設の管理者の同意を得て、利用方法

等を検討する。 

２ ヘリポートの確保 

町は、臨時ヘリポートとして利用可能な施設を把握する。 

また、災害時の施設使用について、あらかじめ当該施設の管理者の同意を得る。 

３ 輸送事業者との連携 

町は、災害時の緊急輸送が迅速かつ円滑に行われるよう、あらかじめ、輸送事業者と物資

の保管、荷捌き及び輸送に係る協定の締結に努める。 

４ 燃料の確保 

町は、災害時に備えて燃料販売業者等と燃料の調達に係る協定の締結に努める。 
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第１０節 食料・飲料水及び生活必需品等の調達・供給体制の整備 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 行政備蓄の推進 

総務課（地域安全係） 

 

２ 家庭内備蓄の促進  

３ 流通在庫の確保 民間事業者等 

４ 給水体制の強化 
総務課（地域安全係）、建設水道

課（水道係、庶務係） 

水道施設の復旧等の協定を締

結する関係団体等 

１ 行政備蓄の推進 

町は災害等に備え、食料及び飲料水を備蓄する。 

なお、乳幼児、高齢者といった要配慮者の特性、食物アレルギー、男女のニーズ等にも配

慮する。 

また、食料及び飲料水、救助用資機材等の物資を備蓄するための防災倉庫の整備を促進す

る。 

【備蓄目標】 

食料 ９，０００食（１，０００人×３日分）※１日３食／人 

飲料水 １８，０００本（５００ｍＬボトル／１，０００人×３日分）※１日３Ｌ／人 

２ 家庭内備蓄の促進 

町は、各家庭において「最低３日間、推奨１週間」分の非常用の飲料水、食料等を備蓄す

るよう、ホームページ、広報紙等で住民に対し啓発を行う。 

また、ペット同行避難に備えて、ペットフード、ケージ等を備蓄するよう啓発する。 

事業所に対しても、従業員、児童・生徒の３日分を備蓄するよう啓発する。 

３ 流通在庫の確保 

町は、民間事業者等とあらかじめ協定等を結び、災害時に必要な物資を調達できる体制を

構築する。 

４ 給水体制の強化 

町は、飲料水の調達、水道施設の復旧等の協定を締結する関係団体等と連携して、応急給

水活動の訓練を実施し、給水体制の強化に努める。  
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第１１節 防災訓練の実施 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 総合防災訓練 総務課（地域安全係）、全職員、

消防団 
防災関係機関等 

２ 個別訓練 

１ 総合防災訓練 

町は、災害応急対策の円滑な実施を確保するため、防災関係機関、事業所、自主防災組織

及び住民の協力を得て、通信、動員、消火、救出・救助、避難・誘導、復旧等の各種訓練を

総合した総合防災訓練を実施する。 

２ 個別訓練 

町、防災関係機関等は、それぞれの防災上の責務に応じ、次に示す訓練を適宜実施する。 

（１）非常招集訓練 

（２）避難訓練 

（３）非常通信訓練 

（４）消防訓練 

（５）水防訓練 

（６）応急復旧訓練 

（７）図上訓練 等 

なお、防災訓練の実施後には事後評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の

改善を行う。 

  



第２部 災害予防対策 

第３章 住民等の防災活動の促進 

風水害-32 

第３章 住民等の防災活動の促進 

第１節 防災知識の普及・啓発 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 防災知識の普及・啓発 総務課（地域安全係）  

２ 学校教育による防災知識

の普及・啓発 
教育課（学校教育係）  

１ 防災知識の普及・啓発 

町は、住民に対して、次の事項の周知、徹底を図る。 

（１）災害の危険性 

（２）地域の災害リスクと災害時にとるべき避難行動 

（３）「自らの命は自らが守る」という意識を持ち自らの判断で避難行動をとること。 

（４）早期避難の重要性 

（５）家庭防災会議の開催 

（６）非常持ち出し品の準備 

（７）避難時の留意事項 

（８）正しい情報の入手 

（９）電話等に関する留意事項 

（１０）通常の避難との相違点を含めた広域避難の考え方 

（１１）生活の再建に資する行動 

（１２）過去の災害の伝承 等 

普及・啓発の手段は、次のとおりである。 

（１）町ホームページ 

（２）町広報紙 

（３）ハザードマップ 

（４）防災訓練等 

２ 学校教育による防災知識の普及・啓発 

町は、学校教育を通じて災害に対する知識の普及を図るとともに、防災に関する教材（副

読本）の導入、避難訓練の実施等により、児童、生徒の防災意識の普及・啓発を図る。 

  



第２部 災害予防対策 

第３章 住民等の防災活動の促進 

風水害-33 

第２節 住民の防災活動の環境整備 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 消防団の育成強化 総務課（地域安全係）、消防団  

２ 自主防災組織の育成強化 総務課（地域安全係）  

３ 災害ボランティア活動体

制の整備 
福祉課（福祉係） 下仁田町社会福祉協議会 

４ 事業所防災体制の整備 

総務課（地域安全係） 

事業所の管理者等 

５ 住民及び事業者による地

区内の防災活動の推進 
 

１ 消防団の育成強化 

町は、消防団の強化を図るため、消防団員又は機能別消防団員の募集、資機材等の整備を

行う。 

また、消防車両の計画的な新規購入の実施及び資機材等の整備を行うとともに、少子高齢

化に伴い団員数の減少が懸念されることから、計画的に消防団詰所の統合を実施し（必要に

応じて統合規模に見合った詰所の建設）出動態勢等の強化を図る。 

なお、企業及び事業所の理解と協力が必要なため、消防団協力事業所表示制度等を通じ

て、消防団活動に協力する事業所を顕彰する等の活動を行う。 

２ 自主防災組織の育成強化 

町は、地域の防災の担い手として、自主防災組織の結成を促進する。 

また、自主防災組織への資機材等の支援、各種研修に代表者を派遣する等、防災リーダー

の育成に努める。 

【自主防災活動の事例】 

平常時の活動 災害時の活動 

ア 防災訓練の実施 

イ 防災知識の啓発 

ウ 防災巡視 

エ 資機材等の購入 

ア 初期消火 

イ 住民等の避難誘導 

ウ 負傷者等の救出・救護 

エ 情報の収集・伝達 

オ 給食・給水 等 

３ 災害ボランティア活動体制の整備 

町は、下仁田町社会福祉協議会と連携して、災害ボランティアセンターの開設・運営等に

おけるマニュアル及び業務フロー等の作成について検討する。 

下仁田町社会福祉協議会は、関係団体と災害ボランティア活動における協力体制について

協定を締結する等、活動体制を構築する。 

また、ボランティア団体等と連携して、災害ボランティアセンターの設置、運営訓練を実

施し、実践力の育成を図る。 



第２部 災害予防対策 

第３章 住民等の防災活動の促進 

風水害-34 

４ 事業所防災体制の整備 

（１）事業所の防災体制 

消防法（昭和２３年法律第１８６号）に定める自衛消防組織の設置を要する防火対象物

の管理権原者、その他事業所の管理者等は、自衛消防組織等を組織し、防災計画、避難計

画等を作成し、防災訓練等を行う。 

また、それ以外の事業所は、災害時の顧客や従業員の安全確保や二次災害等の防止を図

るため、自衛消防隊等の防災組織を作り、次の活動を行う。 

ア 従業員の防災教育 

イ 情報収集伝達体制の確立 

ウ 火災その他災害予防対策 

エ 避難体制の確立 

オ 防災訓練の実施 

カ 応急救護体制の確立 

キ 飲料水、食料、生活必需品等災害時に必要な物資の確保（備蓄） 

ク 燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対策 

（２）業務継続計画の策定 

事業所は、災害時に企業の果たす役割を認識し、重要業務を継続するための事業継続計

画（ＢＣＰ）を策定し、事業継続マネジメント（ＢＣＭ）を構築する。 

５ 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進 

地区防災計画は、災害対策基本法に基づき、一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所

を有する事業者（以下「地区居住者等」という。）が、自分たちの地域の人命、財産を守る

ために共同して行う防災訓練、物資及び資材の備蓄、地区居住者等の相互支援等、自発的な

防災活動について定める計画である。 

地区居住者等は、必要応じて自発的な防災活動に関する地区防災計画を作成し、町防災会

議に提案する。 

町は、提案を受けた場合、町地域防災計画に地区防災計画を位置付ける。 

  



第２部 災害予防対策 

第４章 その他の災害予防 

風水害-35 

第４章 その他の災害予防 

第１節 孤立集落対策 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 孤立化集落の把握 
総務課（地域安全係） 

 

２ 孤立への備え  

１ 孤立化集落の把握 

町は、道路の状況及び通信手段の状況から孤立化が予測される集落について、人口、世帯

数、要配慮者の人数等を事前に把握する。 

２ 孤立への備え 

町は、「災害時における孤立化集落対策指針」（群馬県）を参考に、孤立に備え次の準備を

実施する。 

（１）集落の連絡担当者の指定（行政区長、消防団員等） 

（２）集落にあるアマチュア無線局の活用 

（３）防災行政無線への電源の確保 

（４）衛星固定電話又は衛星携帯電話の配置 

（５）緊急ヘリポート用地の把握 

（６）地区集会所への備蓄  



第２部 災害予防対策 

第４章 その他の災害予防 

風水害-36 

第２節 帰宅困難者対策 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 一斉帰宅の抑制 
総務課（地域安全係） 

事業所、観光施設等 

２ 一時滞在施設の選定  

１ 一斉帰宅の抑制 

町は、事業所、観光施設等に対して一斉帰宅の抑制、安否確認の方法、事業所内備蓄等を

促進するため、知識の普及・啓発を行う。 

２ 一時滞在施設の選定 

町は、帰宅困難者のための一時滞在施設を公共施設から選定する。 

  



第２部 災害予防対策 

第４章 その他の災害予防 

風水害-37 

第３節 災害廃棄物対策 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 災害廃棄物処理計画の策

定 
保健課（環境係） 

甘楽西部環境衛生施設組合、収

集・処理事業者等 

２ 広域処理体制の確立 
甘楽西部環境衛生施設組合、収

集・処理事業者等 

１ 災害廃棄物処理計画の策定 

町は、「災害廃棄物対策指針」（環境省）及び「群馬県災害廃棄物処理計画」を参考に、仮

置場の配置、災害廃棄物の処理方法等について具体的に示した災害廃棄物処理計画を策定す

る。 

２ 広域処理体制の確立 

甘楽西部環境衛生施設組合は、収集・処理事業者等と連携して、広域処理体制について検

討する。 

  



第２部 災害予防対策 

第４章 その他の災害予防 

風水害-38 

第４節 罹災証明書の発行体制の整備 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 住家被害認定調査 住民税務課（税務係）  

２ 罹災証明書発行体制 総務課（地域安全係）  

３ システムの活用 住民税務課（税務係）  

１ 住家被害認定調査 

町は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害認定調査の担当を定

め、被害調査の担当者の育成、他の市町村、民間団体との応援協定の締結、応援の受入れ体

制の構築等を行う。 

２ 罹災証明書発行体制 

町は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、罹災証明書交付の担当を定め

る。 

３ システムの活用 

町は、効率的な罹災証明書の交付のため、当該業務を支援するシステムの活用について検

討する。 
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第３部 災害応急対策 

第１章 情報収集・連絡及び通信の確保 

風水害-39 

第１章 情報収集・連絡及び通信の確保 

第１節 警報等の伝達 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 気象警報等 総務課（地域安全係） 

気象庁、前橋地方気象台、放送

機関、道路管理者、上信電鉄

（株） 

２ 火災警報 総務課（地域安全係）、消防団 県 

３ 異常現象発見時の措置 総務課（地域安全係） 富岡警察署 

１ 気象警報等 

（１）町の役割 

町は、県から風水害に関する気象警報等を受信したときは、住民等に対し、防災行政無

線、しもにたインフォメール及びＬＩＮＥ等ＳＮＳを利用し周知する。 

また、高齢者、障がい者、外国人等要配慮者に確実に伝達するよう努める。 

なお、特別警報を受信したときは、直ちに住民等に周知する。 

（２）放送機関の役割 

放送機関は、前橋地方気象台から風水害に関する警報等を受信したときは、放送を通じ

て住民等に周知する。 

（３）道路管理者の役割 

道路管理者は、降雪予測等から通行規制範囲を広域的に想定し、できるだけ早く通行規

制予告を発表する。その際、当該情報が入手しやすいよう多様な広報媒体を活用し、日

時、迂回経路等を示す。 

また、降雪予測の変化に応じて予告内容の見直しを行う。 

（４）鉄道事業者（上信電鉄（株）） 

鉄道事業者は、気象状況により列車の運転に支障が生ずるおそれがあるときは、安全確

保の観点から、必要に応じて計画的に列車の運転を休止する。 

  



第３部 災害応急対策 

第１章 情報収集・連絡及び通信の確保 

風水害-40 

気象警報等の伝達系統及び伝達手段は、次図のとおりである。 

 

２ 火災警報 

町は、県から火災気象通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認め

るときは、消防法第２２条第３項の規定に基づき、必要に応じ火災警報を発令する。 

火災警報を発令した場合、町及び消防団は、消防法第２２条の定めるところにより、火の

使用制限について住民等に周知する。 

３ 異常現象発見時の措置 

災害が発生する異常な現象を発見した者は、速やかに町長又は警察官に通報する。通報を

受けた警察官は、その旨を町長に通報する。 

異常現象を承知した場合、町長は、前橋地方気象台、その異常現象に関係のある近隣市町

村、富岡土木事務所等の異常現象に関係ある県出先機関等に連絡する。 

  

報道機関 

ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本 

下

仁

田

町 

ＮＨＫ前橋放送局 

気

象

庁

又

は

前

橋

地

方

気

象

台 

△ 

△ 

（凡例） 

 ：気象業務法（昭和２７年法律第１６５号）施行令第８条第１号の規定に基づ

 ：気象業務法第１５条の２によって、特別警報の通知もしくは周知の措置が義務づけ

られている伝達経路 

△：専用回線 
□：県防災情報通信ネットワーク 

△ 

県危機管理課 □ 

消防庁 △ 

関

係

機

関

・

住

民 

※各種防災気象情報は前橋地方気象台から配信される 

△ 
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第１章 情報収集・連絡及び通信の確保 

風水害-41 

第２節 災害情報の収集・連絡 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 災害情報の収集 各施設を所管する課 施設管理者 

２ 災害情報の報告 総務課（地域安全係）  

１ 災害情報の収集 

（１）情報収集担当 

被害状況等の調査は、次に掲げる各担当課等が、協力応援機関団体等の支援を得て実施

する。 

調査事項 調査担当課 協力応援機関団体 

町有財産被害 総務課（行政係、財政係）  

被害状況報告 総務課（地域安全係） 富岡行政県税事務所 

医療関係被害 保健課（保健推進係、保健予防

係） 

富岡保健福祉事務所 

防疫関係被害 

清掃施設、清掃関係事業等

被害 
甘楽西部環境衛生施設組合 

水道施設被害 建設水道課（庶務係、水道係） 

公共土木施設被害 建設水道課（建設係、管理係） 富岡土木事務所 

農業関係被害 

農林課 

西部家畜保健衛生所 

富岡地区農業指導センタ

ー 

林業関係被害 
富岡森林事務所・下仁田町

森林組合 

農業土木施設被害 西部農業事務所 

工業関係被害 
商工観光課 下仁田町商工会 

商業関係被害 

教育財産被害 

教育課（学校教育係、生涯学習

係、学校給食係、公民館係、文

化財保護係） 

西部教育事務所 

火災即報 総務課（地域安全係） 富岡甘楽広域消防本部 

（２）調査時の注意事項 

ア 調査脱漏、重複等のないよう十分留意する。 

イ 被害世帯人員等については、現地調査のほか住民登録等の諸記録等と照合する。 

２ 災害情報の報告 

（１）災害対策基本法及び消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）に基づく報告 

ア 町は、「災害報告要領」（昭和４５年４月１０日付け消防防第２４６号消防庁長官通

知）及び「火災・災害等即報要領」（昭和５９年１０月１５日付け消防災第２６７号消

防庁長官通知）の規定に基づき、被害規模の概括的情報を含め、人的被害、住家被害、

応急対策活動状況等の情報を把握できた範囲から直ちに県危機管理課に報告する。 
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第１章 情報収集・連絡及び通信の確保 

風水害-42 

イ 行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていることが判明した

場合には、当該登録地の市町村又は都道府県（外国人のうち、旅行者など住民登録の対

象外の者は外務省）に連絡する。 

具体的な報告方法は次のとおりである。 

災害概況即報 災害を覚知後３０分以内に「災害概況即報」により報告する。 

被害状況即報 

災害概況即報の後、「被害状況即報」及び「被害状況即報続紙」によ

り報告する。報告の頻度は次による。 

１ 第１報は、被害状況を確認し次第報告する。 

２ 第２報以降は、人的被害に変動がある場合は１時間ごとに報告す

る。人的被害が変動せず、その他の被害に変動がある場合は、３時

間ごとに報告する。 

３ 災害発生から２４時間経過後は、被害に変動がある場合に、６時

間ごとに報告する。 

災害確定報告 
応急対策を終了した後、１０日以内に「災害確定報告」及び「災害確

定報告続紙」により報告する。 

（２）災害対策基本法及び消防組織法に基づかない連絡 

各行政分野の災害情報を、それぞれの関係法令等に基づき、県の関係課又は関係地域機

関その他関係機関に連絡する。 

（３）画像情報の共有 

町は、必要に応じ、収集した被災現場の画像情報について、官邸及び政府本部等を含む

防災関係機関との共有を図る。 
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第３節 通信手段の確保 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 通信手段の機能確認及び

通信施設の復旧 
総務課（地域安全係、情報管理

係、情報推進係） 

 

２ 緊急情報連絡用回線の設

定 
 

３ 通信手段の確保  

４ 孤立地域との通信連絡 総務課（地域安全係） 県 

１ 通信手段の機能確認及び通信施設の復旧 

町は、災害発生後直ちに情報通信手段の機能確認を行うとともに、支障が生じた施設の復

旧を行う。 

２ 緊急情報連絡用回線の設定 

町は、携帯電話、防災行政無線（アンサーバック機能）及び消防団無線機の移動通信回線

の活用による緊急情報連絡用の回線設定に努める。 

３ 通信手段の確保 

（１）通信手段の確保 

町は、次の方法を用いて、通信を行う。 

通信手段 内容 

災害時優先電話 

災害時の救援、復旧等に必要な重要通信を確保するためにＮ

ＴＴ電話サービスであらかじめ登録されている電話（優先発

信が可能） 

町防災行政無線 孤立地域との連絡時に利用 

消防団無線機 消防団との連絡手段 

（２）他機関が保有する通信設備等の利用 

必要に応じ、他機関が保有する通信設備等を利用する。 

ア 警察通信設備 

イ 鉄道通信設備 

ウ 消防通信設備 

エ 自衛隊通信設備 

オ 気象官署通信設備 

カ 電気事業通信設備 

キ 放送事業者による放送 

ク 各無線局 
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４ 孤立地域との通信連絡 

町は、災害により通信や交通が途絶し、孤立地区が発生した場合は群馬県に要請し、県防

災ヘリコプター等による空中偵察を実施するほか、自衛隊のバイク等も活用し、孤立地域と

の連絡に努める。  



第３部 災害応急対策 

第１章 情報収集・連絡及び通信の確保 

風水害-45 

第４節 広報・広聴活動 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 広報活動 総務課（地域安全係、秘書係、

情報管理係、情報推進係） 

 

２ 報道機関等への対応  

３ 広聴活動 
企画課 

 

４ 安否情報の提供  

１ 広報活動 

（１）広報手段 

町は、次の手段を用いて住民等に対し広報活動を行う。 

ア 広報紙（チラシ・広報しもにた等） 

イ 防災行政無線 

ウ 広報車による呼び掛け 

エ しもにたインフォメール 

オ 下仁田町公式ＬＩＮＥ 

（２）広報内容 

広報内容は、概ね次のとおりである。 

ア 気象・水象状況 

イ 被害状況 

ウ 二次災害の危険性 

エ 応急対策の実施状況 

オ 住民、関係団体等に対する協力要請 

カ 避難指示等の内容 

キ 指定緊急避難場所及び指定避難所の名称・所在地・対象地区 

ク 避難時の注意事項 

ケ 受診可能な医療機関・救護所の所在地 

コ 交通規制の状況 

サ 交通機関の運行状況 

シ ライフライン・交通機関の復旧見通し 

ス 食料・飲料水、生活必需品の配給日時・場所 

セ 各種相談窓口 

ソ 生活必需品を扱う店舗の営業状況 

２ 報道機関等への対応 

（１）広報の要請 

町は、放送による広報が必要な場合、報道機関等に広報を要請する。その際、報道機関

等に対し、取材活動等において、避難者等のプライバシー、負担等に配慮するよう要請す

る。 
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（２）報道発表 

町は、町役場等に記者発表場所を設置し、報道機関に対し定期的に記者発表を行う。 

なお、報道機関からの取材が殺到することにより応急対策活動の遂行に支障を来すおそ

れ等がある場合は、報道機関に対し、幹事社等による代表取材を行うよう要請する。 

３ 広聴活動 

（１）窓口の設置 

町は、必要に応じて住民等からの問い合わせに対応する窓口を設置する。窓口では被災

者支援に関する相談及び各種申請受付等を行い、相談内容に応じて各課の職員が対応にあ

たる。 

（２）コールセンターの設置 

町は、住民からの問い合わせ等に対応するため、コールセンターを設置する。 

４ 安否情報の提供 

町は、被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権利利益を不当

に侵害しないよう配慮し、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応

急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう努める。 

なお、被災者の中に配偶者等からの暴力等を受け、加害者から追跡されて危害を受けるお

それのある者等が含まれる場合は、その個人情報の管理を徹底する。 
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第２章 活動体制の確立 

第１節 災害警戒本部・災害対策本部の設置 

１ 災害対策本部の設置等 

（１）設置基準 

町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、災害対策基本法に基づき、

災害対策本部（以下「本部」という。）を設置する。 

本部の設置基準の目安は、次のとおりである。 

１ 町域に局地的な被害が発生したとき。 

２ 町域に大規模な被害が発生したとき。 

３ その他、町長が必要と認めたとき。 

（２）廃止基準 

町長は、災害の危険が解消したと認めたとき、又は災害応急対策が概ね完了したと認め

られるときは、本部を廃止する。 

（３）設置又は廃止の通知 

本部を設置又は廃止したときは、関係する指定地方行政機関の長、県知事、県関係出先

機関の長、関係する指定公共機関の長、警察署長、近隣の市町村長に通知し、住民に対し

て周知する。 

（４）本部の設置場所 

本部は、町役場庁舎内に設置する。 

なお、激甚災害等により、町役場庁舎内に本部を設置することができない場合は、保健

センターに設置する。 

２ 災害対策本部廃止後の体制 

本部廃止後に引き続き災害対応が必要な場合は、災害対策本部組織及び事務分掌表に基づ

き、引き続き業務を所掌する担当課の職員で対応にあたる。 
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第２節 災害対策本部の組織 

１ 本部の組織 

（１）指揮 

町長は、本部長として、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。町長が指揮

監督をできない場合は、次の順により本部長の職務を代理する。 

第１位 副町長   第２位 教育長   第３位 総務課長 

（２）本部員会議 

被害状況の分析及び災害応急対策の基本方針その他災害に関する重要事項を協議するた

め、本部員会議を開催する。 

本部員会議は、本部長、副本部長、本部員（各課長）、下仁田消防署長及び下仁田南牧

医療事務組合事務部長で構成する 

（３）防災関係機関連絡室 

本部長は、必要に応じて、防災関係連絡機関室を設置し、関係機関に連絡員の派遣を要

請する。 

（４）現地災害対策本部の設置 

本部長は、現地での指揮、調整等が特に必要と判断した場合は、現地災害対策本部を設

置する。 

また、本部長は、現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員を指名する。 

２ 本部の組織及び職員の配置 

本部の組織及び職員の配置は、災害対策本部組織及び事務分掌による。 

ただし、災害対策の状況に応じて、本部長の命により職員配置を調整する。 

また、災害対策の必要性に応じて、必要な対策班を新たに編成し、職員を配置する。 

３ 本部機能の維持 

（１）庁舎機能 

本部長及び総務課は、町役場等の施設機能を点検し、非常電源用の燃料確保、仮設トイ

レの設置等により庁舎機能を維持する。 

（２）災害対策要員の活動支援 

本部長及び総務課は、災害対応の長期化に対応して、勤務ローテーションの設定、災害

対策要員の仮眠・休憩場所の確保、食料・飲料水・資機材等の供給を行う。 
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・第３次避難所の開設 

・安否情報の収集、災害相談 

・物資の供給 

主な担当 

・第１次（自主）避難所の開設 

・感染症対策 

・第２次避難所の開設 

・家屋被害調査 

・第２次避難所の開設 

・要配慮者対策 

・災害ボランティア調整 

 
・農林（道・施設等）の被害調査・復

旧 

・農林産物等の被害調査・支援 

 
・第２次避難所の開設 

・旅行者等への情報提供、帰宅困難

者支援

・町道等の被害調査・復旧 

・水道施設等の被害調査・復旧 

・住宅の応急修理 

本部長（町長） 

 

副本部長 

（副町長、教育

長） 

防災関係機関連絡室 

本部員会議 

・本部長 

・副本部長 

・総務課長 

・議会事務局長 

・企画課長 

・住民税務課長 

・保健課長 

・福祉課長 

・農林課長 

・商工観光課長 

・建設水道課長 

・会計課長 

・教育課長 

・下仁田南牧医療

事務組合事務部

長 

・下仁田消防署長 

・甘楽西部環境衛

生施設組合局長 

 

【総務課地域安全係】 

・災害対策本部の設置・廃

止 

・気象情報、避難情報伝達 

・防災無線伝達 

・県、関係機関への連絡・

報告 

・各課の連絡調整 

 

本部事務局 

・住民からの災害連絡対応（災害等

通報受付票） 

・災害義援金の受入れ及び配分 

・救出、救助、避難誘導 

・災害情報の収集 

 

会計課 

・児童・生徒の安全確保 

・教育施設の被害調査・復旧 

災害対策本部組織図  

・住民からの災害連絡対応（災害等

通報受付） 

・災害等通報その他関係情報取りま

とめ 
・災害広報、災害記録 
・受援 

 
・住民からの災害連絡対応（災害等

通報） 

総務課 

議会事務局 

企画課 

住民税務課 

保健課 

福祉課 

農林課 

商工観光課 

建設水道課 

教育課 

消防団 
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災害対策本部事務分掌 

■本部事務局（分掌事項） 

課 構成 分掌事項 

総務課 

地域安全係 

１ 本部長の指示又は指令等に関すること 

２ 気象情報等の伝達及び避難指示等の周知に関すること 

３ 防災行政無線に関すること 

４ 災害対策本部の設置・廃止に関すること 

５ 国・県への報告及び関係機関への連絡に関すること 

６ 各課との連絡調整に関すること 

７ 国・県・他市町村及び関係機関への応援要請に関すること 

８ 知事への自衛隊の災害派遣要請の要求に関すること 

９ 被災者台帳の作成に関すること 

１０ 罹災証明書の交付に関すること 

１１ 避難所以外の避難者の把握に関すること 

１２ 被災者生活再建支援金に関すること 

１３ いずれの課に属さない事項に関すること 

行政係 

財政係 

人事給与係 

１ 住民からの災害連絡対応（災害等通報受付票）に関すること 

２ 受援に関すること 

３ 庁舎機能の維持管理に関すること 

４ 緊急通行車両の申請、燃料の確保及び輸送事業者への要請に  

関すること 

５ 災害関係予算及び経理に関すること 

６ 災害業務に係る損害補償等に関すること 

７ 災害対策要員への支援・配置に関すること 

秘書係 

情報管理係 

情報推進係 

１ 災害等通報情報その他関係情報の取りまとめに関すること 

２ 災害広報に関すること（ＨＰ、しもにたインフォメール他） 

３ 災害記録に関すること 

４ システム等の保全に関すること 

議会事務局 議事係 １ 住民からの災害連絡対応（災害等通報受付票）に関すること 

 

■各課（分掌事項） 

課 構成 分掌事項 

企画課 
地域創生係 

地域振興係 

１ 指定避難所（第３次）の開設に関すること 

２ 要配慮者対策に関すること 

３ 安否情報の収集及び提供に関すること 

４ 物資の供給に関すること 

５ 災害相談に関すること 

６ 災害復興計画に関すること 

７ 外国人対策に関すること 

住民 

税務課 

税務係 

徴収係 

住民係 

１ 指定避難所（第２次）の開設に関すること 

２ 住家被害等の調査に関すること 

３ 町税等の減免に関すること 

４ 埋葬、遺体の処理及び安置に関すること 

保健課 

環境係 

保健推進係 

保健予防係 

１ 自主避難所（第１次）開設に関すること 

２ 感染症の対策に関すること 

３ 環境モニタリング及び危険物等の流出防止に関すること 
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課 構成 分掌事項 

４ 災害廃棄物処理に関すること 

５ 医療助産に関すること 

福祉課 

国保係 

介護保険係 

包括支援係 

福祉係 

１ 指定避難所（第２次）の開設に関すること 

２ 要配慮者対策に関すること 

３ ボランティア活動との調整に関すること 

４ 社会福祉協議会との連絡調整に関すること 

５ 福祉避難所の開設・収容等に関すること 

６ 園児の安全確保に関すること 

７ 応急保育に関すること 

８ 災害見舞金の支給、生活援護資金の貸付に関すること 

農林課 
農業係 

林業係 

１ 農林道、施設、農林産物等の被害調査及び復旧、支援に関する

こと 

２ 家畜防疫に関すること 

３ 被害林業施設（林道）の応急修理に関すること 

商工観光課 商工観光係 

１ 指定避難所（第３次）の開設に関すること 

２ 要配慮者対策に関すること 

３ 旅行者等への情報提供、帰宅困難者に関すること 

４ 商工観光業の被害調査及び支援に関すること 

５ 観光施設（ほたる山公園）の災害情報の収集に関すること 

建設水道課 

建設係 

管理係 

１ 町道・橋梁、河川等の被害調査・復旧に関すること 

２ 住宅の応急修理に関すること 

３ 応急仮設住宅に関すること 

４ 被災建築物の応急危険度判定、宅地の危険度判定に関するこ

と 

５ 都市公園等公共施設の被害応急措置に関すること 

庶務係 

水道係 

１ 水道施設の被害調査及び復旧に関すること 

２ 給水に関すること 

会計課 会計係 
１ 住民からの災害連絡対応（災害等通報受付票）に関すること 

２ 災害義援金の受入れ及び配分に関すること 

教育課 

学校教育係 

生涯学習係 

学校給食係 

公民館係 

文化財保護係 

１ 児童・生徒の安全確保に関すること 

２ 給食施設の被害調査及び復旧に関すること 

３ 応急教育に関すること 

４ 教育文化施設の被害調査及び復旧に関すること 

５ 文化財の保護対策に関すること 

消防団 
消防団 

地域安全係 

１ 災害情報の収集に関すること 

２ 消防・水防活動に関すること 

３ 避難誘導に関すること 

４ 救出・救助に関すること 

５ 行方不明者の捜索に関すること 
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第３節 職員の非常参集 

１ 配備体制 

風水害時の配備体制は町長が決定する。 

各課長は「災害対策事務分掌（本編Ｐ５０～）」に基づき職員に指示を行う。 

【発令基準】 

配備体制 配備基準 配備要員 

課長会議 

・数日以内に台風接近等による暴風雨が予想

（当町にも大雨等が予想）され町長が必要

と認めたとき。 

・その他、町長が必要と認めたとき。 

各課長等 

地域安全係 

災害 

警戒本部 

・気象警報（大雨、大雪）発令し、当町に影

響が生じる可能性があるとき。 

・自主避難所を開設するとき。 

・第２、３次避難所を開設するとき。 

・１０cm以上の積雪が観測又は予想されると

き。 

・町長が必要と認めたとき。 

初動動員 

・総務課（地域安全係） 

・保健課（自主避難所開設） 

・建設水道課 

災害 

対策本部 

・当町に被害が発生しているとき。 

・町長が必要と認めたとき。 

・目安 

（時間雨量） ３０mm 

（日降雨量）１００mm 

１号動員・各課長 

２号動員・係長以上 

３号動員・全職員 

災害 

現地確認 

・天候が回復した時点で、災害等通報情報そ

の他関係情報の現地確認 

全職員 

※班編成は災害対策本部か

ら指示 

２ 職員への参集連絡 

（１）勤務時間内 

勤務時間内は、総務課（地域安全係）が庁内放送、電話等により各課長等に連絡する。

伝達を受けた課長等は、必要に応じて課員の参集を指示する。 

（２）勤務時間外 

勤務時間外は、総務課長より連絡を受けた総務課が各課長等に連絡する。 

なお、記録的短時間大雨情報、大雨特別警報等が発表される等、激しい降雨が認められ

る場合は、各職員の判断により参集せずに自宅待機等の措置をとる。 

３ 参集場所 

勤務時間内及び勤務時間外ともに、参集場所は各職員の勤務場所とする。 
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第４節 広域応援の要請等 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 市町村への要請 

総務課（地域安全係） 

他市町村 

２ 県に対する応援の要請 県 

３ 応急対策職員派遣制度に

基づく応援の要請 
県 

４ 指定地方行政機関等への

要請 
県、指定地方行政機関等 

５ 消防の広域応援要請 富岡甘楽広域消防本部、県 

６ 事業者・関係団体等への応

援要請 
事業者・関係団体等 

７ 受援体制の確立 
総務課（行政係、財政係、人事

給与係） 
 

１ 市町村への要請 

町は、町の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急

対策を実施するため必要があると認めるときは、災害対策基本法第６７条に基づき、他の市

町村長等に対し、応援を要請する。 

また、町との相互応援協定に基づき、協定を締結する市町村に応援を要請する。 

２ 県に対する応援の要請 

町は、町の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急

対策を実施するため必要があると認めるときは、災害対策基本法第６８条に基づき、「群馬

県市町村災害時受援体制ガイドライン」の定めにより、知事に対し応援を求める。 

３ 応急対策職員派遣制度に基づく応援の要請 

町は、応急対策職員派遣制度に基づく対口支援団体の決定前において、災害マネジメント

について支援が必要な場合には、県を通じて総務省に対し総括支援チーム（災害マネジメン

ト総括支援員及び災害マネジメント支援員等で編成し派遣されるチーム）の派遣を要請する

ことができる。 

また、対口支援団体の決定後において、災害マネジメントについて支援が必要な場合に

は、対口支援団体に対し総括支援チームの派遣を要請することができる。 

４ 指定地方行政機関等への要請 

町は、災害応急対策又は災害復旧対策のため必要があると認めるときは、法令に基づき、

知事に対し、職員の派遣、あっせんを求める。 

（１）指定地方行政機関及び特定公共機関の職員の派遣要請（災害対策基本法第２９条） 

（２）指定行政機関、指定地方行政機関若しくは指定公共機関、指定地方行政機関及び特定公

共機関の職員の派遣あっせん（災害対策基本法第３０条） 
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（３）自治公共団体の職員の派遣（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条１７） 

（４）特定地方独立行政法人の職員の派遣（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８

号）第１２４条第１項） 

５ 消防の広域応援要請 

（１）他の消防機関の要請 

富岡甘楽広域消防本部は、他の消防機関の応援を必要とするときは、消防機関相互間で

あらかじめ締結した協定又は消防組織法第３９条の規定に基づき応援を要請する。 

（２）緊急消防援助隊等の要請 

富岡甘楽広域消防本部は、他の都道府県の消防機関（「緊急消防援助隊」を含む。）の応

援を必要とするときは、消防組織法第４４条の規定に基づき、消防庁長官に対し応援を要

請するよう、知事に要求する。 

６ 事業者・関係団体等への応援要請 

町は、応援協定等に基づき、事業者・関係団体等に応援を要請する。 

なお、事業者・関係団体等への要請及び連絡調整については、対策実施の主体となる町の

部署が行うものとする。 

７ 受援体制の確立 

（１）受援の調整 

町は、各課の代表者からなる受援調整会議を開催し、総合的な応援に関する内部調整、

応援者の適正配置等を行う。 

（２）応援部隊の受入れ及び調整 

町は、応援部隊の受入れ場所として役場駐車場を指定する。 

また、災害対策本部に防災関係機関連絡室を設置し、応援部隊の責任者等との調整を図

る。 

（３）応援者への支援 

町、応援者の宿泊場所、食料・資機材等については、原則として応援者側に確保を要請

することとするが、必要に応じて下仁田町自然史館を宿泊場所として提供する。 

また、可能な範囲で応援者に車両の燃料、飲料水等の支援を行う。 
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第５節 自衛隊への災害派遣要請 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 災害派遣要請 町長 県 

２ 自衛隊の自主派遣 町長 自衛隊 

３ 派遣を命ぜられた部隊等

の自衛官の権限 
 自衛隊 

４ 自衛隊の受入れ及び災害

派遣活動の総合調整 
総務課（地域安全係） 自衛隊 

５ 派遣要請後の変更手続 町長  

６ 派遣部隊等の撤収要請 町長  

７ 費用の区分 町 他市町村 

１ 災害派遣要請 

（１）知事への要求 

町長は、自衛隊の災害派遣が必要であると認めるときは、災害対策基本法第６８条の２

第１項に基づき、災害派遣要請を行うよう知事に要求する。 

要求は、文書で行うが、緊急を要する場合、口頭で行い後日文書を送達する。 

なお、要求した場合は、その旨及び町の地域に係る災害の状況を第１２旅団長に通知す

る。 

（２）部隊への通知 

町長は、通信の途絶等により、知事に災害派遣要請の要求ができない場合は、災害対策

基本法第６８条の２第２項に基づき、その旨及び町の地域に係る災害の状況を第１２旅団

長に通知する。 

なお、本通知をしたときは、災害対策基本法第６８条の２第３項に基づき速やかにその

旨を知事に通知する。 

【自衛隊の災害派遣活動の範囲】 

項目 内容 

被害状況の把

握 

車両、航空機等状況に適した手段によって情報収集活動を行い、被

害状況を把握する。 

避難の援助 
避難の命令等が発令され、避難、立退き等が行われる場合で必要が

あるときは、避難者の誘導、輸送等を行い、避難を援助する。 

遭難者等の捜

索救助 

行方不明者、傷者等が発生した場合は、通常、他の救援活動に優先し

て捜索活動を行う。 

水防活動 
堤防、護岸等の決壊に際しては、土のう作成、運搬、積込み等の水防

活動を行う。 

消防活動 

火災に際しては、利用可能な消防車その他の防火用具（空中消火が

必要な場合は航空機）をもって、消防機関に協力して消火にあたる

が、消火薬剤等は、通常関係機関の提供するものを使用する。 

道路又は水路

の啓開 

道路若しくは水路が損壊し又は障害物がある場合は、それらの啓開

又は除去にあたる。 
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応急医療、救護

及び防疫 

被災者に対し、応急医療及び防疫を行うが、薬剤等は通常関係機関

の提供するものを使用する。 

人員及び物資

の緊急輸送 

救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び援助物資の緊急輸

送を実施する。この場合において航空機による輸送は、特に緊急を

要すると認められるものについて行う。 

給食、給水及び

入浴支援 
被災者に対し、給食、給水及び入浴支援を実施する。 

物資の無償貸

付又は譲与 

「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲渡等に関する省令」に

基づき、被災者に対し生活必需品等を無償貸付し又は救じゅつ品を

譲与する。 

危険物の保安

及び除去 

能力上可能なものについて火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び

除去を実施する。 

その他 
その他臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なものについて

は、所要の措置をとる。 

防衛省防災業務計画による。 

２ 自衛隊の自主派遣 

陸上自衛隊第１２旅団長又は第１２後方支援隊長は、特に緊急を要し、知事からの派遣要

請を待ついとまがないと認めるときは、自衛隊法第８３条第２項ただし書の規定に基づき、

当該要請を待たないで部隊等を派遣する。 

３ 派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の権限 

派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害対策基本法に基づく次の権限を行使できる。 

（１）警戒区域の設定（災害対策基本法第６３条第３項） 

（２）応急公用負担等（災害対策基本法第６４条第８項、第９項、第１０項） 

（３）応急公用負担等（災害対策基本法第６５条） 

４ 自衛隊の受入れ及び災害派遣活動の総合調整 

（１）自衛隊の受入れ 

自衛隊の受入れ場所は、道の駅しもにたとする。 

（２）活動の総合調整 

町は災害対策本部内に関係機関連絡室を設置し、派遣部隊長と相互に連携を図る。 

また、救助者の救出にあたって、警察、消防及び自衛隊の役割分担及び協力関係を調整

するため、各機関の責任者で構成する調整会議を設置する。 

５ 派遣要請後の変更手続 

町長は、派遣要請の依頼後において、自衛隊の部隊等の活動内容、派遣期間の変更を要求

する場合は、派遣要請の要求の例により手続を行う。 
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６ 派遣部隊等の撤収要請 

町は、派遣活動又は派遣期間が終了し、自衛隊の災害派遣の必要がなくなったと認めると

きは、直ちに知事に対し、文書で撤収の要請を要求する。 

ただし、緊急を要する場合は、口頭で行い、後日文書を送達する。 

７ 費用の区分 

派遣部隊等の活動に要した費用のうち次の費用については、原則として派遣を受けた町が

負担する。 

（１）宿泊施設の借上料 

（２）宿泊施設の汚物処理費用 

（３）災害派遣活動に係る電気、ガス、水道及び電話料金 

（４）災害派遣活動に係る資機材の調達費用 

これらの費用以外の費用については、派遣を受けた町と自衛隊とで協議して負担区分を定

める。 

なお、派遣部隊の活動が２以上の市町村にわたって行われた場合の費用の負担割合につい

ては、関係市町村が協議して定める。 
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第３章 災害の拡大防止及び二次災害の防止活動 

第１節 浸水被害の拡大の防止 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

浸水被害の拡大の防止 
総務課（地域安全係）、消防団、

建設水道課（建設係、管理係） 

河川管理者、水門、水路等の管

理者 

 

町長は、浸水被害が発生したときは、被害の拡大を防止するため、水防団（消防団）を動員

し、必要に応じて排水対策を実施する。 

河川管理者、水門、水路等の管理者は、被害の拡大を防止するため、被害を受けた施設の応

急復旧を行う。 
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第２節 土砂災害の拡大の防止 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 警戒避難 
建設水道課（建設係、管理係）、

農林課 

県、関東地方整備局、関東森林

管理局 

２ 応急措置 
県、関東地方整備局、関東森林

管理局 

１ 警戒避難 

県、関東地方整備局、関東森林管理局及び町は、降雨等による土砂災害の発生の防止・軽

減を図るため、専門技術者等を活用して、危険箇所の点検を行い、適切な警戒避難を確保す

る。 

２ 応急措置 

県、関東地方整備局及び関東森林管理局は、土砂災害が発生したときは、早急に被害状況

や今後の被害拡大の可能性等について現地調査を行い、必要に応じて不安定土砂の除去、仮

設防護柵の設置等を行う。 
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第３節 風倒木による二次災害の防止 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

風倒木による二次災害の防止 建設水道課、農林課、消防団 道路管理者 

 

町及び道路管理者は、風倒木による二次災害の発生を防止するため、必要に応じ道路におけ

る風倒木の除去等の応急対策を講ずる。 
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第４節 雪害の拡大の防止 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 雪害の拡大防止 
建設水道課（建設係、管理係）、

農林課、消防団 
道路管理者 

２ 幹線道路における雪害対

策 

建設水道課（建設係、管理係）、

商工観光課、消防団 
道路管理者、道の駅しもにた 

１ 雪害の拡大防止 

（１）道路の除雪作業の実施 

道路管理者は、事前に定めた除雪計画等に基づき、道路の除雪を実施する。 

（２）屋根の雪下ろし等の実施 

町は、住民に対し、屋根の雪下ろしや生活道路の除雪を督励するとともに必要に応じ支

援を行うよう努める。 

特に、一人暮らし高齢者世帯、障がい者世帯、母子家庭等の除雪の担い手が不足する世

帯においては、民生委員・児童委員、自治会、自主防災組織、消防団等と連携して除雪の

支援を行う。 

（３）雪崩危険箇所の点検 

町は、専門技術者等を活用して雪崩危険箇所の点検を行い、危険性が高いと判断された

箇所については、関係機関や住民に周知を図り、適切な警戒避難を確保する。 

２ 幹線道路における雪害対策 

下仁田町は、国道２５４号線等幹線道路を通じ、長野県佐久市や同軽井沢町と結ばれ、県

内では南牧村、上野村等西上州の広域拠点でもある。 

そのため、町は、雪害及び事故災害等が発生した場合は、防災拠点として位置付けられた

道の駅しもにたを一時的な避難場所として開放し、リアルタイムで幹線道路の交通情報を提

供する。 

また、飲食物や寝具等を常備するよう努める。  
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第５節 空家の二次災害対策  

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

空家の二次災害対策 保健課（環境係）  

 

町は、適切な管理のなされていない空家等において、緊急に安全を確保するための必要最小

限の措置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分、応急措置の支障となる空

家等の全部又は一部の除却等の措置を行う。 

ただし、文化財的な価値のある歴史的建造物については、文化財担当と情報を共有する。 
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第４章 救助・救急及び医療活動 

第１節 救助・救急活動 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 自主救助活動 総務課（地域安全係） 
富岡甘楽広域消防本部、富岡警

察署 

２ 救助・救急活動 総務課（地域安全係）、消防団 
富岡甘楽広域消防本部、富岡警

察署 

３ 活動時の留意事項 総務課（地域安全係） 
富岡甘楽広域消防本部、富岡警

察署、 

１ 自主救助活動 

住民、自主防災組織、行政区、事業所等は、地域で住民の安否を確認し、安全が確保され

ている範囲で、被災者を倒壊建物等から救出し救助する。 

また、負傷者等の応急手当を行うとともに、必要に応じて医療救護所等への搬送に努め

る。 

２ 救助・救急活動 

富岡甘楽広域消防本部、消防団及び富岡警察署は、連携して救助活動を実施する。 

町は、重機が必要な場合、事業所に協力を要請する。 

また、富岡甘楽広域消防本部及び富岡警察署は、対応困難な場合は、消防の広域応援、警

察災害派遣隊の派遣を要請する。 

なお、救助活動全体の指揮は、消防長がとる。 

３ 活動時の留意事項 

救助・救急活動においては、次に留意を図るものとする。 

（１）サイレントタイム 

富岡甘楽広域消防本部、富岡警察署等は、生存者救出のため、わずかな音や声を聞き分

ける必要がある場合は、サイレントタイムを導入し、救出現場付近におけるヘリコプター

等の飛行及び車両の通行を規制し、又は自粛を要請する。 

（２）安否不明者の絞り込み 

町は、安否不明者の氏名等の公表、安否情報の収集・精査等にあたって、県、富岡甘楽

広域消防本部、富岡警察署と調整する。 

（３）関係機関の連携 

災害現場で活動する消防・警察・自衛隊の部隊は、必要に応じて、合同調整所を設置し

活動調整を行う。 

また、町は、災害対策本部内に調整会議を設置する。  
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風水害-64 

（４）感染症対策 

各機関は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、職員の健康管理、マス

ク着用等を徹底する。 

（５）惨事ストレス対策 

各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。 

富岡甘楽広域消防本部は、必要に応じて、消防庁等に精神科医等の専門家の派遣を要請

する。 
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第２節 医療活動 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 医療体制の確立 

保健課（保健推進係、保健予防

係） 

下仁田厚生病院、公立富岡総合

病院、富岡市甘楽郡医師会、富

岡甘楽歯科医師会及び富岡・甘

楽薬剤師会 

２ 医療救護活動 

下仁田厚生病院、公立富岡総合

病院、富岡市甘楽郡医師会、富

岡甘楽歯科医師会及び富岡・甘

楽薬剤師会 

３ 継続医療対策 県 

４ 避難者の医療対策 

県、富岡市甘楽郡医師会、富岡

甘楽歯科医師会、富岡・甘楽薬

剤師会 

５ 医薬品及び医療資機材の

確保 

下仁田厚生病院、富岡・甘楽薬

剤師会、県薬剤師会 

１ 医療体制の確立 

災害により傷病者が発生した場合は、救助現場から下仁田厚生病院、公立富岡総合病院等

に搬送し、対応することを基本とする。 

多数の傷病者が生じ、町内で負傷者のトリアージ、軽症者の応急措置等を行う必要がある

場合、町は、下仁田厚生病院、富岡市甘楽郡医師会、富岡甘楽歯科医師会及び富岡・甘楽薬

剤師会に協力を要請し、次の医療体制を確立する。 

（１）医療救護所の設置 

下仁田厚生病院と連携して、下仁田厚生病院に医療救護所を設置する。 

また、富岡甘楽広域消防本部は、救助現場にトリアージポストを設置する。 

（２）救護班等の編成 

富岡市甘楽郡医師会、富岡甘楽歯科医師会及び富岡・甘楽薬剤師会に救護班の編成を要

請する。 

町で編成した救護班で対応できない場合は、県に県救護班、群馬ＤＭＡＴ、日本赤十字

社群馬県支部の救護班等の派遣を要請する。 

（３）搬送手段の確保 

搬送は、富岡甘楽広域消防本部の車両で行うが、県にヘリコプターでの搬送を要請す

る。 

２ 医療救護活動 

（１）トリアージ等の処置 

傷病者は、トリアージポスト又は医療救護所でトリアージ及び処置、軽症者の応急手当

を受ける。 
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※トリアージ：災害や事故のとき、多数の傷病者が同時に出た際に、早期に治療を要す

る重症患者を発見し、早期に適切な治療を受けさせることで、より多くの人命を救

うことを目的として傷病の程度や治療の優先順位の判定をすることをいう。 

（２）後方医療機関への収容 

中等症者及び重症者は、下仁田厚生病院又は公立富岡総合病院等の医療機関に搬送す

る。 

（３）一般の傷病者への対応 

医療機関の診察等が停止したために、受診できない通常の傷病者（災害に起因するもの

ではない傷病）等は、医療救護所で対応する。 

３ 継続医療対策 

町は、人工透析患者、助産を必要とする妊婦、障がい者、難病患者等への対応に関する医

療情報を、県（富岡保健福祉事務所）等から収集し、住民に周知する。 

また、自力で移動できない患者等の移動、医療機関への収容等を県（富岡保健福祉事務

所）と協力して行う。 

４ 避難者の医療対策 

（１）避難所救護所の設置 

町は、避難が長期間する場合は、避難所に医療救護所（医療ブース）を設置する。 

（２）救護班等の編成 

町は、富岡市甘楽郡医師会、富岡甘楽歯科医師会及び富岡・甘楽薬剤師会に救護班の編

成を要請する。 

また、県に救護班、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）等の派遣を要請する。 

（３）医療対策 

町は、救護班の巡回スケジュールを立案し、避難所において、傷病者への診療、歯科医

療、心のケア等の対策を行う。 

なお、実施にあたっては、第８章第１節に定める保健医療活動チームとの連携をとる。 

５ 医薬品及び医療資機材の確保 

下仁田厚生病院は、通常ルートによる医薬品等の供給が困難な場合は、町又は県に供給を

要請する。 

町は、富岡・甘楽薬剤師会、県薬剤師会、群馬県医薬品卸売協同組合等の医薬品等関係団

体に供給を要請する。 
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第５章 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

第１節 交通の確保 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 交通規制 

建設水道課（建設係、管理係）、

農林課 

県、県警察 

２ 道路の被害状況の把握 県、富岡警察署 

３ 道路啓開等 

道路管理者、東日本電信電話

（株）、東京電力パワーグリッ

ド（株） 

４ ヘリポートの開設 総務課（地域安全係） 富岡甘楽広域消防本部 

１ 交通規制 

県警察は、緊急輸送を確保するため必要な場合は、県及び町と協議の上（協議するいとま

がないときは協議を省き）、あらかじめ指定されている緊急輸送道路を参考にして、災害対

策基本法第７６条第１項の規定に基づき、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止又は制限す

べき道路区間（以下「通行禁止区域等」という。）を決定し、交通規制を実施する。 

なお、県緊急輸送道路は、次のとおりである。 

【緊急輸送道路】 

 

地理院地図（電子国土Ｗｅｂ）を加工して作成 

  

第一次緊急輸送道路 

第二次緊急輸送道路 
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２ 道路の被害状況の把握 

町は、県指定の緊急輸送道路を優先して町内の道路・橋梁の被害状況を把握する。 

通行不能箇所の情報は、県及び富岡警察署に連絡する。 

３ 道路啓開等 

（１）道路啓開 

道路管理者は、その管理する道路について、管理する道路啓開（雪害においては除雪を

含む。）のため、道路上の障害物の除去、損傷の補修等を行う。 

また、町は、協定に基づき、東日本電信電話（株）及び東京電力パワーグリッド（株）

と連携して道路啓開作業に伴う障害物の除去等を行う。 

（２）車両の移動 

道路管理者は、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、緊急通行車両の通行を

確保するため緊急の必要があるときは、災害対策基本法第７６条の６の規定に基づき、運

転者等に対し車両の移動等の命令を行う。 

運転者がいない場合等においては、道路管理者は、自ら車両の移動等を行う。 

４ ヘリポートの開設 

町は、ヘリコプターによる輸送を要請する場合は、ヘリポートを指定し、当該施設の管理

者及びヘリコプター運航者に連絡する。  
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第２節 緊急輸送 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 輸送手段の確保 
総務課（行政係、財政係、人事

給与係） 

輸送事業者 

２ 緊急通行車両の確認 県、公安委員会（富岡警察署） 

３ 輸送拠点の確保 物流事業者 

１ 輸送手段の確保 

（１）輸送車両の確保 

町は、物資、人員等を輸送する必要がある場合は、（一社）群馬県トラック協会加盟の

輸送事業者に要請する。 

（２）燃料の確保 

町は、燃料が必要な場合は、協定に基づいて石油販売事業者に要請する。 

２ 緊急通行車両の確認 

（１）緊急通行車両の確認 

町は、公用車について、あらかじめ交付された標章及び証明書を当該車両に備え付け

る。 

事前届出をしていない車両及び災害対策を行う他機関、団体の使用する車両について

も、緊急通行車両等確認申請書を県又は公安委員会に提出し、標章及び確認証明書の交付

を受ける。 

なお、緊急通行車両は、災害対策基本法第５０条第２項に規定する災害応急対策の実施

責任者、又はその委託を受けた者が使用する車両で、次に掲げる業務に従事する車両であ

る。 

ア 警報の発表及び伝達並びに避難の指示 

イ 消防、水防その他の応急措置 

ウ 被災者の救難、救助その他の保護 

エ 災害を受けた児童及び生徒の応急教育 

オ 施設及び設備の応急復旧 

カ 清掃、防疫その他の保健衛生 

キ 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持 

ク 緊急輸送の確保 

ケ その他災害の発生の防ぎょ、又は拡大の防止のための措置 

（２）規制除外車両の確認 

規制除外対象車両の使用者（医療機関、建設事業者等）は、災害対策に従事する規制除

外車両について、（１）と同様の措置をとる。 

なお、規制除外車両の対象は、次のとおりである。 

ア 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両 

イ 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両 
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ウ 患者等搬送用車両（特別な構造又は装置があるものに限る。） 

エ 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両 

３ 輸送拠点の確保 

町は、緊急物資を受入れるため輸送拠点を道の駅しもにたに開設する。 

大量の救援物資を受入れる必要がある場合は、集積及び配送を効率的に行うため、必要に

応じて協定に基づいて物流事業者の協力を要請する。 

  



第３部 災害応急対策 

第６章 避難体制 

風水害-71 

第６章 避難体制 

第１節 避難活動 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 避難の基本行動 総務課（地域安全係）  

２ 自主避難 

町長、総務課（地域安全係） 

 

３ 避難指示等 
県、富岡警察署、下仁田消防署、

前橋地方気象台 

４ 避難誘導 総務課（地域安全係）、消防団  

５ 警戒区域の設定 
町長、総務課（地域安全係） 

県、富岡警察署、下仁田消防署 

６ 広域避難 他市町村、他都道府県 

１ 避難の基本行動 

（１）避難の基本行動 

風水害時は、警戒レベルに応じた次の避難行動を基本とする。 

ア 台風の接近等により危険が想定される場合（概ね警戒レベル２・３）は、自主避難の

呼び掛け又は高齢者等避難を発令する。その場合は、地区の一部避難場所を開設する。 

イ 浸水、土砂災害等の危険がある場合（概ね警戒レベル４）は、危険区域の居住者等に

対して避難指示を発令する。 

その場合は、全ての避難場所を開設し収容する。 

ウ 危険が切迫した場合（概ね警戒レベル５）は、緊急安全確保を発令する。その場合

は、直ちに堅ろうな建物の上層階・斜面とは反対側の部屋等への移動を促す。 

エ 地域の危険性が解消された場合は、避難場所から帰宅し、自宅で生活を継続する。 

オ 自宅が被災し居住不可能な場合は、指定した避難所で生活する。 

（２）避難先 

避難先は、町が指定した避難場所のほか、住民自身が確保した安全な親戚・知人宅・ホ

テル・旅館等とする。 

（３）早期避難が必要な区域 

風水害において、次の区域を早期避難が必要な区域とする。 

【早期避難が必要な区域】 

ア 家屋倒壊等氾濫想定区域 

イ 重要水防箇所 

※必要に応じて土砂災害警戒区域、浸水想定区域 
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【避難の流れ】 

２ 自主避難 

町は、台風の接近等により危険が想定される場合は、時間的な余裕をもって避難が可能な

ように地区の一部避難場所を開放し、住民の自主避難を呼び掛ける。 

なお、その場合に必要な食料、生活必需品等は、避難者自らが確保し、持参することとす

る。 

３ 避難指示等 

（１）避難指示等の発令 

町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、必要と認める地域の必要と

認める居住者等に対し、避難指示等を発令する。 

【警戒レベルと避難情報の種類】 

警戒レベル 

避難情報等 
居住者等がとるべき行動等 

【警戒レベル５】 

緊急安全確保 

●発令される状況：災害発生又は切迫（必ず発令される情報で

はない） 

●居住者等がとるべき行動：命の危険 直ちに安全確保！ 

・指定緊急避難場所等への立退き避難することがかえって危険であ

る場合、緊急安全確保する。 

ただし、災害発生・切迫の状況で、本行動を安全にとることがで

きるとは限らず、また本行動をとったとしても身の安全を確保で

きるとは限らない。 

【警戒レベル４】 

避難指示 

●発令される状況：災害のおそれ高い 

●居住者等がとるべき行動：危険な場所から全員避難 

・危険な場所から全員避難（立退き避難又は屋内安全確保）する。 

  

■自主避難の呼び掛け 

■自宅での居住不可 指定避難所※ 

■避難指示の発令

 

■避難所で生活困難な要配慮

者 

福祉避難所 
※安全な親戚・知人宅・ホテル・旅館等での避難、

在宅避難（屋内安全確保）を含む。 

■高齢者等避難の発令 警戒 

レベル

３ 

・避難所 

・親戚、知人宅 

・ホテル、旅館 

・自宅 2 階への垂直避難 

（土砂災害の危険がある

区域では立退き避難が

原則） 

警戒 

レベル

４ 
・避難場所※ 

命を守る行動 

警戒 

レベル

５ 

■緊急安全確保の発令 

避難生活 

地域の危険解消 

・自主避難 

・避難行動要支援者の避難

その他の避難準備 

居住者全員の避難 

（危険な場所から全員避難） 
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【警戒レベル３】 

高齢者等避難 

●発令される状況：災害のおそれあり 

●居住者等がとるべき行動：危険な場所から高齢者等は避難 

・高齢者等※は危険な場所から避難（立退き避難又は屋内安全確

保）する。 

※避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢

者及び障がいのある人等、及びその人の避難を支援する者 

・高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段

の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難

するタイミングである。例えば、地域の状況に応じ、早めの避難

が望ましい場所の居住者等は、このタイミングで自主的に避難す

ることが望ましい。 

（２）避難指示等の伝達 

町長が避難指示等の発令を行う際に明示する事項及び伝達方法は、次のとおりとする。 

明示する事項 

ア 避難対象地域 

イ 避難を必要とする理由 

ウ 避難先（屋内安全確保を含む） 

エ 避難時の注意事項（災害危険箇所の存在等） 

伝達方法 

ア 防災行政無線（風雨の際には聴取困難なことを考慮） 

イ 消防団の車両、町車両による広報 

ウ しもにたインフォメール 

エ 区長を通じた呼び掛け 

（３）関係機関への連絡 

町は、避難指示等の発令を行ったときは、その内容を速やかに県（行政県税事務所を経

由、連絡がつかない場合は、直接県）、富岡警察署、下仁田消防署に連絡する。 

（４）避難指示等の解除 

町は、十分に安全性を確認して避難指示等を解除する。 

なお、必要に応じて、前橋地方気象台、関東地方整備局、県に対して助言等を求める。 

【避難指示等の基準（目安）】 

避難情報 基準（目安） 

緊急安

全確保 

【警戒

レベル

５】 

●浸水 

・大雨特別警報（浸水害）（警戒レベル５相当情報［浸水害］）が発表された

場合 

・洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）で「災害切迫（黒）」（警戒レベル

５相当）が出現した場合 

・浸水キキクル（大雨警報（浸水害）の危険度分布）で「災害切迫（黒）」

（警戒レベル５相当）が出現した場合 

・河川の水位が堤防に到達するおそれが高まった場合 

・越水・溢水が発生した場合 

●土砂災害 

・大雨特別警報（土砂災害）（警戒レベル５相当［土砂災害］）が発表された

場合 

・土砂災害の危険度分布で「災害切迫（黒）」（警戒レベル５相当情報［土砂

災害］）となった場合 

・土砂災害発生 

避難指示 

【警戒レ

ベル４】 

●浸水 

・洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）で「危険（紫）」（警戒レベル４相当

情報［洪水］）が出現した場合（流域雨量指数が実況又は予測で洪水警報基準
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を大きく超過する場合） 

・上流で大量又は強い降雨が見込まれる場合 

●土砂災害 

・土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当情報［土砂災害］）が発表された場合 

・気象庁の土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）が「危険（紫）」

となった場合 

・土砂災害の前兆現象（山鳴り、湧き水・地下水の濁り、渓流の水量の変化等）

が発見された場合 

●災害共通 

・避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、夜間から明け

方に接近・通過することが予想される場合（夕刻時点で発令） 

・避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、立退き避難

が困難となる暴風を伴い接近・通過することが予想される場合（立退き避

難中に暴風が吹き始めることがないよう暴風警報の発表後速やかに発令） 

高齢者等

避難 

【警戒レ

ベル３】 

●浸水 

・洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）で「警戒（赤）」（警戒レベル３相 

 当情報［洪水］）が出現した場合（流域雨量指数が実況又は予測で洪水警報 

 基準に到達する場合） 

●土砂災害 

・大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当情報［土砂災害］）が発表され、

かつ、気象庁の土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）が

「警戒（赤）」となった場合 

・数時間後に避難経路等の事前通行規制等の基準値に達することが想定され

る場合 

・大雨注意報が発表され、当該注意報の中で、夜間～翌日早朝に大雨警報

（土砂災害）（警戒レベル３相当情報［土砂災害］）に切り替える可能性が

高い旨に言及されている場合 

●災害共通 

・高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、夜間か

ら明け方に接近・通過することが予想される場合（夕刻時点で発令） 

自主避難 

●災害共通 

・強い降雨を伴う台風等が２４時間以内に接近・通過することが予想される

場合 

４ 避難誘導 

（１）一般住民の避難誘導 

避難誘導は、原則として自主防災組織又は住民組織が行うものとする。 

なお、危険箇所等においては、状況に応じて消防団、富岡警察署等と連携して誘導を行

う。 

（２）避難行動要支援者の誘導 

避難支援等関係者は、避難行動要支援者名簿に基づき、避難行動要支援者への避難の呼

び掛け、安否確認及び避難支援を行う。 
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５ 警戒区域の設定 

（１）警戒区域の設定 

町長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は

身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、災害対策基本法第６３

条第１項の規定に基づき警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して

当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずる。 

（２）関係機関への連絡 

町は、警戒区域を設定したときは、その内容を速やかに県（行政県税事務所を経由、連

絡がつかない場合は、直接県）、富岡警察署、下仁田消防署に連絡する。 

６ 広域避難 

町は、避難指示等の発令時に、町内での避難場所の確保が困難となった場合、県内の他の

市町村への住民の受入れについて、当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村への受

入れについては、県に対し他の都道府県との協議を求める。 

緊急を要する場合は、県に報告した上で、自ら他の都道府県内の市町村に協議する。 
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第２節 避難場所の開設 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 避難場所の開放 
保健課、住民税務課、福祉課、

企画課 
県、富岡警察署、下仁田消防署 

２ 物資等の供給 企画課  

３ 要配慮者対策 福祉課（福祉係）  

１ 避難場所の開放 

町は、高齢者等避難又は避難指示を発令した場合、避難場所を開放し、避難した住民等を

受入れる。 

その場合、開放の状況を速やかに県（行政県税事務所を経由、連絡がつかない場合は、直

接県）、富岡警察署、下仁田消防署に連絡する。 

２ 物資等の供給 

避難者が必要とする食料、物資等は、基本的に避難者が持参したものを充当する。 

町は、必要に応じて、毛布等を町の備蓄品から提供する。 

３ 要配慮者対策 

町は、避難者の状況を把握し、避難者のうち避難場所での一時避難が困難、又は支援が必

要な要配慮者に対して、協定に基づき、社会福祉施設への一時入所又は避難場所に福祉避難

スペースを設置して対応する。 
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第３節 避難所の開設 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 避難所の開設 
保健課、住民税務課、福祉課、

企画課 

施設管理者 

２ 避難所の運営 ボランティア等外部支援者 

３ 避難環境の整備 施設管理者 

４ 男女のニーズ等への配慮 

全職員 

 

５ インフルエンザ等感染症

対策 
 

６ 在宅避難者等への対応 
商工観光課 

 

７ 帰宅困難者対策 施設管理者 

１ 避難所の開設 

（１）指定避難所の開設 

町は、住家が被災し居住が困難となった被災者に対し、生活の場として避難所を開設す

る。 

町は、発災後、避難所に職員等を配置し、施設管理者と連携して避難者の受入れを行

う。 

（２）多様な避難所の確保 

町は、災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化等を踏まえ、必要に応じ

て、他の公共施設、旅館、ホテル等を避難所として確保する。 

２ 避難所の運営 

（１）自主運営組織の立ち上げ 

避難所の運営は、自主防災組織、地区等の住民組織を母体とした自主的運営を基本とす

る。 

町は、避難所開設当初に職員を配置し、自主運営組織の立ち上げを支援する。 

（２）外部支援者等との連携 

町は、避難所運営に専門性を有したボランティア等の外部支援者等の協力を得て、災害

対策本部内で避難所の情報共有、対策の検討等を行い、自主運営組織への支援を行う。 

３ 避難環境の整備 

（１）スペースの確保 

町は、施設管理者及び自主運営組織と協力して、次のスペースを確保する。 

ア 医療救護所            イ 福祉避難スペース 

ウ 妊産婦、母子等のスペース     エ 男女別更衣室・物干場 

オ 授乳室              カ 談話室 

キ 児童・生徒の学習場所       ク ペットの飼養場所 等 
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（２）設備等の整備 

町は、避難所に次の設備及び備品を整備する。 

ア 組立式簡易ベッド         イ 間仕切り 

ウ 冷暖房機器            エ 洗濯機・乾燥機  

オ 入浴施設             カ 仮設トイレ（男女別、要配慮者用） 

キ テレビ・ラジオ・パソコン     ク 掲示板 等 

４ 男女のニーズ等への配慮 

町は、避難所に運営にあたって、男女のニーズの違い、女性や子供等に対する性暴力・Ｄ

Ｖの防止等に配慮した運営管理を行うよう努める。 

（１）担当職員、保健師への女性の配置 

（２）自主運営組織への女性の参画促進 

（３）避難所への女性リーダーの配置 

（４）更衣室、授乳室等のスペース、プライバシー確保の間仕切り等の設置 

（５）関係機関等と連携した女性相談窓口の開設 

（６）男女ペアによる巡回警備、防犯ブザーの配布等 

（７）男女専用トイレの設置場所の配慮 

５ インフルエンザ等感染症対策 

町は、インフルエンザ等感染症が流行している場合は、次の事項に留意して避難所運営を

行う。 

（１）健康状態の確認 

避難受入れ時には、検温、問診等を行い、感染が判明した場合は、感染者及び濃厚接触

者等を別のスペースに収容する。 

（２）避難所での専用スペースの確保 

発熱、咳等の症状があり感染の疑いのある者のスペース、濃厚接触者のスペース、専用

のトイレを指定する等、区域及び動線を区分する。 

（３）衛生環境の確保 

避難者及び避難所運営スタッフは、手洗いの実施、マスクの着用等に留意する。 

また、避難所内は十分な換気、定期的な消毒等に努める。 

６ 在宅避難者等への対応 

（１）所在の把握 

町は、在宅及び車中泊、テント泊等、避難所に滞在することができない被災者の所在を

地区等の情報から把握する。 

また、親戚、知人宅等に避難している被災者に対し、被災者自らが所在を町に知らせる

ようホームページ等で周知する。 

（２）生活支援 

町は、避難所以外の被災者に対し、広報紙の配布、しもにたインフォメール、ＳＮＳ等

での情報提供、食料の配布、保健師等による巡回健康相談等に努める。 
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７ 帰宅困難者対策 

（１）帰宅困難者への対応 

道路の被災又は規制、交通機関の停止等により、交通が途絶し帰宅困難者が発生した場

合、その対応は当該施設の事業者、管理者等が行うことを原則とする。 

上信電鉄（株）は、災害が発生又は発生するおそれがあるときは、旅客等を一時滞在施

設等の適切な場所に誘導し、安全を確保する。 

町は、観光施設等から帰宅困難者の発生状況を把握する。 

（２）一時滞在施設の開設及び支援 

町は、事業者、管理者等から要請された場合、一時滞在施設を提供する。一時滞在施設

までの誘導は、当該事業者、管理者等が行う。  



第３部 災害応急対策 

第６章 避難体制 

風水害-80 

第４節 応急仮設住宅等の提供 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 需要の把握 

建設水道係（建設係、管理係） 

 

２ 賃貸型応急住宅 県 

３ 建設型応急住宅 県 

４ 入居者の選定 県 

１ 需要の把握 

町は、避難者数、住家の被害状況、避難者の意向等を把握し、応急仮設住宅の必要数を把

握する。 

２ 賃貸型応急住宅 

県及び町は、既存住宅ストックとして公営及び民間の賃貸住宅の空室状況を調査し、当該

住宅の所有者又は管理者の協力を得て、賃貸型応急住宅として提供する。 

３ 建設型応急住宅 

県は、地域に十分な既存住宅ストックが存在しない場合、応急仮設住宅を迅速に建設し、

避難所の早期解消に努める。 

なお、概ね５０戸以上設置した場合は、集会所等に使用できる施設を設置する。 

また、介護等事業を利用しやすい構造及び施設を有する施設（福祉仮設住宅）を設置す

る。 

【応急仮設住宅建設予定地】 

名称 住所 区分 面積（㎡） 建設戸数（戸） 

仲町公有地西側駐車場

こんにゃく広場 
下仁田３９０－１外 駐車場 ４，５００ ４０ 

旧馬山小跡地 馬山 広場 ５，０００ ４０ 

旧東野牧小学校 東野牧２６７７外 広場 １，７００ １５ 

西牧防災広場 西野牧５８０１－４ 広場 ５，０００ ３０ 

合計 １２５ 

４ 入居者の選定 

町は、応急仮設住宅への入居者の募集及び選考を県と連携して行う。 

入居者対象者は、次の全ての条件に該当する者とする。 

（１）住家が全焼、全壊又は流失した者 

（２）居住する住家がない者 

（３）自らの資力をもってしては住宅を確保できない者 

（例）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の被保護者及び要保護者、特定の資産の

ない高齢者、障がい者、母子世帯、病弱者等で、住民登録の必要はなく、町に居住してい

ることが明らかな者  



第３部 災害応急対策 

第６章 避難体制 

風水害-81 

第５節 住宅の応急修理 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 対象者の選定 
建設水道係（建設係、管理係） 

 

２ 応急修理の実施  

 

町は、災害救助法が適用された場合、住宅の応急修理を行う。 

１ 対象者の選定 

町は、窓口等で被災者の申請に基づき、次の要件を確認し対象者を選定する。 

（１）住家が半壊し、又は半焼し、自らの資力では、応急修理をすることができない者（半壊

及び準半壊） 

（２）大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者（大規

模半壊） 

２ 応急修理の実施 

応急修理は、居室、炊事場及び便所等日常生活に欠くことのできない部分とし、費用は、

原則として災害救助法関係通知に基づく実費弁償の限度額以内とする。 

町は、事業者との請負契約を締結して修理を行う。 

  



第３部 災害応急対策 

第６章 避難体制 

風水害-82 

第６節 障害物の除去 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 対象者の選定 建設水道課（建設係、管理係）、

農林課 

 

２ 障害物の除去の実施 事業者 

 

町は、住居又はその周辺に運ばれた土砂、竹木等で日常生活に著しい障害を及ぼしている場

合、災害救助法に基づきその除去を行う 

１ 対象者の選定 

次の全ての条件に該当する者を対象者とする。町は、窓口等で被災者の申請に基づき、要

件を確認し対象者を選定する。 

（１）当面の日常生活が営み得ない状態にある者 

（２）住家の被害程度が半焼、半壊又は床上浸水と認定された者 

（３）自らの資力をもってしては障害物の除去ができない者 

２ 障害物の除去の実施 

町は、事業者との請負契約を締結して障害物の除去を行う。 

  



第３部 災害応急対策 

第６章 避難体制 

風水害-83 

第７節 広域一時滞在 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

広域一時滞在 総務課（地域安全係） 他都道府県の市町村 

 

町は、大規模な災害が発生し、町内での居住場所の確保が困難となり、町外での一時的滞在

（避難所又は応急仮設住宅等）が必要と判断した場合には、県内の他の市町村への受入れにつ

いて、当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村への受入れについては、県に対し他の

都道府県との協議を求める。  



第３部 災害応急対策 

第６章 避難体制 

風水害-84 

第８節 広域避難者の受入れ 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 受入れ可能施設の選定 

総務課（地域安全係） 

県 

２ 広域避難者受入れ総合窓

口の設置 
県 

３ 県内市町村との協力 県 

４ 避難所の開設、受入れ 県 

町は、広域的に大規模な災害が発生し、県等からの連絡に基づき、県境を越えた広域避難者

（以下「広域避難者」という。）の受入れを行う。 

１ 受入れ可能施設の選定 

町は、県からの求めに対応し、あらかじめ指定した指定避難所の中から、受入れ可能な施

設を選定し、県に施設の所在地、受入れ可能な人員数等の施設に関する情報を報告する。 

２ 広域避難者受入れ総合窓口の設置 

町は、避難所間の連絡調整、避難所の割り振り等の総合調整を実施するため、「町広域避

難者受入れ総合窓口」を設置し、速やかに県へ報告する。 

また、電話相談窓口の設置等、広域避難者からの相談等に対応可能な体制を整備し、その

旨を周知する。 

３ 県内市町村との協力 

県及び町は、適宜連絡会議を開催する等、広域避難者の受入れに係る情報共有に努める。 

４ 避難所の開設、受入れ 

町は、県からの広域避難者について実施する救助の方針に基づき、避難所を開設し、広域

避難者を受入れる。 

交通手段を持たない広域避難者の移動について、被災県又は被災市町村が手配できない場

合は、必要に応じて、県又は町においてバス等の移動手段を手配する。 

なお、避難所の運営については、本章第３節を参照する。 

  



第３部 災害応急対策 

第７章 食料・飲料水及び生活必需品等の調達・供給活動 

風水害-85 

第７章 食料・飲料水及び生活必需品等の調達・供給活動 

第１節 飲料水の調達・供給活動 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 給水の準備 総務課（地域安全係） 県、自衛隊 

２ 給水活動 建設水道課（水道係、庶務係）  

１ 給水の準備 

（１）需要の把握 

町は、給水計画を作成するため断水地域、断水人口等、需要の把握を行う。 

（２）給水資器材等の確保 

町は、給水活動に必要な給水車、給水タンク等の資器材、給水要員等を確保する。 

町で確保が困難な場合は、自衛隊のほか、県を通じて他の水道事業体に要請する。 

（３）給水計画の作成 

町は、給水ポイント、給水ルート、車両及び人員配置、給水スケジュール等を定めた給

水計画を作成する。給水量は、当初１人１日３Ｌを目安とする。 

２ 給水活動 

町は、次の方法で給水活動を行う。 

（１）給水車による給水 

浄水施設及び配水施設において給水車へ注水し、避難所、断水地区の公園等に設定した

給水ポイントで、給水車から住民が持参した容器に給水する。 

（２）優先給水 

病院及び社会福祉施設に対し、優先して給水を行う。 

（３）ペットボトル等の調達 

協定に基づきペットボトル等を確保し、断水地区の住民に配布する。 

  



第３部 災害応急対策 

第７章 食料・飲料水及び生活必需品等の調達・供給活動 

風水害-86 

第２節 食料等の調達・供給活動 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 供給量の把握 
企画課 

 

２ 備蓄の利用  

３ 食料の確保 総務課（地域安全係） 
協定先の事業者、企業、団体、

県、自衛隊 

４ 食料の搬送 
企画課 

食料の供給を要請した事業者、

物流事業者 

５ 食料の配布  

６ 炊出し支援 総務課（地域安全係）  

１ 供給量の把握 

町は、避難所の避難者数、車中・テント泊等の避難者数等を基に食料の供給量を把握す

る。その際、ミルクを必要とする乳児数等についても把握する。 

２ 備蓄の利用 

（１）家庭内備蓄の利用 

災害発生直後は、住民が避難時に持ち出した家庭内備蓄を利用することとする。 

（２）町備蓄の配布 

町は、家庭内備蓄を補完し、食料の調達体制が確立するまでの間、被災者に町の備蓄を

供給する。 

３ 食料の確保 

町は、次の方法で食料を確保する。その際には、要配慮者、アレルギー等の状況に配慮し

た食料の確保、栄養を考慮した献立を検討するよう努める。 

（１）パン、缶詰、弁当等の供給を協定先の事業者等に要請する。 

（２）自治体、企業、団体等からの救援物資を受入れ、活用する。 

（３）県に供給を要請する。 

（４）自衛隊の災害派遣部隊に炊出し、物資供給を要請する。 

炊出しを要請する場合は、町の栄養士等による献立を検討し提供する。 

なお、炊飯用の米穀が不足する場合は、必要な数量を知事に通知し、農林水産省政策統括

官を通じ受託事業体から引渡しを受ける。 

４ 食料の搬送 

町は、食料の供給を要請した事業者等に、直接、町の指定した場所（避難所）まで搬送す

るように要請する。 

県を通じて確保した救援物資は、輸送拠点で受入れるよう物流事業者に搬送を要請する。 



第３部 災害応急対策 

第７章 食料・飲料水及び生活必需品等の調達・供給活動 

風水害-87 

５ 食料の配布 

町の指定した場所（避難所）に搬送した食料は、避難所自主運営組織が避難者に配布す

る。 

配布にあたっては、テント、車中泊等をしている被災者にも、避難所で供給する。 

６ 炊出し支援 

避難所等における炊出しは、避難者の自主的な活動とする。 

町は、避難者等から炊出しの要望があった場合、可能な限り燃料、食材の確保に努める。 

  



第３部 災害応急対策 

第７章 食料・飲料水及び生活必需品等の調達・供給活動 

風水害-88 

第３節 生活必需品等の調達・供給活動 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 供給量の把握 
企画課 

 

２ 備蓄の利用  

３ 生活必需品の確保 総務課（地域安全係） 
県、協定先の事業者、企業、団

体 

４ 生活必需品の搬送 

企画課 

生活必需品の供給を要請した

事業者、物流事業者 

５ 生活必需品の配布  

６ 救援物資の受入れ 輸送事業者 

７ 燃料の確保 
総務課（行政係、財政係、人

事給与係） 
事業者 

１ 供給量の把握 

町は、避難所自主運営組織等から避難者に必要な生活必需品の品目、供給量を把握する。 

２ 備蓄の利用 

（１）家庭内備蓄の利用 

災害発生直後は、住民が避難時に持ち出した家庭内備蓄を利用することとする。 

（２）町備蓄の配布 

町は、家庭内備蓄を補完し、生活必需品の調達体制が確立するまでの間、被災者に町の

備蓄を供給する。 

３ 生活必需品の確保 

町は、次の方法で生活必需品を確保する。 

（１）協定先の事業者等に要請する。 

（２）自治体、企業、団体等からの救援物資を受入れ、活用する。 

（３）県に供給を要請する。 

４ 生活必需品の搬送 

町は、生活必需品の供給を要請した事業者等に、直接、町の指定した場所（避難所）まで

搬送するように要請する。 

県を通じて確保した生活必需品は、輸送拠点で受入れるよう物流事業者に搬送を要請す

る。 

５ 生活必需品の配布 

町の指定した場所（避難所）に搬送した食料は、避難所自主運営組織が避難者に配布す

る。 

配布にあたっては、テント、車中泊等をしている被災者にも、避難所で供給する。 



第３部 災害応急対策 

第７章 食料・飲料水及び生活必需品等の調達・供給活動 

風水害-89 

６ 救援物資の受入れ 

（１）物資拠点の開設 

町は、救援物資を受入れる必要がある場合は、道の駅しもにたに輸送拠点を開設する。 

物資の受入れ、仕分け、避難所への配送は、輸送事業者に委託する。 

なお、少量の物資を受入れる場合は、町役場等の公共施設を活用する。 

（２）物資の募集と受入れ 

町は、物資が不足する場合、全国に救援物資を要請する。 

なお、物資の受入れについては、次の方針で受入れる。 

ア 個人等からの小口の物資は、受入れの対象外とする。 

イ 自治体、企業、団体等からのまとまった量の救援物資は、申し出を登録し、町が必要

となった時点で品目、数量等を連絡し、供給を受ける。 

ウ 生鮮品等の保存期間が短い食品は、受入れの対象外とする。 

７ 燃料の確保 

町は、車両、非常用発電機、暖房等に必要な燃料の需要を把握し、事業者に燃料の供給を

要請する。 

なお、町は、町内の燃料供給の状況や災害対策車両等への優先供給について、住民に広報

する。 

  



第３部 災害応急対策 

第８章 保健衛生、防疫、遺体の処置等に関する活動 

風水害-90 

第８章 保健衛生、防疫、遺体の処置等に関する活動 

第１節 保健衛生活動 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 被災者の健康の把握 
保健課（保健推進係、保健予防

係）、福祉課（福祉係） 

県、福祉事業者、ＮＰＯ・ボラ

ンティア等、下仁田厚生病院、

保健所 

２ 食品衛生の確保 全職員  

３ 仮設トイレの設置 総務課（地域安全係） 甘楽西部環境衛生施設組合 

４ 避難所におけるペット 
保健課、住民税務課、福祉課、 

企画課 
甘楽西部環境衛生施設組合 

５ 被災動物等に対する救護  

体制 
保健課（環境係）  

１ 被災者の健康の把握 

（１）巡回健康相談 

町は、被災者の心身の健康状態の把握等のために、避難所、被災地域の家庭に、医師、

看護師、保健師、精神保健福祉士、管理栄養士等で編成した保健医療活動チームによる巡

回健康相談を実施する。 

保健医療活動チームが不足する場合は、保健福祉事務所を通じて県に応援を要請する。 

（２）要配慮者への対応 

町は、要配慮者の心身双方の健康状態に配慮を行い、必要に応じ福祉施設等への入所、

ホームヘルパーの派遣、車椅子等の手配等を福祉事業者、ＮＰＯ・ボランティア等の協力

を得て実施する。 

（３）医療情報の提供 

町は、受診可能な医療機関、受診方法等の情報を下仁田厚生病院、保健所から収集し、

住民に広報する。 

２ 食品衛生の確保 

町は、食中毒の発生を防止するため、避難所、被災地で配給する飲料水及び食料につい

て、衛生管理を厳重に行う。 

３ 仮設トイレの設置 

町は、レンタル業者等から仮設トイレを調達し、断水地区の避難所又は公園等に設置す

る。 

仮設トイレの管理にあたっては、消毒剤等資機材の確保、使用ルールの徹底等、良好な衛

生状態の保持に努める。 

また、衛生事業者に定期的な収集を要請する。 
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第８章 保健衛生、防疫、遺体の処置等に関する活動 
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４ 避難所におけるペット 

避難時のペットの保護及び飼養は、所有者が行うこととする。 

町は、避難所の居住区画とは離れた場所にペット飼養場所を設置する。 

なお、ペットは必ずゲージに入れるか、リード等により繋ぎとめて飼育するよう指導す

る。 

５ 被災動物等に対する救護体制 

町は、県、県獣医師会、各種関係団体等と協力・連携し、災害発生時における被災動物等

に対して救護体制を整備し支援する。 
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第２節 防疫活動 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

防疫活動 保健課  

 

町は、県の指示等を受けて次の防疫活動を実施する。 

（１）消毒措置の実施（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０

年法律第１１４号、以下「感染症予防法」という。）第２７条） 

（２）ねずみ族、昆虫等の駆除（感染症予防法第２８条） 

（３）指定避難所等の衛生保持 

（４）臨時予防接種の実施（予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第６条） 

（５）住民に対する衛生の保持に関する指導及び広報等の活動 
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第３節 行方不明者の捜索及び遺体の処置 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 行方不明者の捜索 

総務課（地域安全係）、消防団 

富岡甘楽広域消防本部、富岡警

察署 

２ 遺体の収容・安置 富岡警察署、県警察、葬祭業者 

３ 遺体の引渡し  

４ 遺体の埋火葬 県 

１ 行方不明者の捜索 

町、富岡甘楽広域消防本部及び富岡警察署は、相互に協力して行方不明者の捜索にあた

る。 

行方不明者の情報は、各機関で共有し、公表時には発表内容等を協議する。 

２ 遺体の収容・安置 

（１）遺体収容場所の設置 

町は、富岡警察署と調整して、公共施設等に遺体収容場所を設置し、遺体を収容する。 

（２）検視・死体調査及び検案 

県警察は、必要に応じ、警察災害派遣隊等を被災地に派遣し、群馬県警察医会の医師及

び歯科医師の協力を得て、遺体の検視・死体調査及び検案、身元確認を行う。 

また、効果的な身元確認が行えるよう町、県、指定公共機関等と密接に連携する。 

（３）遺体の安置 

町は、身元不明の遺体又は災害の混乱により引取りがなされない遺体について、安置所

（遺体収容場所を兼ねる）を設置し、検視・死体調査及び検案を終えた遺体を安置する。 

（４）資機材の確保 

町は、葬祭業者の協力を得て、必要な数量の棺、ドライアイス等の資機材を調達する。

併せて、納棺等の作業を要請する。 

（５）身元の確認 

町は、身元不明の遺体については、富岡警察署と協力し、人相、着衣、所持品、特徴等

を記録するとともに遺品を保存し、必要に応じ歯科医師会等の協力を得て身元の確認に努

める。 

３ 遺体の引渡し 

町は、遺族等から遺体の引取りの申し出があったときは、遺体を引き渡す。 

４ 遺体の埋火葬 

町は、遺体の埋火葬を行う者がいないとき又は判明しないときは、遺体の埋火葬を行う。 

なお、遺体の損傷等により、正規の手続を経ていると公衆衛生上問題が生じると認めると

きは、手続の特例的な取扱について、県を通じて厚生労働省に協議する。 
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また、遺体の数が多数又は斎場の被災等により、対応できないときは、県に応援を要請す

る。 
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第９章 施設、設備の応急復旧活動 

第１節 施設、設備の応急復旧 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 公共施設、設備の応急復旧 施設を所管する課  

２ 情報の提供 
総務課（秘書係、情報管理係、

情報推進係） 
 

３ 環境モニタリング 保健課（環境係）  

１ 公共施設、設備の応急復旧 

町は、専門技術をもつ人材等を活用して、それぞれの所管する施設、設備の緊急点検を実

施する。 

また、被害状況等を把握し、二次災害の防止、被災者の生活確保を最優先に応急復旧を行

う。 

２ 情報の提供 

町は、情報収集で得た航空写真、画像、地図情報等について、ライフライン施設等の被害

状況の早期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、情報提供に努める。 

３ 環境モニタリング 

町は、有害物質の漏えい及び石綿の飛散を防止するため、施設の点検、応急措置、関係機

関への連絡、環境モニタリング等の対策を行う。 
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第２節 ライフライン施設の応急復旧 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 電力施設  
東京電力パワーグリッド（株）、

県 

２ ガス施設  東海ガス（株）、ＬＰガス事業者 

３ 上水道施設の応急復旧 建設水道課（水道係、庶務係）  

４ 電気通信設備の応急復旧  東日本電信電話（株） 

１ 電力施設 

（１）迅速な応急復旧の実施 

東京電力パワーグリッド（株）及び県は、被災した発電所、変電所又は送電設備につい

て、速やかに応急復旧を行う。 

（２）重要施設の優先復旧 

東京電力パワーグリッド（株）は、社会的優先度の高い箇所等を優先して応急復旧を行

う。 

ア 医療機関、指定避難所、官公庁等応急対策の実施において重要度の高い箇所 

イ 各設備の被災状況及び復旧の難易度を勘案して復旧効果の高い箇所 

（３）大規模停電時における電源車等の配備 

県は、経済産業省、東京電力パワーグリッド（株）等と調整を行い、電源車等の配備先

を決定し、東京電力パワーグリッド（株）等は、電源車等の配備に努める。 

（４）電力関係機関相互間の応援 

東京電力パワーグリッド（株）及び県は、要員及び資機材が不足する場合、他の電力関

係機関に応援を要請する。 

（５）送電再開時の安全確認 

東京電力パワーグリッド（株）は、通電火災や感電事故を防止するため、送電を再開す

るときは安全を確認した上で送電を行う。 

（６）広報活動 

東京電力パワーグリッド（株）は、停電の状況、復旧の見通し、送電再開時における電

気器具の使用上の注意事項等について、住民広報を行う。 

（７）電気事業者との連携 

町は、協定に基づき、東京電力パワーグリッド（株）と連携して災害時における電力復

旧作業を行う。 

２ ガス施設 

（１）迅速な応急復旧の実施 

東海ガス（株）は、被災した都市ガスの貯蔵施設、導管等の施設について、速やかに応

急復旧を行う。  
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（２）重要施設の優先復旧 

東海ガス（株）は、社会的優先度の高い箇所等を優先して応急復旧を行う。 

ア 医療機関、指定避難所、官公庁等応急対策の実施において重要度の高い箇所 

イ 各設備の被災状況及び復旧の難易度を勘案して復旧効果の高い箇所 

（３）代替設備の活用 

東海ガス（株）は、必要に応じ、移動式ガス発生設備等の代替設備を活用して応急供給

を実施する。 

（４）ガス関係機関相互間の応援 

東海ガス（株）は、ガス施設の応急復旧の実施にあたり要員や資機材が不足する場合

は、他のガス関係機関に応援を要請する。 

（５）供給再開時の安全確認 

東海ガス（株）は、ガスによる爆発や火災を防止するため、ガスの供給を再開するとき

は安全を確認した上で供給を行う。 

（６）広報活動 

東海ガス（株）は、ガスの供給停止の状況、復旧の見通し、供給再開時におけるガス器

具の使用上の注意事項等について、住民広報を行う。 

（７）ＬＰガス事業者の実施する応急復旧 

ＬＰガス事業者は、東海ガス（株）と同様、必要な応急復旧を行う。 

３ 上水道施設の応急復旧 

（１）迅速な応急復旧の実施 

町は、被災した浄水設備、給水管等の施設について、速やかに応急復旧を行う。 

（２）重要施設の優先復旧 

町は、社会的優先度の高い箇所等を優先して応急復旧を行う。 

ア 医療機関、指定避難所、官公庁等応急対策の実施において重要度の高い箇所 

イ 各設備の被災状況及び復旧の難易度を勘案して復旧効果の高い箇所 

（３）代替設備の活用 

町は、必要に応じ、給水車等の代替設備を活用して応急給水を実施するものとする。 

（４）水道関係機関相互間の応援 

町は、水道施設の応急復旧の実施にあたり要員や資機材が不足する場合は、他の水道関

係機関に応援を要請する。 

（５）広報活動 

町は、断水の状況、復旧の見通し等について、住民広報を行う。 

４ 電気通信設備の応急復旧 

（１）迅速な応急復旧の実施 

東日本電信電話（株）は、被災した電気通信設備について、速やかに応急復旧を行う。 
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（２）重要施設の優先復旧 

東日本電信電話（株）は、社会的優先度の高い箇所を優先し、応急復旧を行う。 

ア 医療機関、指定避難所、官公庁等応急対策の実施において重要度の高い箇所 

イ 各設備の被災状況及び復旧の難易度を勘案して復旧効果の高い箇所 

（３）代替設備・代替サービスの提供 

東日本電信電話（株）は、必要に応じ、代替設備又は代替サービスとして次の設備又は

サービスを提供する。 

ア 指定避難所等への災害時用公衆電話（特設公衆電話）の設置 

イ 指定避難所又は防災拠点等への携帯電話又は衛星携帯電話の貸出し 

ウ 「災害用伝言ダイヤル１７１」、「災害用伝言板（ｗｅｂ１７１）」及び「災害用伝言

板」の提供 

（４）電気通信関係機関相互間の応援 

東日本電信電話（株）は、電気通信設備の応急復旧の実施にあたり要員や資機材が不足

する場合は、他の電気通信関係機関に応援を要請する。 

（５）広報活動 

東日本電信電話（株）は、電気通信の途絶・輻輳の状況、復旧の見通し等について、住

民広報を行う。 

（６）電気通信事業者との連携 

町は、協定に基づき、東日本電信電話（株）と連携して災害時における通信復旧作業を

行う。 
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第１０章 自発的支援の受入れ 

第１節 ボランティアの受入れ 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 災害ボランティアセンタ

ーの設置、運営 
 

下仁田町社会福祉協議会、群馬

県災害ボランティアセンター 

２ 町の支援 総務課（地域安全係） 県 

 

一般ボランティアの受入れは災害ボランティアセンター、専門ボランティアの受入れは町及

び関係機関が行う。 

【一般ボランティアと専門ボランティアの活動事項の例】 

一般ボランティア 専門ボランティア 

情報連絡 

給食、給水 

物資の搬送・仕分け・配給 

避難所の清掃 

被災住宅の片付け 

災害ごみの収集・運搬 

高齢者、障がい者等の介助 

防犯 

愛玩動物の保護 

被災者の救出（消防・警察業務経験者等） 

救護（医師、看護師、救命講習修了者等） 

応急危険度判定（建築士等） 

外国語通訳 

手話通訳 

介護（介護福祉士等） 

アマチュア無線 

各種カウンセリング 

１ 災害ボランティアセンターの設置、運営 

（１）災害ボランティアセンターの設置 

町社会福祉協議会は、町及びボランティア関係団体と連携して、町災害ボランティアセ

ンターを社会福祉協議会に設置する。 

なお、災害ボランティアセンターは、次の対応を行う。 

ア 群馬県災害ボランティアセンターとの連絡調整 

イ 一般ボランティアの募集、受付、ボランティア保険の加入支援 

ウ ボランティアニーズの受付、ボランティアの派遣調整 

エ ボランティアの移動手段、宿泊場所等の情報提供 

（２）災害ボランティアセンターの運営 

町社会福祉協議会は、ボランティアコーディネーターを中心に、ボランティアの受入

れ、ニーズの把握、ボランティアの派遣等の運営を行う。 

なお、被災地において自主的に支援活動を行うボランティア団体やＮＰＯ、ＮＧＯ等の

組織と情報共有の場を設置する等、相互に連携した活動体制を構築する。  
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２ 町の支援 

県及び町は、次によりボランティア活動を支援する。 

（１）ボランティアが円滑に受入れられるよう、広報、内部通知等により、ボランティア活動

の内容を被災者、行政職員等に周知する。 

（２）必要に応じて活動拠点、資機材、宿舎等の提供又はあっせんに努める。 

（３）災害救助法に基づき、調整事務を行う人員を確保するため、人件費（社協等職員の時間

外勤務手当及び社協等が雇用する臨時職員及び非常勤職員の賃金）、旅費（災害ボランテ

ィアセンターに派遣する職員に係る旅費）を負担する。 
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第２節 義援金の受入れ 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 義援金の募集 

会計課 

県、日本赤十字社群馬県支部 

２ 募集の広報 日本赤十字社群馬県支部 

３ 義援金の配分  

１ 義援金の募集 

県及び町は、災害応急対策及び災害復旧に要する費用を勘案し、必要に応じ、義援金を募

集する。 

義援金を募集するときは、次の機関で構成する「義援金募集・配分委員会」（事務局：

県）を設置し、県内における義援金受入れ事務を一元化する。 

【義援金募集・配分委員会の構成機関】 

群馬県、群馬県町村会、日本赤十字社群馬県支部、被災市町村、群馬県市議会議長

会、群馬県社会福祉協議会、群馬県市長会、群馬県町村議会議長会、群馬県共同募

金会 

２ 募集の広報 

義援金募集は、募集方法、募集期間等を定め、その内容を広報する。 

３ 義援金の配分 

義援金の配分については、配分方法を工夫するなどして、できる限り迅速な配分に努め

る。 

町は、義援金を被災者へ支給する。 
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第１１章 その他の災害応急対策 

第１節 災害警備 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 任務  県警察 

２ 警備体制の種別等  県警察 

３ 県警備本部等  県警察 

４ 署警備本部等  県警察 

 

県警察は、「群馬県警察災害警備実施要綱」に基づき災害警備活動を実施する。その概要は

次のとおりである。 

１ 任務 

県警察は、災害警備実施にあたって、国、県、市町村、消防機関、医療機関その他関係機

関と緊密な連携の下に、次に掲げる活動を行うものとする。 

（１）災害関連情報の収集 

（２）被災者及び負傷者の救出救助 

（３）被災住民等の避難誘導 

（４）交通規制並びに避難誘導路及び緊急交通路の確保 

（５）行方不明者の捜索及び死体の検視と身元確認 

（６）被災地、避難場所、救援物資集積所等の警戒 

（７）各種犯罪の予防検挙 

（８）関係機関との連絡共助 

（９）その他必要な警察活動 

２ 警備体制の種別等 

警備体制の種別、発令者及び発令基準は、次表のとおりである。 

種別 発令者 発令基準 

準備体制 
危機管理対

策統括官 

○県内震度４以上の地震が発生し、災害対応の必要がある場合 

○気象予警報等その他から判断して、災害発生のおそれがあるが、

発生までに相当の時間的余裕がある場合 

警戒体制 警備部長 

○県内震度５強以上の地震が発生し、相当規模の被害が発生した

場合 

○大雨、強風、洪水、噴火等により相当規模の被害が発生し、又は

気象予警報等から発生するおそれがある場合 

○災対法の規定による群馬県災害警戒本部が設置されるなど災害

対応の必要があると発令者が認めた場合 

実施体制 本部長 
○県内震度６弱以上の地震が発生し、大規模な被害が発生した場

合 
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○大雨、強風、洪水、噴火等により大規模な災害が発生し、又は気

象予警報等から発生するおそれがある場合 

○災対法の規定による群馬県災害対策本部が設置されるなど災害

対応の必要があると発令者が認めた場合 

３ 県警備本部等 

（１）県警備準備室の設置 

危機管理対策室長は、準備体制が発令された場合は、群馬県警察本部災害警備準備室を

設置する。 

（２）県警戒本部の設置 

危機管理対策統括官は、実施体制が発令された場合は、群馬県警察本部災害警戒本部を

設置する。 

（３）県警備本部の設置 

本部長は、警戒体制を発令した場合は、群馬県警察本部災害警備本部を設置する。 

４ 署警備本部等 

（１）署警備準備室の設置 

署長は、準備体制が発令された場合は、必要により、署長を長とする署災害警備準備室

を設置する。 

（２）署警戒本部の設置 

署長は、警戒体制が発令された場合は、必要により、署長を長とする警察署災害警戒本

部を設置する。 

（３）署警備本部の設置 

署長は、実施体制が発令された場合は、必要により、署長を長とする警察署災害警備本

部を設置する。 

 

  



第３部 災害応急対策 

第１１章 その他の災害応急対策 

風水害-104 

第２節 農林業の災害応急対策 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 農作物関係 

農林課（農業係） 

県 

２ 蚕業関係 県 

３ 家畜関係 県 

４ 林産関係 農林課（林業係） 県、木材の所有者又は管理者 

１ 農作物関係 

（１）改植用苗の確保 

県は、水稲の改植の必要が生じたときは、県内外から余剰苗を調達する。 

また、果樹の改植の必要が生じたときは、群馬県園芸協会等を通じ、改植用苗のあっせ

んを行う。 

（２）病害虫の防除 

県は、災害により病害虫が発生するおそれがあるときは、当該市町村に対し、病害虫防

除の実施を指示する。 

町は、県から病害虫防除の指示を受けたときは、農業委員会・農業共済組合・農業協同

組合等と協議して防除を実施する。 

（３）転換作物の導入指導 

県及び町は、必要に応じ、農業協同組合等関係団体の協力を得て、転換作物の導入を指

導する。 

２ 蚕業関係 

（１）桑園改植用苗の確保 

県は、桑園の改植の必要が生じたときは、全国農業協同組合連合会群馬県本部等を通

じ、改植用苗のあっせんを行う。 

（２）蚕種対策 

県は、必要に応じ、適正な掃立日及び掃立量を定め、繭の生産量の確保に努めるととも

に、催青・卵蟻蚕冷蔵及び抑制について適切な技術指導を行う。 

３ 家畜関係 

（１）家畜の避難 

県及び町は、必要に応じ、家畜の飼養者に対し家畜を安全な場所に避難させるよう呼び

掛ける。 

（２）家畜の防疫及び診療 

県は、家畜の伝染性疾病を防ぐため必要と認めるときは、市町村、家畜自衛防疫団体、

農業協同組合、農業共済組合、獣医師会又は飼養者と協力し、次の措置を講ずる。 

ア 群馬県動物薬品機材協会等を通じて必要な薬品等の確保に努める。 

イ 防疫班及び消毒班を現地に派遣し、防疫対策にあたらせる。 
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ウ 獣医師を派遣又はあっせんする。 

エ 病畜を発見したときは、飼養者に対し隔離等を指導する。 

オ 死亡家畜については、飼養者に対し、死亡獣畜取扱場等で焼却又は埋却するよう指導

する。 

（３）環境汚染の防止 

県及び町は、降雨等の影響により家畜の飼育施設からし尿等の汚物が流出するおそれが

あるときは、飼養者に対し、し尿の汲み取り、土のう積み等の流出防止措置を講ずるよう

指導する。 

４ 林産関係 

県は、河川への木材の流出を防ぐため、必要に応じ、木材の所有者又は管理者に対し、安

全な場所への移送、流出防止等の措置を講ずるよう指導する。 
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第３節 学校の災害応急対策 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 児童・生徒の安全確保  学校長 

２ 災害情報の連絡  学校長 

３ 教育の確保 教育課（学校教育係） 

学校長、教育委員会その他教員

の任命権者、県、教科書供給業

者 

４ 給食の措置 教育課（学校給食係） 給食センターの管理者 

５ 避難者の援護と授業との

関係 
教育課（学校教育係）  

１ 児童・生徒の安全確保 

学校長は、気象情報等に基づき、事前に休校、授業中止等の措置をとる。 

天候が急変した場合は、学校で児童・生徒を保護し、保護者に引き渡す。 

２ 災害情報の連絡 

学校長は、児童・生徒、教職員、校舎等施設の被災状況を把握し、応急対策の実施状況と

合わせて教育委員会等関係機関に連絡する。 

３ 教育の確保 

（１）教室及び運動場の確保 

学校長は、校舎が被災したため授業を行えなくなったときは、被災校舎の応急修理、仮

設校舎の建設、公民館・図書館等の借上げ等により教室及び運動場の確保を図る。 

（２）代替教員の確保 

教育委員会その他教員の任命権者は、教員が被災等したため授業の担当が困難となった

場合は、臨時教員の任用、非常勤講師の任用等により、代替教員の確保を図る。 

（３）学用品の支給 

町は、被災により就学上欠くことのできない学用品を喪失又はき損し、これらの学用品

を直ちに入手することができない小学校児童及び中学校生徒に対し、必要最小限度の学用

品を支給する。 

県は、教科書を滅失又はき損した児童・生徒に対し、町及び教科書供給業者と協力して

教科書を支給する措置を講ずる。 

（４）授業料の減免 

県は、被災により授業料の減免が必要と認められる児童生徒については、「群馬県立学

校の入学料等に関する条例」に基づき授業料の減免を行う。 

４ 給食の措置 

施設、原材料等が被害を受けたため学校給食が実施できないときは、給食センターの管理

者は、速やかに代替措置として応急給食を実施する。 
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なお、給食施設が被災者向けの炊出し施設として利用される場合は、給食センターの管理

者は、学校給食と被災者向けの炊出しとの調整に留意する。 

５ 避難者の援護と授業との関係 

学校が指定避難所となった場合は、当初は臨時休校とするなどして避難者の援護を優先さ

せる。  
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第４節 文化財施設の災害応急対策 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 気象状況の把握 

教育課（文化財保護係） 

 

２ 文化財の安全性の点検  

３ 利用者・観覧者等の安全確保  

４ 文化財の安全の確保  

５ 災害情報の連絡  

６ 応急修復  

１ 気象状況の把握 

文化財の所有者・管理者は、気象情報に注意を払い、土砂災害等の情報把握に努める。 

２ 文化財の安全性の点検 

文化財の所有者・管理者は、災害が発生したときは、安全に十分留意した上で、文化財の

損壊状況を確認するとともに、 安全性を点検する。 

また、災害危険区域における文化財の所有者・管理者は、文化財周辺の巡視を行い、洪水

や土砂災害等二次災害の危険性についても点検を行う。 

３ 利用者・観覧者等の安全確保 

文化財の所有者・管理者は、次により利用者・観覧者等の安全を確保する。 

（１）安全な場所への移動 

文化財建造物や展示収蔵施設、史跡等の敷地内に利用者・観覧者等がいるときに被災し

た場合又は被災するおそれのある場合は、災害の状況に応じ、利用者・観覧者等を安全な

場所に移動させる。 

（２）傷病者の対応 

傷病者が発生したときは、家族等関係者に連絡するとともに応急措置を施し、速やかに

医療機関へ搬送する。 

４ 文化財の安全の確保 

文化財の所有者・管理者は、転倒、火災等による文化財の損傷を防ぐため、当該文化財の

種類に応じ、安全な場所への移動、固定、火気の使用停止等の措置を講ずる。 

５ 災害情報の連絡 

文化財の所有者・管理者は、利用者・観覧者等及び文化財の被災状況を把握し、応急対策

の実施状況と合わせて町等の関係機関に連絡する。 
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６ 応急修復 

文化財の所有者・管理者は、災害により文化財が損傷した場合は、当該文化財の種類に応

じ、専門家等の協力を得て適切な応急修復を施す。 

県及び町は、応急修復について積極的に協力する。 
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第５節 動物愛護 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 動物の逸走等の対策 
保健課（環境係） 

県、富岡警察署 

２ 避難所のペット対策 県動物救護本部 

１ 動物の逸走等の対策 

町は、災害により放浪又は逸走する動物を確認した場合、県、富岡警察署に保護を要請す

る。 

２ 避難所のペット対策 

町は、避難所における家庭動物の状況等を県動物救護本部に提供する。 

また、動物に関する問題が生じた場合、県動物救護本部に次の支援を要請する。 

（１）動物の餌の確保 

（２）負傷した動物の収容・治療・保管 

（３）放浪動物の収容・保管 

（４）飼養困難な動物の一時保管 

（５）動物の新たな所有者探し 

（６）その他動物に関する相談 
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第６節 災害救助法の適用 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 適用の手続 総務課（地域安全係）  

２ 救助の記録、報告等 
総務課（秘書係、情報管理係、

情報推進係） 
 

 

一定規模以上の災害については災害救助法が適用され、飲料水・食料・生活必需品・避難所

の提供などに係る費用を国、県が負担することとなる。 

１ 適用の手続 

町は、災害が災害救助法の適用基準のいずれかに該当する場合、又は該当する見込みがあ

る場合、直ちにその旨を知事に報告する。 

【災害救助法の適用基準】 

（１）家屋の全壊、全焼、流失等によって住家を滅失した世帯（以下、「滅失世帯」と

いう。）の数が４０世帯以上に達する場合 

（２）県内の滅失世帯の数が１，５００世帯に達する場合であって、町の滅失世帯数が

２０世帯以上に達する場合 

（３）県内の被害世帯の数が７，０００世帯以上に達する場合、又は当該災害が隔絶し

た地域に発生したものである等、被災者の救護を著しく困難とする、内閣府令で定

める特別の事情がある場合で、町の滅失世帯数が多数である場合 

（４）多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であっ

て、次の基準に該当するとき 

ア 災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難し

て継続的に救助を必要とすること。 

イ 被災者対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要

とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とすること。 

２ 救助の記録、報告等 

町は、災害救助法の対象となる事務を担当する各課に活動記録簿の整備や証拠書類の保管

等を依頼する。 

また、これらの記録簿や書類を取りまとめて県に報告し、国、県の負担費用を請求する。 

記録簿等の整備、取りまとめ、報告等の方法や手順は、内閣府の「災害救助事務取扱要領」

に基づいて行う。 

【災害救助法事務の項目】 

（１）避難所の設置及び応急仮設住宅の供与 

（２）炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

（３）被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

（４）医療及び助産 

（５）被災者の救出 

（６）被災した住宅の応急修理 

（７）学用品の給与 
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（８）埋葬 

（９）死体の捜索及び処理 

（１０）災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支

障を及ぼしているものの除去 

 

災害救助法により国、県が負担する費用は、内閣府が定める基準によるが、救助の適切な

実施が困難な場合、県知事は内閣総理大臣と協議し、同意を得た上で救助の程度、方法及び

期間等を定めることができる。 
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第１２章 水防計画 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 水防組織 消防団  

２ 水防通信連絡 総務課（地域安全係）  

３ 重要水防区域等   

４ 非常配備と水防活動 消防団  

５ 決壊等の通報 総務課（地域安全係） 富岡土木事務所 

６ 避難のための立退き 総務課（地域安全係）、消防団  

７ 相互応援協力 
総務課（地域安全係） 

隣接市町村 

８ 水防解除 富岡土木事務所 

９ 水防実施状況報告 総務課（地域安全係）､消防団 県、富岡土木事務所 

１ 水防組織 

水防法の規定により気象通報等による洪水等のおそれのあるとき、危険が回避されるまで

の間、水防本部を役場内に設置する。 

ただし、災害対策基本法に基づく下仁田町災害対策本部が設置されたときは、同本部が廃

止されるまでの間、それに統合され水防事務を処理する。 

（１）水防本部の組織 

 

（２）水防団の組織 

水防団は、下仁田町消防団をもって組織し、その区域における水防を十分に果たすべき

責任を有し、各区域に組織しておく。 

（３）指定水防管理団体の活動等 

ア 水防組織の確立 

イ 水防団の整備 

ウ 水防倉庫、資器材の整備 

エ 通信連絡系統の確立 

オ 平常時における河川等の巡視 

カ 水防時における適正な水防活動の実施 

  

本部長 

（町長） 

副本部長 

（教育長） 

副水防長 
（消防副団長） 

現地指導班 
（消防団） 

第２水防長 
（下仁田消防署長） 

通報連絡班 
（消防署） 

本部室 各課 

第１水防長 

（消防団長） 
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（４）指定水防管理団体の義務 

ア 水防団の設置（水防法第５条） 

イ 水防計画の作成及び要旨の公表（同法第３２条） 

ウ 水防訓練の実施（同法第３５条） 

２ 水防通信連絡 

洪水時に必要とする通信連絡は、次のとおり行う。 

（１）伝達系統 

 

（２）通信連絡方法 

水防上緊急を要する通信については、防災行政無線、広報車、電話等あらゆる通信手段

を利用する。 

また、巡視車や水防作業現場との連絡を緊密にするため消防団無線及び車両等の配備を

しておく。 

３ 重要水防区域等 

町内における家屋倒壊等氾濫想定区域、重要水防区域は次のとおりである。 

【家屋倒壊等氾濫想定区域（法定）】 

河川名 大字 場所 左右岸別 延長（ｍ） 詳細箇所 

鏑川 下仁田 下仁田 左 ５００ 
県立下仁田高校下～旧下河原グラ

ウンド先河川 

 

【重要水防区域（河川危険箇所）】 

河川名 大字 場所 左右岸別 延長（ｍ） 理由 対策水防工法 

南牧川 川井 川井 左 １５０ 堤防高不足 積み土のう工 

青倉川 青倉 清水（滝の下） 左 １００ 
堤防高不足 

洪水時水衝部 
積み土のう工 

横瀬川 馬山 下蒔田 右 ８０ 
堤防高不足 

（河積小） 
 

  

水防団長 通信指令室 

区長 

各分団長 

住民 

消防署 

住民 

学校長 

役場 

水

防

本

部 

住民 

その他の機関 
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町内を流れる鏑川の各水位観測所における氾濫危険水位等は、次のとおりである。 

【河川警戒レベル】 

河川名 観測場所 

水位（ｍ） 

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 

 注意 警戒 危険  

水防団 

待機水位 

氾濫 

注意水位 

避難 

判断水位 

氾濫 

危険水位 
氾濫発生 

鏑川 

東部大橋 ２．００ ２．６０ ２．６０ ３．２７ － 

八千代橋※ ２．３０ ３．５０ － － － 

常盤橋 ※ ２．３０ ３．５０ － － － 

・氾濫注意水位（水防団が出動して水防活動を行う目安となる基準） 

・避難判断水位（町長の避難準備・高齢者等避難開始の判断となる水位。住民の避難判

断の水位） 

・氾濫発生（逃げ遅れた住民の救護等。新に氾濫が及ぶ区域住民の避難誘導） 

※は、群馬県水位周知河川の基準観測所ではない。 

４ 非常配備と水防活動 

（１）非常配備 

本部長は、洪水のおそれがあると認められたときは、非常勤務活動の完遂を期するた

め、次の区分により非常配備を行う。 

配備区分 発令基準 配備内容 

初期動員 

今後の気象情報に注意と警戒を必要とするが、

予想される事態発生までかなり時間的余裕があ

るときは、少数の人員であたり、情報、連絡活

動を主とし、事態の推移によっては、直ちに指

導、その他の活動ができる態勢 

情報連絡活動等を円滑

に行いうる必要最小限

の配備とし、状況に応

じて速やかに１号動員

に切り替えうる態勢 

１号動員 

水防事態が予想され、水防活動の必要が考えら

れ、水防事態が発生すればそのまま水防活動が

遅滞なくできる状態 

全係長 

２号動員 
事態が切迫し、水防活動の開始が予想されると

き、全職員によって水防活動ができる態勢 
全職員 

※注意事項 

１ この指令は、事態に応じて初期動員から直ちに２号動員を発令する場合もある。 

２ 本部員は、常に気象状況の変化に注意し、水防指令の発令が予想されるときは、自

動的に出動しなければならない。 

（２）水防活動 

ア 待機 

待機命令は、次の状況の際に発令するものとし、各分団長及び連絡員数人は詰所で待

機する。状況を把握することに努め、一部団員は直ちに次の段階に入り得るような態勢

におく。 

イ 出動準備 

出動準備命令は、次の状況の際に発令するものとし、消防団員全員は、各詰所に集合

し、資材の準備、点検、作業員の配備計画等にあたる。 

また、被害発生予想箇所へ一部団員を警戒出動させる。 
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ウ 出動 

出動命令は、次の状況の際に発令するものとし、消防団は、あらかじめ水防計画に定

められた警戒配備につくものとする。 

また、管内で特に重要と思われる箇所については、巡視員により巡視を行い、水防上

危険箇所を発見したときは、本部に連絡をして必要な措置を講じ水防作業を行う。 

（３）水防作業 

水防作業を必要とする異常事態が発生したときは、被害を未然に防止し、又は被害の拡

大を防ぐため、最も適切な工法を選択し実施する。平常時から水防実施関係者に水防工法

等を習熟させ、災害時においても最も適切な作業が即時に実施できるよう努める。 

また、団員は安全性が高いと考えられる場所までの避難完了に要する時間等を考慮し

て、団員が自身の危険性が高いと判断したときには、自身の避難を優先するとともに、水

防作業時には、ライフジャケットの着用、通信機器及びラジオ等を携帯するなど自身の安

全確保を徹底する。 

５ 決壊等の通報 

堤防、その他の施設に決壊又は、これに準ずべき事態が生じたとき、各分団長は、直ちに水

防本部へ通報する。 

また、その連絡を受けた水防本部は、直ちに富岡土木事務所へ通報する。 

６ 避難のための立退き 

（１）本部長は、洪水の氾濫により、著しい危険が切迫していると認められるときは、必要と認

める区域の居住者に対し避難のため立退き、又はその準備をすべきことを指示することが

できる。ただし、著しく危険が切迫し、本部長の指示を待ついとまのないときは、区長、各

分団長が協議の上、これを行い、その結果を本部長へ報告する。 

（２）各分団長は、あらかじめ予定立退き先を当該地域の区長と協議（経路及び誘導責任者）の

上選定し、本部長へ報告するとともに住民に周知徹底しておく。 

（３）本部長は、立退きを指示する場合には、水防法第２９条の規定により、富岡警察署長へそ

の旨を通知する。 

７ 相互応援協力 

水防法第２３条第１項の規定により、水防計画のための隣接市町村の相互応援協力計画は

次のとおりとする。 

（１）応援を要請する場合 

ア 要請をする場合の災害の規模については本部長が定め、応援要請は富岡甘楽広域圏消

防相互応援協定に基づき本部長が行う。 

イ 要請する相手方及び通信方法 

通信は、電話を使用するとともに、電話不通の場合は消防無線又は特使をもってこれを

行う。 
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（２）応援する場合 

ア 応援出動命令は、本部長が行う。 

イ 応援要請を受ける通信の体制 

ウ 応援出動部隊及び人員、器材等については災害の状況及び応援要請の状況により本部

長が決定する。 

８ 水防解除 

水位が警戒水位以下に減じ、水防警戒の必要がなくなったときは、本部長は水防解除を命

ずるとともに一般に周知させ、この旨を富岡土木事務所長へ通報する。 

９ 水防実施状況報告 

水防が終結したときは、水防長は速やかに水防実施状況を本部長へ報告し、本部長は、こ

の状況を取りまとめ遅滞なく富岡土木事務所を経由して県知事へ報告する。
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第１節 復旧・復興の基本方向の決定  

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 災害復興本部の設置 

総務課、企画課 

 

２ 基本方向の決定  

３ 住民の参加  

４ 国等に対する協力の要請 総務課（地域安全係） 県、他市町村 

１ 災害復興本部の設置 

大規模な災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた災害においては、

町は、町長を本部長とする「下仁田町災害復興本部」を設置し、各分野の災害復旧・復興活

動を一元化し、総合的に推進する。 

２ 基本方向の決定 

町は、被災の状況、地域の特性、関係公共施設管理者の意向等を勘案しつつ、迅速な原状

復旧を目指すか、又はさらに災害に強いまちづくり等の中長期的課題の解決をも図る計画的

復興を目指すかについて早急に検討し、復旧・復興の基本方向を決定する。 

３ 住民の参加 

復旧・復興にあたっては、住民の意向を尊重しつつ、男女共同参画の観点から、復旧・復

興のあらゆる場・組織に女性の参画を促進する。併せて、障がい者、高齢者等の要配慮者の

参画を促進する。 

４ 国等に対する協力の要請 

町は、災害復旧・復興対策の推進のため、必要に応じ国、県、他の地方公共団体等に対し

て職員の派遣、その他の協力を求める。  
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第２節 原状復旧 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 被災施設の復旧等 
建設課（建設係、管理係） 

県 

２ 住宅の解体撤去  

３ 災害廃棄物処理 保健課 甘楽西部環境衛生施設組合 

１ 被災施設の復旧等 

県、町その他の防災関係機関は、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画及び人材の広域

応援等に関する計画を活用しつつ、迅速かつ円滑に被災施設の復旧事業を行い、又は支援す

る。 

被災施設の復旧にあたっては、原状復旧を基本にしつつも、再度災害防止等の観点から、

可能な限り改良復旧等を行う。 

なお、道路及び河川の復旧にあたっては、諸条件を勘案し、国が町長に代わって工事を行

うことができる権限代行制度により、国に対し支援の要請を行う。 

２ 住宅の解体撤去 

損壊家屋等の撤去・解体は、所有者が行うことを基本とする。 

ただし、解体撤去が国庫補助の対象となり、町が公費解体の必要があると判断した場合、

町が被災者の申請を受付け、解体事業者との契約・発注、解体状況の確認、事業者への費用

支払い等の手続を実施する。 

なお、建築物等の解体等による石綿の飛散を防止するため、必要に応じて、事業者等に対

し、大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）に基づき適切に解体等を行うよう周知す

る。 

３ 災害廃棄物処理 

（１）災害廃棄物処理実行計画の作成 

町は、被害状況から災害廃棄物等の発生量、廃棄物処理施設での災害廃棄物等の処理可

能量等を把握し、処理方法を定めた災害廃棄物処理実行計画を作成する。 

なお、対象とする災害廃棄物は、次のとおりである。 

【災害廃棄物の対象】 

区分 内容 

災害廃棄物 

被災した住家を片付ける際に排出される片付けごみと、損壊家屋の撤

去（必要に応じて解体）等に伴い排出される廃棄物がある。 

木くず、コンクリートがら等、金属くず、可燃物、不燃物、廃家電、

廃自動車等、腐敗性廃棄物、有害廃棄物、その他適正処理困難物に区

分する。 

生活ごみ 家庭から排出される生活ごみ、粗大ごみ 

避難所ごみ 避難所から排出される生活ごみ 
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し尿 

仮設トイレ（災害用簡易組み立てトイレ、レンタルトイレ及び他市町

村・関係業界等から提供された汲み取り式トイレの総称）等からの汲

み取りし尿、災害に伴って便槽に流入した汚水 

（２）避難所ごみ、生活ごみの収集・処理 

町は、生活ごみ及び避難所ごみについては、通常のごみ収集と同様に収集し、甘楽西部

環境衛生施設組合の処理施設で処理する。 

（３）災害廃棄物の処理 

町は、大量に災害廃棄物が発生した場合は、公共用地等に仮置場を設置し、仮置場等で

選別、処理された災害廃棄物は、甘楽西部環境衛生施設組合の処理施設で処理し、最終処

分場で処分する。 

町の処理能力を超える災害廃棄物が発生する場合は、状況を県に報告し、必要に応じて

応援を要請する。 

なお、町が環境大臣によって、廃棄物処理特例地域として指定された場合には、災害廃

棄物の処理の代行を国に要請することができる。 
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第３節 計画的復興の推進 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 復興計画の作成 企画課（地域創生係）  

２ 防災まちづくり 総務課（地域安全係）  

１ 復興計画の作成 

大規模な災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた災害において、町

は、自らが決定した復興の基本方向に基づき、具体的な復興計画を作成する。 

町復興計画においては、市街地の復興、産業の復興及び生活の復興に関する計画ととも

に、その事業手法、財源確保、推進体制に関する事項についても定める。 

なお、計画策定の過程において、女性の参画を進めるとともに、要配慮者など多様な町民

の意見を反映するよう努める。 

２ 防災まちづくり 

町は、必要に応じ、再度災害防止とより快適な都市環境を目指し、住民の安全と環境保全

等にも配慮した防災まちづくりを実施する。 

防災まちづくりにあたっては、現在の住民のみならず将来の住民のためのものという理念

の基に、計画作成段階で町のあるべき姿を明確にし、将来に悔いのないまちづくりを目指

す。 

併せて、障がい者、高齢者、女性等の意見が反映されるよう、環境整備に努める。 

 

  



第４部 災害復旧・復興対策 

 

風水害-123 

第４節 被災者等の生活再建の支援 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 住家の被害認定調査 住民税務課（税務係）  

２ 罹災証明書等の交付 総務課（地域安全係）  

３ 被災者台帳の作成 総務課（地域安全係）  

４ 災害弔慰金の支給等 福祉課（福祉係） 群馬県市町村総合事務組合 

５ 税の徴収猶予及び減免等 住民税務課  

６ 雇用の確保  富岡公共職業安定所 

７ 住宅支援 建設水道課（建設係、管理係）  

８ 支援措置の広報等 
総務課（秘書係、情報管理係、

情報推進係） 
 

９ 災害復興基金の設立等 総務課（財政係）  

１ 住家の被害認定調査 

町は、住家等の被害状況を把握し、罹災証明書を発行するために、「災害に係る住家の被

害認定基準運用指針」（内閣府）に基づき、住家の被害認定調査を行う。 

調査員が不足する場合は、県を通じ全国の自治体職員等に応援を要請する。 

調査は、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない（一部

損壊）」「被害なし」に区分する。 

【被害認定調査の区分】 

調査区分 内容 

第１次調査 
外観の損傷状況の目視による把握、建物の傾斜の計測及び住家の主要な構

成要素ごとの損傷程度等の目視による把握を行う。 

第２次調査 

第１次調査を実施した住家の被災者から申請があった場合に実施する。 

外観目視調査及び内部立入調査により、外観の損傷状況の目視による把

握、住家の傾斜の計測、部位ごとの損傷程度等の目視による把握を行う。 

再調査 

第２次調査実施後、被災者から判定結果に関する再調査の依頼があった場

合には、当該被災者の依頼の内容を精査し、再調査が必要と考えられる点

について再調査を行う。 

２ 罹災証明書等の交付 

（１）罹災証明書 

町は、被害認定調査の結果をまとめた罹災台帳を作成し、被災者からの申請に基づき罹

災証明書を交付する。 

（２）被災証明書 

町は、住家以外の工作物（物置、納屋等）、住家の付帯物（雨樋、カーポート、塀、門

扉等）、動産等（商品、設備、自動車等）の被災について、被災者からの届出があった旨

を証明する被災証明書を交付する。 
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３ 被災者台帳の作成 

（１）被災者台帳の作成 

町は、被災者の基本情報、被害情報及び各種援護措置の実施状況等を収集し、被災者台

帳として整理する。 

また、災害救助法による救助が行われたときは、災害救助法第３０条の規定により、必

要に応じて県に対して被災者台帳に関する情報提供を要請する。 

【被災者台帳の記載事項】 

ア 氏名（住民基本台帳） 

イ 生年月日（住民基本台帳） 

ウ 性別（住民基本台帳による） 

エ 住所又は居所（住民基本台帳、避難者名簿等） 

オ 住家の被害その他町長が定める種類の被害状況（罹災台帳） 

カ 援護の実施状況 

キ 要配慮者については、その旨及び要配慮者に該当する事由 

ク 電話番号その他連絡先 

ケ 世帯の構成 

コ 罹災証明書の交付状況 

サ 台帳情報の提供先（町以外の者への台帳情報の提供に被災者本人が同意した場

合） 

シ 台帳情報を提供した旨及び日時（台帳情報を提供した場合） 

ス 個人番号（マイナンバー※を利用する場合） 

セ その他被災者の援護の実施に関し町長が必要と認める事項 

※行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（マ

イナンバー法）（平成２５年法律第２７号）において、被災者台帳の作成事務に

マイナンバーを利用できることが規定されている。 

（２）被災者台帳の利用、提供 

町は、被害に応じて受けられる各種援護措置（支援金等の支給、税金・公共料金の減免

等）の申請にあたって、被災者台帳の掲載情報を町が利用することにより各種援護措置の

効率化が図られることを説明する。 

第１次調査 申請書の受理 
被害程度の説明・再調査
依頼が可能である旨の周

 

第２次調査申請受理 

再調査依頼の受理 

第２次調査 被害程度の説明 

再調査 

罹災証明書の交付 

罹災証明書の交付 

罹災証明書の交付 

被害程度の説明 
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また、災害相談窓口において被災者本人又は家族等から被災者台帳情報についての照会

を受け付け、当該情報を提供する。 

４ 災害弔慰金の支給等 

町は、群馬県市町村総合事務組合と連携し、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給、災害

援護資金の貸付、生活福祉資金の貸付、生活再建支援金の支給等により、被災者の自立的生

活再建の支援を行う。 

また、各支援制度に係る被災者からの申請等を迅速かつ的確に処理するため、申請書等の

確認及び県への送付に関する業務の実施体制の整備等を図る。 

主な支援制度は、次のとおりである。 

（１）災害弔慰金、災害障害見舞金の支給※ 

（２）災害援護資金の貸付※ 

（３）群馬県（小規模）災害見舞金の支給 

（４）被災者生活再建支援金 

（５）生活福祉資金（災害援護資金）の貸付 

（注）※は、群馬県市町村総合事務組合が実施主体となる制度を示す。 

５ 税の徴収猶予及び減免等 

町は、被災者の納付すべき地方税について、法令又は条例の規定に基づき、納税の緩和措

置として期限の延長、徴収の猶予又は減免等の措置を講ずる。 

６ 雇用の確保 

（１）雇用保険の求職者給付の支給に関する特例措置 

富岡公共職業安定所は、災害によりその雇用される適用事業所（災害救助法が適用され

た地域に限る。）が休業するに至ったため一時的な離職又は休業を余儀なくされた者に対

し、基本手当を支給する。 

（２）被災者に対する就労支援等 

富岡公共職業安定所は、災害による離職者の把握に努めるとともに、男女のニーズの違

いに配慮するなど被災者に対するきめ細かな職業紹介を行う。 

県は、群馬労働局等と連携しつつ、被災者に対するきめ細やかな就労支援を行う。 

７ 住宅支援 

（１）住宅再建・取得の支援 

町は、被災者の自力による住宅の再建又は取得を支援するため、災害復興住宅融資、母

子・寡婦福祉資金（住宅資金）等の支援措置を周知する。 

（２）恒久的な住宅確保の支援 

町は、必要に応じ、被災者の恒久的な住宅確保支援策として、災害公営住宅等の建設、

公営住宅等への特定入居等の支援を行う。 
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また、復興過程における被災者の居住の安全を図るため、公営住宅等の空家を活用す

る。 

（３）安全な地域への移転の推奨 

町は、災害危険区域等における被災者等の住宅再建にあたっては、防災集団移転促進事

業等を活用した安全な地域への移転について県と協議する。 

（４）復興過程における仮設住宅の提供 

町は、復興過程の被災者については、仮設住宅等の提供により、その間の生活の維持を

支援するとともに、できる限り早い段階から被災者の特性やニーズを把握し、提供期間の

終期を待つことなく恒久住宅への円滑な移行に向けた取組を計画的に実施する。 

８ 支援措置の広報等 

町は、被災者の自立に対する援助、助成措置について、広く被災者に広報するとともに、

できる限り総合的な相談窓口等を設置する。 

また、居住地以外の市町村に避難した被災者に対しても、避難先の市町村等と協力するこ

とにより、必要な情報・サービスを提供する。 

９ 災害復興基金の設立等 

町は、被災者の救済及び自立支援や、被災地域の総合的な復旧・復興対策等をきめ細か

に、かつ、機動的、弾力的に進めるために、特に必要があるときは、災害復興基金の設立

等、機動的、弾力的推進の手法について検討する。 
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第５節 被災中小企業等の復興の支援 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 中小企業の被災状況の把

握 
商工観光課 県、下仁田町商工会 

２ 中小企業者に対する低利

融資等の実施 
商工観光課 県 

３ 農林水産業者に対する助

成・低利融資等の実施 
農林課 県 

４ 地場産業・商店街への配慮

等 
商工観光課 県 

５ 支援措置の広報等 
総務課（秘書係、情報管理係、

情報推進係） 
県 

１ 中小企業の被災状況の把握 

県及び町は、あらかじめ下仁田町商工会等と連携体制を構築するなど、災害発生時に中小

企業等の被害状況を迅速かつ適切に把握できる体制の整備に努める。 

２ 中小企業者に対する低利融資等の実施 

町は、県と連携し、中小企業者の災害復旧を支援するため、次の貸付等を行い、又はこれ

らの制度について周知する。 

（１）経営サポート資金（Ｃタイプ：災害復旧関連要件） 

（２）中小企業高度化資金（災害復旧貸付） 

（３）政府系金融機関による貸付条件の優遇 

（４）既往貸付金の貸付条件の優遇 

ア 小規模企業者等設備導入資金 

イ 中小企業高度化資金 

（５）県信用保証協会の災害関係保証の特例 

ア 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和３７年法律第１５０

号、以下「激甚災害法」という。）第１２条の規定に基づく中小企業信用保険法による

災害関係保証の特例 

イ 中小企業信用保険法第２条第４項の経営安定関連保証（災害別枠保証） 

３ 農林水産業者に対する助成・低利融資等の実施 

県及び町は、農林水産業者の災害復旧を支援するため、次の助成、貸付及び利子補給を行

い、又はこれらの制度について周知する。 

（１）助成措置 

（２）経営資金 

（３）事業資金 

（４）農漁業用施設資金 
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（５）農林漁業金融公庫による貸付 

４ 地場産業・商店街への配慮等 

町は、県と連携し、地場産業、商店街の復興に配慮するとともに、内外経済の潮流を踏ま

え、成長産業のための基盤整備等により、地域が自立的発展の道を進めるような経済復興対

策を講ずる。 

５ 支援措置の広報等 

町は、県と連携し、被災中小企業等に対する援助、助成措置について、広く被災者に広報

するとともに、相談窓口等を設置する。 
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第６節 公共施設の復旧 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 災害復旧事業計画の作成 各担当課 施設管理者 

２ 早期復旧の確保 各担当課 施設管理者 

３ 財政援助の活用 総務課（財政係） 施設管理者 

１ 災害復旧事業計画の作成 

公共施設の管理者は、被災施設の復旧について速やかに災害復旧事業計画を作成する。 

なお、同計画には再度災害の発生を防止するための改良等を含めることにより、将来の災

害に備える。 

２ 早期復旧の確保 

（１）迅速な査定の確保 

公共施設の管理者は、復旧事業が国等の査定を受ける必要がある場合は、国等と協議し

ながら査定計画を立てるなどして、迅速に査定が受けられるよう努める。 

（２）迅速な復旧事業の実施 

公共施設の管理者は、実施が決定した復旧事業が迅速に実施できるよう、請負業者の確

保等必要な措置を講ずる。 

３ 財政援助の活用 

公共施設の管理者は、施設の復旧にあたっては、各種法律等に基づく財政援助を積極的に

活用する。 

なお、公共施設の災害復旧費用に対する財政援助を定めている主な法律等は、次のとおり

である。 

（１）公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和２６年法律第９７号） 

（２）公立学校施設災害復旧費国庫負担法（昭和２８年法律第２４７号） 

（３）公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号） 

（４）土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号） 

（５）感染症予防法 

（６）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号） 

（７）予防接種法 

（８）農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和２５年法律第１

６９号） 

（９）下水道法（昭和３３年法律第７９号） 

（１０）激甚災害法 

（１１）都市災害復旧事業費国庫補助に関する基本方針（昭和３７年８月１４日建設省都発第

１９４号）  
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第７節 激甚災害法の適用 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 激甚災害の早期指定の確

保 
総務課（地域安全係） 県 

２ 特別財政援助の受入れ 総務課（財政係） 県 

１ 激甚災害の早期指定の確保 

町長は、激甚災害法に基づき内閣総理大臣が行う激甚災害の指定が早期になされるよう、

知事（関係各課）に対し、査定事業費等を速やかに報告する。 

２ 特別財政援助の受入れ 

町は、激甚災害の指定があったときは、激甚災害法に基づく特別財政援助を受入れるため

の手続を速やかに行う。 

なお、同法に基づく特別財政援助の対象は次のとおりである。 

（１）公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助（激甚災害法第３条） 

ア 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用を受ける公共土木施設の災害復

旧事業 

イ 公共土木施設災害復旧事業のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認

められるため、これと合併施行する公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第１

条各号の施設の新設又は改良に関する事業 

ウ 公立学校施設災害復旧費国庫負担法の規定の適用を受ける公立学校の施設の災害復旧

事業 

エ 公営住宅法第８条第３項の規定の適用を受ける公営住宅又は共同施設の建設又は補修

に関する事業 

オ 生活保護法第４０条又は第４１条の規定により設置された保護施設の災害復旧事業 

カ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３５条第２項から第４項までの規定によ

り設置された児童福祉施設の災害復旧事業 

キ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１５条の規定により設置された養護老人

ホーム及び特別養護老人ホームの災害復旧事業 

ク 障害者総合支援法（平成１７年法律第１２３号）第８３条第２項又は第３項の規定に

より県又は町が設置した障がい者支援施設の災害復旧事業 

ケ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第２８条第１項又は第２項の規定に

より県又は町が設置した身体障がい者社会参加支援施設の災害復旧事業 

コ 売春防止法（昭和３１年法律第１１８号）第３６条の規定により県が設置した婦人保

護施設の災害復旧事業 

サ 感染症予防法に規定する感染症指定医療機関の災害復旧事業 

シ 感染症予防法第５８条の規定による県、保健所を設置する市の支弁に係る感染症予防

事業 
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ス 堆積土砂排除事業 

セ 激甚災害の発生に伴う破堤又は溢流により浸水した一団の地域について、浸水面積が

引き続き１週間以上にわたり３０ヘクタール以上に達するものの排除事業で地方公共団

体が施行するもの 

（２）農林水産業に関する特別の助成 

ア 農地等の災害復旧事業に係る補助の特別措置（激甚災害法第５条） 

イ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業の補助の特例（激甚災害法第６条） 

ウ 開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助（激甚災害法第７条） 

エ 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例（激甚災害

法第８条） 

オ 森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助（激甚災害法第９条） 

カ 土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助（激甚災害法第１０条） 

キ 森林災害復旧事業に対する補助（激甚災害法第１１条の２） 

（３）中小企業に関する特別の助成 

ア 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例（激甚災害法第１２条） 

イ 小規模企業等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間等の特例（激甚災害法第１

３条） 

ウ 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助（激甚災害法第１４条） 

（４）その他の特別の財政援助及び助成 

ア 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助（激甚災害法第１６条） 

イ 私立学校施設災害復旧事業に対する補助（激甚災害法第１７条） 

ウ 町が実施する感染症予防事業に関する国の負担の特例（激甚災害法第１９条） 

エ 母子及び寡婦福祉法による国の貸付の特例（激甚災害法第２０条） 

オ 水防資材費の補助の特例（激甚災害法第２１条） 

カ 罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例（激甚災害法第２２条） 

キ 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等（激甚災害法第２４条）  



第４部 災害復旧・復興対策 

風水害-132 

第８節 復旧資金の確保 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 復旧資金の確保 総務課（財政係） 県 

２ 関東財務局への協力要請 総務課（財政係） 関東財務局 

１ 復旧資金の確保 

県及び町は、災害復旧資金の需要額を把握し、必要に応じ、次の措置を講じて復旧資金の

確保に努める。 

（１）普通交付税の繰上交付の要請 

（２）特別交付税の交付の要請 

（３）一時借入れ 

（４）起債の前借り 

２ 関東財務局への協力要請 

町は、関東財務局（前橋財務事務所）に対し、復旧資金の確保について要請する。 

（１）災害つなぎ資金の融資 短期 

（２）災害復旧事業資金の融資 長期 

（３）国有財産の貸付、譲与及び売払い 
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第５部 事故・火山・火災災害等対策 

第１章 道路災害応急対策 

風水害-133 

第１章 道路災害応急対策 

第１節 災害予防対策 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 道路施設等の整備 建設水道課（建設係、管理係）、

農林課 

道路管理者 

２ その他の災害予防 道路管理者 

道路事故災害の予防のため、次の対策を推進する。 

また、この計画に定めのない対策（防災訓練等）は、風水害等対策編第２部「災害予防対

策」に準じて実施する。 

１ 道路施設等の整備 

道路管理者は、次により道路施設の整備を図る。 

（１）道路施設の点検を通じ、道路施設の現況の把握に努める。 

（２）道路における災害を予防するため、必要な施設の整備を図る。 

（３）道路施設の安全を確保するため、必要な体制等の整備に努める。 

（４）道路防災対策事業等を通じ、安全性・信頼性の高い道路ネットワーク整備を計画的かつ

総合的に実施する。 

（５）救助、救急医療及び消火活動体制の整備に努める。 

２ その他の災害予防 

道路管理者は、次によりその他の災害予防措置を講ずる。 

（１）危険物等防除資機材の整備 

消防機関と連携し、危険物等の流出時に的確な防除活動を行うことができるよう、資機

材の整備促進に努める。 

（２）応急復旧活動体制の整備 

施設、設備の被害情報の把握及び応急復旧を行うため、あらかじめ体制、資機材を整備

する。 

（３）災害復旧への備え 

円滑な災害復旧を図るため、あらかじめ重要な所管施設の構造図等の資料を整備してお

くとともに、資料の被災を回避するため、複製を別途保存するよう努める。 

（４）防災知識の普及 

道路利用者に対し、災害時の対応等の防災知識の普及を図る。 

（５）再発防止対策の実施 

原因究明のための総合的な調査研究を行い、その結果を踏まえ再発防止対策を実施す

る。  



第５部 事故・火山・火災災害等対策 

第１章 道路災害応急対策 

風水害-134 

第２節 災害応急対策 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 災害情報の収集・連絡 
総務課（秘書係、情報管理係、

情報推進係） 

県、道路管理者、富岡警察署、

富岡甘楽広域消防本部 

２ 救助・救急活動 

総務課（地域安全係）、消防団 

県、道路管理者、富岡警察署、

富岡甘楽広域消防本部 

３ 消火活動 
道路管理者、富岡甘楽広域消防

本部 

４ その他の災害応急対策 
総務課（地域安全係）、消防団、 

建設水道課（建設係、管理係） 

東日本電信電話（株）、東京電

力パワーグリッド（株） 

道路事故災害が発生した際は、次の応急対策を迅速かつ的確に実施する。 

また、この対策に定めのない事項は、風水害等対策編第３部「災害応急対策」に準じて実施

する。 

１ 災害情報の収集・連絡 

（１）道路管理者における災害情報の収集・連絡 

道路管理者は、道路構造物の被災等により大規模な事故が発生したときは、速やかに事

故の態様被害の状況等に関する情報を収集し、関東地方整備局、県、町、富岡甘楽広域消

防本部及び富岡警察署に連絡する。 

また、被害状況の続報、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等についても、逐次連

絡する。 

（２）町における災害情報の収集・連絡 

町は、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含

め、把握できた範囲から直ちに富岡行政県税事務所（同事務所に連絡がつかない場合又は

緊急を要する場合は県危機管理課）に連絡する。 

また、被害情報の続報、応急対策の活動状況等についても逐次連絡する。 

（３）富岡甘楽広域消防本部における災害情報の収集・連絡 

富岡甘楽広域消防本部は、人的被害の状況等の情報を把握できた範囲から直ちに県危機

管理課に連絡する。 

また、被害情報の続報、応急対策の活動状況等についても逐次連絡する。 

なお、当該事故が次のいずれかに該当する場合は、「火災・災害等即報要領」の規定に

基づき、県に報告するとともに消防庁に対して直接報告する。 

ア トンネル内車両火災 

イ 死者が発生しているか発生するおそれがあり、かつ死者及び負傷者が１５人以上発生

し、又は発生するおそれがあるバスの転落等による救急・救助事故  



第５部 事故・火山・火災災害等対策 

第１章 道路災害応急対策 

風水害-135 

２ 救助・救急活動 

（１）道路管理者による救助・救急活動 

道路管理者は、事故災害発生直後における負傷者の救助・救急活動を行うよう努めると

ともに、救助・救急活動を実施する各機関に可能な限り協力するよう努める。 

（２）消防機関・警察機関による救助・救急活動 

富岡甘楽広域消防本部及び富岡警察署は、救助・救急活動を行うほか、被害状況の早急

な把握に努め、必要に応じ、広域応援の要請を行う。 

また、富岡甘楽広域消防本部は、必要に応じ、群馬ＤＭＡＴの派遣を要請する。この場

合、速やかに知事に報告する。 

（３）住民、自主防災組織及び事業所（企業）による救助、救急活動 

住民、自主防災組織及び事業所は、富岡甘楽広域消防本部、富岡警察署等に協力して救

助・救急活動を行う。 

（４）資機材等の調達 

救助・救急活動に必要な資機材は、原則として、当該活動を実施する機関が携行する。 

また、救助・救急活動実施機関は、必要に応じ、民間からの協力等により、救助・救急

活動のための資機材を確保し、効率的な救助・救急活動を行う。 

３ 消火活動 

（１）道路管理者による消火活動 

道路管理者は、富岡甘楽広域消防本部等の要請を受け、迅速かつ的確な初期消火活動に

資するよう協力する。 

（２）富岡甘楽広域消防本部による消防活動 

富岡甘楽広域消防本部は速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行

う。 

４ その他の災害応急対策 

（１）危険物等による二次災害の防止 

道路管理者は、危険物等の流出が認められたときは、関係機関と協力し、直ちに防除活

動、避難誘導活動を行い、危険物等による二次災害の防止に努める。 

富岡甘楽広域消防本部、富岡警察署は、危険物等の流出が認められたときは、直ちに防

除活動を行うとともに避難誘導活動を行う。 

（２）道路施設・交通安全施設の応急復旧活動 

ア 道路管理者による応急復旧活動 

道路管理者は、迅速かつ的確な障害物の除去、仮設等の応急復旧を行い、早期の道路

交通の確保に努める。 

町は、協定に基づき、東日本電信電話（株）及び東京電力パワーグリッド（株）と連

携して道路啓開作業に伴う障害物の除去等を行う。 

また、道路施設の応急復旧活動を行うとともに、類似の災害の再発防止のために、被

災箇所以外の道路施設について緊急点検を行う。 



第５部 事故・火山・火災災害等対策 

第１章 道路災害応急対策 

風水害-136 

イ 県警察による応急復旧活動 

県警察は、災害により破損した交通安全施設の早期復旧を図るため、必要な措置を講

ずる。 

また、災害発生後直ちに、被災現場及び周辺地域並びにその他の地域において、交通

安全施設の緊急点検を実施するなど必要な措置を講ずる。 

  



第５部 事故・火山・火災災害等対策 

第１章 道路災害応急対策 

風水害-137 

第３節 災害復旧対策 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 道路施設の復旧事業 建設水道課（建設係、管理係）、

農林課 

道路管理者 

２ 復旧予定時期の明示 道路管理者 

道路管理者は、迅速かつ円滑な災害復旧のため、次の措置を講じる。 

また、この対策に定めのない事項は、風水害等対策編第４部「災害復旧・復興対策」に準じ

て実施する。 

１ 道路施設の復旧事業 

道路管理者は、関係機関と協力し、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画及び人材の広

域応援等に関する計画を活用しつつ、迅速かつ円滑に被災した道路施設の復旧事業を行う。 

２ 復旧予定時期の明示 

道路管理者は、復旧にあたり、可能な限り復旧予定時期を明示する。 

その他この対策に定めのない事項は、風水害等対策編第４部「災害復旧・復興対策」に準

じて実施する。 

  



第５部 事故・火山・火災災害等対策 

第２章 航空災害対策 

風水害-138 

第２章 航空災害対策 

第１節 災害予防対策 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 捜索活動体制の整備 

総務課（地域安全係）、消防団 

県警察、富岡甘楽広域消防本部 

２ 救助・救急活動体制の整備 県警察、富岡甘楽広域消防本部 

３ 消火活動体制の整備 富岡甘楽広域消防本部 

４ 医療活動体制の整備 
保健課（保健推進課、保健予防

課） 
富岡甘楽広域消防本部 

航空機事故災害に対応するため、次の対策を推進する。 

また、この計画に定めのない対策（防災訓練等）は、風水害等対策編第２部「災害予防対

策」に準じて実施する。 

１ 捜索活動体制の整備 

県警察、富岡甘楽広域消防本部は、捜索活動を行うために有効な装備、資機材、車両等の

整備に努める。 

２ 救助・救急活動体制の整備 

富岡甘楽広域消防本部、県警察、町は、救助工作車、救急車、照明車等の車両及びエンジ

ンカッター、チェーンソー等の救急救助用資機材の整備に努める。 

３ 消火活動体制の整備 

富岡甘楽広域消防本部は、消防ポンプ自動車等の消防用機械・資機材の整備促進に努め

る。 

４ 医療活動体制の整備 

町は、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、応急救護用医薬品、医療資機材等の備蓄に

努める。 

富岡甘楽広域消防本部は、広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）及び群馬県統合型

医療情報システムの情報を共有することにより、迅速に負傷者を適切な医療機関に搬送でき

るよう、連携体制の整備を図る。 

  



第５部 事故・火山・火災災害等対策 

第２章 航空災害対策 

風水害-139 

第２節 災害応急対策 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 災害情報の収集・連絡 

総務課（地域安全係）、消防団 

県、富岡甘楽広域消防本部 

２ 捜索、救助・救急及び消火

活動 

県、富岡甘楽広域消防本部、富

岡警察署 

３ 医療活動 
保健課（保健推進係、保健予防

係） 
県、富岡警察署 

航空機事故災害が発生した際は、次の応急対策を迅速かつ的確に実施する。 

また、この対策に定めのない事項は、風水害等対策編第３部「災害応急対策」に準じて実施

する。 

１ 災害情報の収集・連絡 

町は、墜落地点の位置、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する

概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに富岡行政県税事務所（同事務所に連絡がつか

ない場合又は緊急を要する場合は県危機管理課）に連絡する。 

また、被害情報の続報、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等についても逐次連絡す

る。 

富岡甘楽広域消防本部は、墜落地点の位置、人的被害の状況等の情報を把握できた範囲か

ら直ちに県危機管理課に連絡する。 

また、被害情報の続報、応急対策の活動状況等についても逐次連絡する。 

なお、当該事故が次のいずれかに該当する場合は「火災・災害等即報要領」の規定に基づ

き、県危機管理課に報告するとともに消防庁に対して直接報告する。 

２ 捜索、救助・救急及び消火活動 

（１）捜索活動 

富岡甘楽広域消防本部、県警察は、ヘリコプターなど多様な手段を活用し、相互に連携

して墜落機又は行方不明機の捜索を実施する。 

自衛隊は、知事からの災害派遣要請に基づき、又は必要に応じて捜索活動を行う。 

（２）救助・救急活動 

消防団、富岡甘楽広域消防本部及び富岡警察署は、救助・救急活動を行うほか、被害状

況の早急な把握に努め、必要に応じ、広域応援の要請を行う。 

また、消防機関は、必要に応じ、群馬ＤＭＡＴ指定病院又は群馬ＤＭＡＴ指定組織に対

して群馬ＤＭＡＴの派遣を要請する。この場合、要請した消防機関は速やかに知事に報告

する。 

自衛隊は、知事からの災害派遣要請に基づき、又は必要に応じて救助・救急活動を行

う。 

県は、自らの判断により群馬ＤＭＡＴの派遣を要請する。 

救助・救急活動に必要な資機材は、原則として、当該活動を実施する機関が携行する。 
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救助・救急活動実施機関は、必要に応じて民間からの協力等により、救助・救急活動の

ための資機材を確保し、効率的な救助・救急活動を行う。 

医療機関への負傷者の搬送にあたっては、広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）

及び群馬県統合型医療情報システムを活用し、負傷者の負傷状態に適した医療施設及び医

療技術を有する医療機関へ搬送する。 

また、搬送に要する時間を短縮するためにヘリコプターを有効に活用する。 

（３）消火活動 

消防団、富岡甘楽広域消防本部は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消

火活動を行う。 

発災現場以外の消防機関は、発災現場の消防機関からの要請又は相互応援協定に基づ

き、迅速かつ円滑な応援の実施に努める。 

３ 医療活動 

（１）救護所の設置及び救護班の設置 

地理的条件等により医療機関への負傷者の搬送に時間がかかる場合、事故現場を管轄す

る町は、事故現場に近い場所に救護所を設置する。 

町は、救護所を設置したときは、必要に応じて速やかに日本赤十字社群馬県支部又は県

に対し、救護班の派遣を要請する。 

県は、必要に応じて県立病院の医師、看護師等で編成する救護班を派遣するほか、群馬

ＤＭＡＴ、日本赤十字社群馬県支部の救護班、自衛隊の救護班又は国の非常本部等の救護

班の派遣を要請するなど総合的な調整を行う。 

県は、救護活動に従事する医師又は看護師が不足する場合は、医師又は看護師の派遣に

ついて、災害医療コーディネーター、群馬県医師会又は群馬県看護協会に対して調整を要

請する。 

救護班を編成した機関は、その旨を県に連絡する。県、富岡保健福祉事務所、富岡甘楽

広域消防本部及び富岡市甘楽郡医師会は、事故現場を管轄する町及び災害医療コーディネ

ーター等と連携し救護班の派遣に係る調整を行うとともに救護所の確保を図る。 

救護班の緊急輸送については、県及び県警察（富岡警察署）は、緊急通行車両として特

段の配慮を行う。 

（２）医療機関による医療活動 

負傷者を受入れた医療機関は、次の事項に留意して治療にあたる。 

負傷の状態により、負傷者を他の医療機関に転送する必要がある と認める場合は、直

ちに転院の措置を講ずる。 

転送先の検討にあたっては、広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）及び群馬県統

合型医療情報システムを活用する。 

負傷者の転送にあたっては、必要に応じて県消防保安課又は医務課等に要請してヘリコ

プターを有効に活用する。 

（３）トリアージの実施 

負傷者が多数にのぼるため、救護所又は医療機関において治療の優先順位をつける必要
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がある場合はトリアージを行う。 
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第３章 鉄道災害対策 

第１節 災害予防対策 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 事故防止知識の普及 

企画課 

上信電鉄（株） 

２ 鉄道の安全な運行の確保 上信電鉄（株） 

３ 鉄道車両の安全性の確保 上信電鉄（株） 

４ 鉄道交通環境の整備 上信電鉄（株） 

５ 再発防止対策の実施 
上信電鉄（株）、富岡甘楽広域

消防本部、富岡警察署 

鉄道事故災害の予防のため、次の対策を推進する。 

また、この計画に定めのない対策（防災訓練等）は、風水害等対策編第２部「災害予防対

策」に準じて実施する。 

１ 事故防止知識の普及 

上信電鉄（株）は、踏切道における自動車との衝突、置石等による列車脱線等の外部要因

による事故を防止するため、全国交通安全運動等の機会を捉え、ポスターの掲示、チラシ類

の配布等を行うなど事故防止に関する知識を広く一般に普及させるよう努める。 

２ 鉄道の安全な運行の確保 

上信電鉄（株）は、次の対策を講ずる。 

（１）列車防護用具の整備等 

事故災害の発生に際して迅速かつ適切な措置を講ずることができるよう、また、自然災

害又は列車の脱線その他の鉄道事故による線路又は建築限界の支障によって被害がさらに

拡大することを防止するため、異常時における列車防護その他の手段による関係列車の停

止手配の確実な実施及び防護無線その他の列車防護用具の整備に努めるとともに、建築限

界の確保や保安設備の点検等の運行管理体制の充実に努める。 

（２）職員の教育訓練等 

乗務員及び保安要員に対する教育訓練体制と教育内容について、教育成果の向上を図る

とともに、科学的な適正検査の定期的な実施に努める。 

（３）計画運休への備え 

大型の台風が接近・上陸する場合など、気象状況により列車の運転に支障が生ずるおそ

れがあるときは、必要により計画的に列車の運転を休止するものとし、①利用者等への情

報提供の内容・タイミング・方法、②振替輸送のあり方、③県・市町村への情報提供の仕

方などについて、情報提供タイムラインをあらかじめ策定しておくとともに、県及び関係

する町との情報提供・連絡体制の確立に努める。 
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３ 鉄道車両の安全性の確保 

上信電鉄（株）は、次の対策を講ずる。 

（１）検査精度の向上 

新技術を取り入れた検査機器の導入を進めることにより、検査精度の向上を図るととも

に、検査修繕担当者の教育訓練内容の充実に努める。 

（２）各種データの分析 

鉄道車両の故障データ及び検査データを科学的に分析し、その結果を車両の保守管理内

容に反映させるよう努める。 

４ 鉄道交通環境の整備 

上信電鉄（株）は、次の対策を講ずる。 

（１）線路防護施設等の整備 

軌道や路盤等の施設の保守を適切に実施するとともに、線路防護施設の整備の促進に努

める。 

（２）運転保安設備の整備 

列車集中制御装置（ＣＴＣ）の整備、自動列車停止装置（ＡＴＳ）の高機能化等の運転

保安設備の整備・充実に努める。 

（３）踏切道の改良の促進 

道路管理者と連携し、踏切道の立体交差化、構造の改良、踏切保安設備の整備、統廃合

の促進等踏切道の改良に努める。 

５ 再発防止対策の実施 

上信電鉄（株）は、次の対策を講ずる。 

（１）事故原因の調査研究 

事故災害の発生後、その徹底的な原因究明を行うために必要となる事故災害発生直後の

施設、車両その他の事項に関し、事故災害発生の直接又は間接の要因となる事実につい

て、富岡警察署、富岡甘楽広域消防本部等の協力を得て調査を進め、事実の整理を行う。 

また、事故の再発防止に資するため、必要に応じて専門家等による実験を含む総合的な

調査研究を行うよう努める。 

（２）安全対策への反映 

事故災害の原因が判明した場合には、個々の鉄道事業者の施設の状況、列車の運転状況

等の実情に応じて、その成果を速やかに安全対策に反映させることにより、同種の事故災

害の再発防止に努める。 
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第２節 災害応急対策 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 災害情報の収集・連絡 

企画課 

国土交通省、県、富岡甘楽広域

消防本部、富岡警察署、上信電

鉄（株） 

２ 救助・救急活動 
富岡甘楽広域消防本部、富岡警

察署、上信電鉄（株）、自衛隊 

３ 消火活動 
上信電鉄（株）、富岡甘楽広域消

防本部 

４ 代替交通手段の確保 上信電鉄（株） 

鉄道事故災害が発生した際は、次の応急対策を迅速かつ的確に実施する。 

また、この対策に定めのない事項は、風水害対策編第３部「災害応急対策」に準じて実施す

る。 

１ 災害情報の収集・連絡 

（１）鉄道事業者における災害情報の収集・連絡 

上信電鉄（株）は、大規模な鉄道災害が発生したときは、速やかに事故の態様、被害の

状況等に関する情報を収集し、国土交通省、県、町、富岡甘楽広域消防本部及び富岡警察

署に連絡する。 

また、被害状況の続報、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等についても、逐次連

絡する。 

（２）町・消防機関における災害情報の収集・連絡 

ア 町は、人的被害の状況等の情報を収集するとともに､被害規模に関する概括的情報を

含め、把握できた範囲から直ちに富岡行政県税事務所（同事務所に連絡がつかない場合

又は緊急を要する場合は県）に連絡する。 

また、被害情報の続報、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等についても逐次連

絡する。 

イ 富岡甘楽広域消防本部は、人的被害の状況等の情報を把握できた範囲から直ちに県危

機管理課に連絡する。 

また、被害情報の続報、応急対策の活動状況等についても逐次連絡する。 

なお、当該事故が次のいずれかに該当する場合は「火災・災害等即報要領」の規定に

基づき、県危機管理課に報告するとともに消防庁に対して直接報告する。 

２ 救助・救急活動 

（１）鉄道事業者による救助・救急活動 

上信電鉄（株）は、事故災害発生直後における負傷者の救助・救急活動を行うよう努め

るとともに、救助・救急活動を実施する各機関に可能な限り協力するよう努める。  
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（２）消防機関・警察機関による救助・救急活動 

消防団、富岡甘楽広域消防本部及び富岡警察署は、救助・救急活動を行うほか、被害状

況の早急な把握に努め、必要に応じ、広域応援の要請を行う。 

また、消防機関は、必要に応じ、群馬ＤＭＡＴの派遣を要請する。この場合、要請した

消防機関は速やかに知事に報告する。 

（３）自衛隊による救助・救急活動 

自衛隊は、知事からの災害派遣要請に基づき、又は必要に応じ、救助・救急活動を行

う。 

（４）住民、自主防災組織及び事業所（企業）による救助・救急活動 

住民、自主防災組織及び事業所は、消防機関、警察機関等に協力して救助・救急活動を

行う。 

（５）資機材等の調達 

ア 救助・救急活動に必要な資機材は、原則として当該活動を実施する機関が携行する。 

イ 救助・救急活動実施機関は、必要に応じて民間からの協力等により救助・救急活動の

ための資機材を確保し、効率的な救助・救急活動を行う。 

３ 消火活動 

（１）鉄道事業者による消火活動 

上信電鉄（株）は、事故災害発生直後における初期消火活動を行うよう努めるととも

に、消火活動を実施する各機関に可能な限り協力するよう努める。 

（２）消防機関による消火活動 

ア 消防団、富岡甘楽広域消防本部は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に

消火活動を行う。 

イ 発災現場以外の消防機関は、発災現場の消防機関からの要請又は相互応援協定に基づ

き、迅速かつ円滑な応援の実施に努める。 

４ 代替交通手段の確保 

上信電鉄（株）は、事故災害が発生した場合には、他の路線への振替輸送、バス代行輸送

等代替交通手段の確保に努める。 
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第３節 災害復旧対策 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 迅速かつ円滑な災害復旧

の実施 企画課 
上信電鉄（株） 

２ 復旧予定時期の明確化 上信電鉄（株） 

鉄道事故災害が発生した際は、次の復旧措置を迅速かつ的確に実施する。 

また、この対策に定めのない事項は、風水害等対策編第４部「災害復旧・復興対策」に準じ

て実施する。 

１ 迅速かつ円滑な災害復旧の実施 

上信電鉄（株）は、事故災害に伴う施設及び車両の被害の状況に応じ、あらかじめ定めら

れた復旧資材の調達計画及び人材の応援等に関する計画を活用しつつ、迅速かつ円滑に被災

施設及び車両の復旧に努める。 

２ 復旧予定時期の明確化 

上信電鉄（株）は、可能な限り、復旧予定時期を明確化するよう努める。  
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第４章 危険物等災害対策 

危険物等の製造、貯蔵、取扱又は輸送を行う事業者（以下この章において「危険物等取扱事

業者」という。）、危険物等の取扱規制担当官公署は、危険物等の災害予防、災害時の応急対

策を適切に実施する。 

なお、危険物等の種類ごとの取扱規制担当官公署は、次表のとおりである。 

危険物等の種類 取扱規制担当官公署 

１ 消防法第２条第７項で規定する「危険物」 

○消防庁 

○県消防保安課 

○富岡甘楽広域消防本部 

２ 火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９

号）第２条第１項で規定する「火薬類」 

○経済産業省 

○関東東北産業保安監督部 

○県消防保安課 

○富岡甘楽広域消防本部 

３ 高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０

４号）第２条で規定する「高圧ガス」 

○経済産業省 

○関東東北産業保安監督部 

○県消防保安課 

○富岡甘楽広域消防本部 

４ ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）第

２条第８項で規定するいわゆる「都市ガス」 

○経済産業省 

○関東東北産業保安監督部 

５ 毒物及び劇物取締法（昭和２５年法律第

２０３号）第２条で規定する「毒物」及び「劇

物」 

○厚生労働省 

○県薬務課 

６ 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７

号）施行令別表第１に規定する「危険物」 

○厚生労働省 

○県薬務課 

７ 原子力基本法（昭和３０年法律第１８６

号）第３条で規定する「核燃料物質」及び核

燃料物質によって汚染された物 

○原子力規制委員会 

○国土交通省※ 

○県公安委員会※ 

８ 放射性同位元素等による放射線障害の防

止に関する法律（昭和３２年法律第１６７

号）で規定する「放射性同位元素」 

○原子力規制委員会 

○国土交通省※ 

○県公安委員会※ 

９ 前各号に掲げた物資に類似する引火性、

発火性、爆発性又は毒性を有する物質 
 

※国土交通省と県公安委員会は事業所外運搬について関与 
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第１節 災害予防対策 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 危険物等施設の安全性の

確保 
総務課（地域安全係） 危険物等取扱事業者 

２ その他の災害予防 建設水道課（建設係、管理係） 

県、富岡甘楽広域消防本部、富

岡警察署、富岡土木事務所、危

険物等取扱事業者 

危険物等災害の予防のため、次の対策を推進する。 

また、この計画に定めのない対策（防災訓練等）は、風水害等対策編第２部「災害予防対

策」に準じて実施する。 

１ 危険物等施設の安全性の確保 

（１）技術基準の遵守 

危険物等取扱事業者は、法令で定める技術基準を遵守する。 

（２）立入検査の徹底 

危険物等の取扱規制担当官公署は、危険物等関係施設に対する立入検査を徹底し、施設

の安全性の確保に努める。 

（３）自主保安体制の整備 

危険物等取扱事業者は、自主保安規程等の遵守、自衛消防組織等の設置及び定期点検・

自主点検の実施等の自主保安体制の整備を推進する。 

（４）講習会・研修会の実施 

危険物等の取扱規制担当官公署は、事業者及び危険物取扱者等の有資格者に対して講習

会、研修会の実施等により保安管理及び危険物等に関する知識の向上を図ることにより、

危険物等関係施設における保安体制の強化を図る。 

（５）再発防止の徹底 

危険物等の取扱規制担当官公署及び危険物等取扱事業者は、危険物等災害が生じた場合

に、その原因の徹底的な究明に努め、原因究明を受けて必要な場合には法令で定める技術

基準の見直し等を行い、危険物等関係施設の安全性の向上に努める。 

２ その他の災害予防 

（１）防災業務関係者の安全確保 

危険物等取扱事業者、富岡甘楽広域消防本部、富岡警察署は、応急対策活動を行う防災

要員の安全を確保するため、危険物等の性状に応じた防護マスク、防護服、環境測定機器

等防護用資機材の整備を図る。 

（２）防除活動体制の整備 

危険物等取扱事業者、富岡甘楽広域消防本部等は、危険物等が大量流出した場合に備え

て、避難誘導活動及び防除活動のための体制の整備に努める。 

危険物等取扱事業者、富岡甘楽広域消防本部、県、河川管理者、町等は、危険物等が河
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川等に大量流出した場合に備えて、避難誘導に必要な資機材及びオイルフェンス等防除資

機材の整備を図る。 

石油事業者団体は、油等が大量流出した場合に備えて油防除資機材の整備を図る。 

（３）応急復旧活動体制の整備 

危険物等取扱事業者は、施設、設備の被害状況の把握及び応急復旧を行うため、あらか

じめ体制、資機材を整備する。 
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第２節 災害応急対策 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 災害情報の収集・連絡 総務課（地域安全係） 
県、富岡甘楽広域消防本部、富

岡警察署、富岡行政県税事務所 

２ 救助・救急活動 
総務課（地域安全係）、消防団 

県、富岡甘楽広域消防本部、富

岡警察署 

３ 消火活動 富岡甘楽広域消防本部 

４ 危険物等の大量流出に対

する応急対策 
保健課（環境係） 

県、富岡甘楽広域消防本部、河

川管理者 

５ 核燃料物質等の事業所外

運搬中の事故対策 

総務課（地域安全係）、保健課

（環境係） 

県、富岡甘楽広域消防本部、富

岡警察署、原子力事業者等 

危険物等の事故災害が発生した際は、次の復旧措置を迅速かつ的確に実施する。 

また、この対策に定めのない事項は、風水害対策編第３部「災害応急対策」に準じて実施す

る。 

１ 災害情報の収集・連絡 

（１）事業者における災害情報の収集・連絡 

危険物等取扱事業者は、危険物等による大規模な事故が発生したときは、速やかに事故

の態様、被害の状況等に関する情報を収集し、当該危険物等の取扱規制担当官公署、県、

町、富岡甘楽広域消防本部及び富岡警察署に連絡する。 

また、被害状況の続報、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等についても、逐次連

絡する。 

（２）町における災害情報の収集・連絡 

町は、人的被害の状況、火災の発生状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関す

る概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに富岡行政県税事務所（同事務所に連絡が

つかない場合又は緊急を要する場合は県危機管理課）に連絡する。 

また、被害情報の続報、応急対策の活動状況等についても逐次連絡する。 

（３）富岡甘楽広域消防本部における災害情報の収集・連絡 

富岡甘楽広域消防本部は、人的被害の状況、火災の発生状況等の情報を把握できた範囲

から直ちに県に連絡する。 

また、被害情報の続報、応急対策の活動状況等についても逐次連絡する。 

なお、当該事故が次のいずれかに該当する場合は、「火災・災害等即報要領」の規定に

基づき、県危機管理課に報告するとともに消防庁に対して直接報告する。 
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１ 危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の施設内又

は周辺で、５００㎡程度以上の区域に影響を与えたもの又は与えるおそれがあるも

の 

２ 危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、次に該当す

るもの 

ア 河川へ危険物等が流出したもの又は流出するおそれがあるもの 

イ 大規模タンクからの危険物等の漏えい等 

３ 高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う、火災・危険物等の漏えい事

故 

４ 放射性物質を輸送する車両において、火災の発生したもの（発生するおそれがあ

るものを含む。）及び 核燃料物質等の運搬中に事故が発生した旨、原子力事業者等

から消防機関に通報があったもの 

５ 原災法第１０条の規定により、原子力事業者から基準以上の放射線が検出される

等の事象の通報が町長にあったもの 

２ 救助・救急活動 

（１）危険物等取扱事業者による救助・救急活動 

危険物等取扱事業者は、事故災害発生直後における負傷者の救助・救急活動を行うよう

努めるとともに、救助・救急活動を実施する各機関に可能な限り協力するよう努める。 

（２）消防機関・警察機関による救助・救急活動 

富岡甘楽広域消防本部及び富岡警察署は、救助・救急活動を行うほか、被害状況の早急

な把握に努め、必要に応じ、広域応援の要請を行う。 

また、消防機関は、必要に応じ、群馬ＤＭＡＴの派遣を要請する。この場合、要請した

消防機関は速やかに知事に報告する。 

（３）住民、自主防災組織及び事業所（企業）による救助・救急活動 

住民、自主防災組織及び事業所は、消防機関、警察機関等に協力して救助・救急活動を

行う。 

（４）資機材等の調達 

救助・救急活動に必要な資機材は、原則として、当該活動を実施する機関が携行する。 

救助・救急活動実施機関は、必要に応じて民間からの協力等により、救助・救急活動の

ための資機材を確保し、効率的な救助・救急活動を行う。 

（５）救助・救急活動従事者の安全の確保 

救助・救急活動実施機関は、当該危険物等の性状に応じ、環境モニタリング、防護用資

機材の装着等の措置を講ずることにより、救助・救急活動に従事する職員の安全を確保す

る。 

３ 消火活動 

（１）危険物等取扱事業者による消火活動 

危険物等取扱事業者は、危険物等災害発生直後における初期消火活動を行うよう努める

とともに、消火活動を実施する消防機関に協力する。  
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（２）消防機関による消火活動 

富岡甘楽広域消防本部は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を

行う。 

発災現場以外の消防機関は、発災現場の消防機関からの要請又は相互応援協定に基づ

き、迅速かつ円滑な応援の実施に努める。 

（３）消火活動従事者の安全の確保 

富岡甘楽広域消防本部は、当該危険物等の性状に応じ、環境モニタリング、防護用資機

材の装着等の措置を講ずることにより、消火活動に従事する職員の安全を確保する。 

４ 危険物等の大量流出に対する応急対策 

危険物等取扱事業者、消防団及び富岡甘楽広域消防本部、県、河川管理者、町等は、危険

物等が河川等に大量流出した場合、直ちに関係機関と協力の上、環境モニタリング、危険物

等の処理等必要な措置を講ずる。 

なお、その際、関係行政機関等からなる水質汚濁防止連絡協議会の活用など、既存の組織

を有効に活用する。 

５ 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故対策 

原子力事業者、県その他関係機関は、核燃料物質等※１の運搬中の事故による特定事象※２

が発生したときは、本章の各節に掲げた対策に加え、本節に掲げた対策を講ずる。 

※１「核燃料物質等」とは、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物をいう。（以下こ

の節において同じ。） 

※２「特定事象」とは、原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号、以下「原災

法」という。）第１０条第１項の規定により通報を行うべき事象であって、事業所外運搬にお

いては次のいずれかの事象をいう。 

１ 火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、運搬容器から１ｍ離れた場所に

おいて、１時間あたり１００マイクロシーベルト以上の放射線量率が検出されたこと又

は検出される蓋然性が高いこと。 

２ 火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、運搬容器から放射性物質が漏え

いすること又は漏えいする蓋然性が高いこと。 

（１）特定事象発生の連絡 

原子力防災管理者※３は、核燃料物質等の運搬中の事故による特定事象発見後又は発見の

通報を受けた場合、１５分以内を目途として官邸（内閣官房）、安全規制担当省庁（原子

力規制委員会又は国土交通省をいう。以下この節において同じ。）、文部科学省、経済産

業省、内閣府、県、事故発生場所を管轄する町、富岡警察署、富岡甘楽広域消防本部など

関係機関に文書で送信する。さらに主要な機関等に対しては、その着信を確認する。以

後、応急対策の活動状況等を随時連絡する。 

※３「原子力防災管理者」とは、原災法第９条に基づき原子力事業者がその原子力事業所の原

子力防災組織を統括させるために選任した者 

（２）原子力事業者等の対応 

原子力事業者及び原子力事業者から運搬を委託された者（以下この節において「原子力

事業者等」という。）は、直ちに、携行した防災資機材を用いて立入制限区域の設定、汚
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染・漏えいの拡大防止対策、遮へい対策、モニタリング、消火・延焼の防止、救出、避難

等の危険時の措置をかつ迅速に行うことにより、原子力災害の発生の防止を図る。 

さらに、直ちに必要な要員を現場に派遣するとともに、必要に応じ他の原子力事業者に

要員及び資機材の派遣要請を行う。 

原子力事業者等は、原災法第１６条の規定に基づき国の原子力災害対策本部が設置され

たときは、同本部長の指揮の下、原子力施設における原子力災害に準じた緊急事態応急対

策を主体的に講ずる。 

（３）専門家の派遣及び防災資機材の動員 

県は、安全規制担当省庁及び量子科学技術研究開発機構高崎量子応用研究所に対し、原

子力専門家の現場への派遣及び原子力防災資機材の現地へ動員を直ちに要請する。 

（４）消防機関及び警察機関の対応 

富岡甘楽広域消防本部は、事故の通報を受けた場合、直ちにその旨を県に報告するとと

もに、事故の状況の把握に努め、事故の状況に応じて、消防職員の安全確保を図りなが

ら、原子力事業者等に協力して、火災の消火、救助、救急等必要な措置を実施する。 

富岡警察署は、事故の通報を受けた場合、事故の状況の把握に努め、事故の状況に応じ

て警察職員の安全確保を図りながら、原子力事業者等と協力して人命救助、避難誘導、交

通規制等必要な措置を実施する。 

（５）一般公衆の安全の確保 

県及び町は、事故現場周辺の住民を避難させるなど一般公衆の安全を確保するために必

要な措置を講ずることについて、原災法第２０条第３項の規定に基づき国の原子力災害対

策本部又は原子力災害現地対策本部から指示を受けたときは、速やかに当該措置を講ず

る。 
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第３節 災害復旧対策 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 公共施設の災害復旧 各担当課 施設管理者等 

危険物等の事故災害が発生した際は、次の復旧措置を迅速かつ的確に実施する。 

また、この対策に定めのない事項は、風水害対策編第４部「災害復旧・復興対策」に準じて

実施する。 

１ 公共施設の災害復旧 

（１）迅速かつ円滑な災害復旧の実施 

公共施設の管理者は、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画及び人材の広域応援等に

関する計画を活用しつつ、迅速かつ円滑に被災した公共施設の復旧事業を行う。 

（２）復旧予定時期の明確化 

公共施設の管理者は、復旧にあたり、可能な限り復旧予定時期を明示する。 
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第５章 県外の原子力施設事故対策 

群馬県内には原子力施設※１が立地せず、県外に立地する原子力施設に関する「原子力災害対

策重点区域」設定の目安となる範囲※２にも本県の地域は含まれていない。 

しかし、平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原子力発電

所事故においては大量の放射性物質が放出し、それまでの想定を超える事態が発生した。 

また、県は空間放射線量率のモニタリング強化や県産農林水畜産物等の放射性物質検査を実

施するなど前例のない災害対応を実施した。 

このため、この経験を踏まえて県外の原子力施設の事故を想定した対策を計画し、町、県、

その他の関係機関等が実施すべき対策や連携体制の整備を推進することで、住民の不安を解消

する。 

※１「原子力施設」は、原子力規制委員会が原災法第６条の２第１項に基づいて定める「原子力

災害対策指針」の対象施設をいう。 

※２「原子力災害対策重点区域」設定の目安となる範囲は、平成２７年１２月１日現在、実用発

電用原子炉に係る原子力施設について、最大でも「原子力施設から概ね３０㎞」とされてい

る。 

なお、県外の原子力施設事故災害対策においての専門的・技術的事項については、原子力規

制委員会が定める原子力災害対策指針を十分に尊重するものとし、必要に応じて随時本対策を

見直すものとする。 

また、この対策に定めのない事項は、風水害等対策編による。  
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風水害-156 

第１節 災害予防対策 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 情報の収集・連絡体制等の

整備 
保健課（環境係） 

原子力事業者等 

２ 環境放射線モニタリング

の実施 
 

県外の原子力施設事故の予防のため、次の対策を推進する。 

また、この計画に定めのない対策（防災訓練等）は、風水害等対策編第２部「災害予防対

策」に準じて実施する。 

１ 情報の収集・連絡体制等の整備 

県は、県外に立地する原子力施設の事故に対し、万全を期すため、国、町、原子力施設が

立地する都道府県、原子力事業者等の防災関係機関との間において情報の収集・連絡体制の

一層の整備・充実を図る。 

２ 環境放射線モニタリングの実施 

町は、他県での原子力施設事故発生時における環境評価に用いるための比較データを収

集・蓄積するため、平時から町内の公共施設における環境放射線モニタリングを継続する。 
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第２節 災害応急対策 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 災害情報の収集・連絡 

保健課（環境係） 

県 

２ モニタリング体制の強化 県 

３ 住民等への情報伝達 県 

４ 水道水、飲食物の摂取制限 
保健課（環境係）、建設水道課

（水道係、庶務係）、農林課 
県、甘楽富岡農業協同組合 

５ 風評被害等の未然防止 農林課、商工観光課 県 

６ 廃棄物の適正処理 保健課（環境係） 県、甘楽西部環境衛生施設組合 

７ 各種制限措置の解除 各担当課 県 

８ 避難者の受入れ 総務課（地域安全係） 県 

県外の原子力施設事故が発生した際は、次の応急対策を迅速かつ的確に実施する。 

また、この対策に定めのない事項は、風水害等対策編第３部「災害応急対策」に準じて実施

する。 

１ 災害情報の収集・連絡 

県は、県外に立地する原子力施設において放射性物質又は放射線が異常な水準で放出され

るなどの事象等（以下「異常事象等」という）が発生した場合は、関係省庁（原子力規制委

員会、文部科学省、経済産業省、内閣府、総務省消防庁等）や関係県等からの情報収集に努

める。 

なお、県は、必要に応じて収集した情報を町、その他の関係機関へ提供する。 

２ モニタリング体制の強化 

（１）空間放射線量率モニタリングの強化 

県は、平常時に行っているモニタリングポスト等によるモニタリング結果の取りまとめ

を行うとともに、観測データの推移に留意し、必要に応じて、その状況を逐次、国、町、

関係機関へ連絡する。 

また、必要に応じて、モニタリングの箇所数の増加や可搬型測定機器による測定等モニ

タリングの強化を図る。 

（２）水道水の放射性物質検査 

水道事業者は、水道水の放射性物質検査を実施し、結果を共有する。 

（３）農林水畜産物等の放射性物質検査 

県は、県産農林水畜産物等に係る放射性物質検査を実施する。 

（４）焼却灰等の放射性物質汚染状況の把握 

県は、廃棄物処理施設に係る焼却灰、排出ガス、放流水の放射性物質検査の情報を収

集、把握する。 
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３ 住民等への情報伝達 

（１）住民等への情報伝達活動 

県は、町、国等と連携し、異常事象等に関する情報を広く住民に向けて提供し、異常事

象等に伴う混乱を未然に防ぎ、あるいはその軽減に努める。 

県は、防災行政無線等により町に情報提供するとともに、テレビやラジオなどの放送事

業者、新聞社等の報道機関の協力を得た広域的な情報提供に努める。 

また、インターネット等を活用した情報の提供にも努める。 

県は、住民への情報伝達等にあたっては、情報の発信元を明確にするとともに、理解し

やすく誤解を招かない表現に努める。 

また、必要に応じて伝達する情報の内容を理解する上で参考となる情報等を併せて提供

する。 

県は、伝達する情報について、国の原子力災害対策本部、原子力施設の立地県及び原子

力事業者等と連絡を取り、その内容を十分に確認する。 

県は、住民等のニーズに応じた多様な内容を情報提供するよう努める。 

（２）相談窓口等の設置 

県は、町や国等と連携し、必要に応じて速やかに住民等からの問い合わせに対応できる

よう相談窓口を開設し、必要な要員を配置する。 

県は、住民からの相談等で、十分な情報がない場合は、関係機関と速やかに連絡を取

り、情報を収集し、解決を図るよう努める。 

（３）避難者等への表面汚染測定の実施 

県は、放射性物質や放射線に対する不安を払しょくするために、国が原子力災害対策指

針を踏まえ決定した避難退域時検査を行う際の基準の連絡を受け、必要に応じ、住民や県

外避難者等に対して、放射線測定器による表面汚染測定を実施する。 

（４）避難者等への除染の実施 

県は、表面汚染測定の結果、除染を必要とする場合、除染場所や体制を確保して実施す

る。 

４ 水道水、飲食物の摂取制限 

（１）水道水の摂取制限等 

県は、原子力災害対策指針の指標や、厚生労働省から示された管理目標に基づく指示及

び要請に基づき、水道事業者に対して摂取制限等の措置及び広報の要請を実施する。 

（２）飲食物の摂取制限等 

県は、原子力災害対策指針、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）上の基準値を踏

まえた国の指示及び要請に基づき、当該飲食物の回収及び販売禁止等必要な措置を講ず

る。 

（３）農林水畜産物等の採取及び出荷制限 

県は、原子力災害対策指針、食品衛生法上の基準値を踏まえた国の指示及び要請に基づ

き、農林水畜産物の採取の禁止、出荷制限等必要な措置を講じるよう、町、関係団体（甘

楽富岡農業協同組合）、生産者等に要請する。 
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（４）食料及び飲料水の供給 

県は、町と協力して関係住民への食料・飲料水及び生活必需品等の調達、供給を講ず

る。 

（５）上下水処理等副次産物の利活用について 

県は、国からの指導・助言、指示及び放射性物質検査に基づき、各処理施設から発生す

る副次産物の利活用について、搬出制限等必要な措置を講じる。 

５ 風評被害等の未然防止 

県は、国及び町と連携し、また、報道機関等の協力を得て、各種モニタリングの結果等を

踏まえた農林水畜産物、工業製品、地場産品等の適正な流通の促進、観光客の減少防止のた

めの広報活動等を行う。 

６ 廃棄物の適正処理 

県は、町と連携し、放射性物質汚染対処特措法に基づき、各事業者から発生する廃棄物の

処理について、必要な措置が講じられるよう指導監督する。 

７ 各種制限措置の解除 

県、町は、放射性物質検査の結果及び国が派遣する専門家の判断、国の指示等を踏まえ、

水道水・飲食物の摂取制限、農林水畜産物の採取の禁止・出荷制限等、上下水処理等副次産

物の搬出制限等の各種制限措置を解除する。 

８ 避難者の受入れ 

町は、原子力災害の発生により県外から避難者の受入れ要請があった場合、一時避難場所

を確保するとともに、公共施設等を活用し避難者の受入れに努める。 

なお、浜岡原子力発電所で災害が発生した場合、県内に静岡県牧之原市の避難者の受入れ

が計画されており、県と調整の上、避難者を受入れる。  
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風水害-160 

第３節 災害復旧対策 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ モニタリングの継続実施

と結果の公表 
保健課（環境係） 県、原子力事業者等 

２ 風評被害等の影響軽減 農林課、商工観光課 県 

３ 健康への影響と対策の検

討 

保健課（保健推進係、保健予防

係） 
県 

県外の原子力施設事故が発生した際は、迅速かつ円滑な災害復旧のため、次の措置を講じ

る。 

また、この対策に定めのない事項は、風水害等対策編第４部「災害復旧・復興対策」に準じ

て実施する。 

１ モニタリングの継続実施と結果の公表 

県は町と連携し、また、必要に応じて原子力事業者その他関係機関と協力し、空間放射線

量率のモニタリング、水道水、農林水畜産物、上下水処理等副次産物の放射性物質検査を継

続し、その結果を速やかに公表する。 

２ 風評被害等の影響軽減 

県は、国及び町と連携し、また、報道機関等の協力を得て、各種モニタリングの結果等を

踏まえた農林水畜産物、工業製品、地場産品等の適正な流通の促進、観光客の減少防止のた

めの広報活動等を引き続き行う。 

３ 健康への影響と対策の検討 

県は、モニタリング調査の結果等により、住民への健康の影響が懸念される場合は、放射

線治療や放射線測定の専門家からなる有識者会議などを活用し、影響の程度や対策について

検討する。 
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風水害-161 

第６章 火山災害対策 

第１節 災害予防対策 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 火山に関する知識の普及 総務課（地域安全係）  

２ 事前対策の検討 各担当課  

火山災害の予防のため、次の対策を推進する。 

また、この計画に定めのない対策（防災訓練等）は、風水害等対策編第２部「災害予防対

策」に準じて実施する。 

１ 火山に関する知識の普及 

町は、火山の噴火による降灰によって生じる被害等について、住民に対して周知する。 

２ 事前対策の検討 

町は、降灰によって生じることが想定される事態について、事前対策を検討する。 

（１）町民の健康被害への対策 

（２）降灰による停電、空調機器の支障等への対策 

（３）視界不良時の交通安全確保 

（４）農産物等の被害軽減対策 

（５）上水道施設への影響の軽減対策 

（６）降灰処理 
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風水害-162 

第２節 災害応急対策 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 火山情報の収集・伝達 
総務課（地域安全係） 

気象庁、前橋地方気象台、県 

２ 交通安全の確保 富岡警察署、道路管理者 

３ 火山灰の除去 保健課（環境係）  

４ 町民の健康被害への対応 
保健課（保健推進係、保健予防

係） 
 

火山災害が発生した際は、次の応急対策を迅速かつ的確に実施する。 

また、この対策に定めのない事項は、風水害等対策編第３部「災害応急対策」に準じて実施

する。 

１ 火山情報の収集・伝達 

（１）収集する情報 

町は、日光白根山、草津白根山及び浅間山の噴火が確認された場合、火山に関する情報

を収集する。 

【収集する情報】 

収集する情報 

火山（降灰）情報、気象予警報、気象情報 

降灰・火山ガス等による健康・環境への影響に関すること 

火山灰の除去及び処理に関すること 

（２）火山（降灰）情報 

ア 降灰による被害状況の調査 

町は、町内で降灰が確認された場合、降灰の有無、堆積の状況等を調査する。 

イ 降灰に関する重要な情報の伝達 

町は、降灰に関する重要な情報について、気象庁、関係機関から通報を受けたとき、

又は自ら知ったときは、直ちに管内の公共的団体、重要施設管理者、地区等の住民組

織、自主防災組織等に通報するとともに、富岡警察署・富岡甘楽広域消防本部の協力を

得て住民に周知する。 

（３）降灰予報 

町は、気象庁が発表する降灰予報を収集する。 

【降灰予報】 

区分 内容 

降灰予報

（定時） 

・噴火警報発表中の火山で、噴火により人々の生活に影響を及ぼす降灰が予想

される場合に、定期的（３時間ごと）に発表 

・１８時間先（３時間区切り）までに噴火した場合に予想される降灰範囲や小

さな噴石の落下範囲を提供 

降灰予報

（速報） 

・噴火の発生を通報する「噴火に関する火山観測報」を受けて発表 

・降灰予報（定時）を発表中の火山では、「やや多量」以上の降灰が予測された

場合に発表 
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・降灰予報（定時）が未発表の火山では、予測された降灰が「少量」のみであ

っても必要に応じて発表 

・事前計算された降灰予報結果から適切なものを抽出することで、噴火後速や

かに（５～１０分程度で）発表 

・噴火発生から１時間以内に予想される降灰量分布や小さな噴石の落下範囲を

提供 

降灰予報

（詳細） 

・噴火の観測情報（噴火時刻、噴煙高など）を用いて、より精度の高い降灰予

測計算を行い発表 

・降灰予報（定時）を発表中の火山では、「やや多量」以上の降灰が予測された

場合に発表 

・降灰予報（定時）が未発表の火山では、予測された降灰が「少量」のみであ

っても必要に応じて発表 

・降灰予測計算結果に基づき、噴火後２０～３０分程度で発表 

・噴火発生から６時間先まで（１時間ごと）に予想される降灰量分布や降灰開

始時刻を提供 

（４）火山情報の伝達 

風水害等対策編 第３部第１章第１節を準用する。 

２ 交通安全の確保 

道路管理者及び富岡警察署は、降灰時の視界不良による事故等の発生を防ぐため、交通規

制を実施する。 

３ 火山灰の除去 

敷地内の火山灰の除去は、原則として当該土地の所有者等が行う。 

町は、各家庭等から排出された火山灰の回収、処分を実施する。 

４ 町民の健康被害への対応 

町は、必要に応じて健康相談等を実施する。 
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第６章 火山災害対策 

風水害-164 

第３節 災害復旧対策 

火山災害が発生した際は、風水害等対策編第４部「災害復旧・復興対策」に準じて復旧作業

を実施する。 
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第７章 大規模な火事災害対策 

第１節 災害予防対策 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 火災に強いまちづくり 

総務課（地域安全係） 

県、富岡甘楽広域消防本部 

２ 大規模な火事災害防止の

ための情報の充実 
県、前橋地方気象台 

３ 救助・救急、医療及び消火

活動体制の整備 

総務課（地域安全係）、消防団、

保健課（保健推進係、保健予防

係） 

県、富岡甘楽広域消防本部、自

衛隊、医療機関 

大規模な火事の予防のため、次の対策を推進する。 

また、この計画に定めのない対策（防災訓練等）は、風水害等対策編第２部「災害予防対

策」に準じて実施する。 

１ 火災に強いまちづくり 

（１）火災に強いまちの形成 

県、町、富岡甘楽広域消防本部は、次により、火災に強い都市構造の形成を図るものと

する。 

ア 避難路、避難地、延焼遮断帯、幹線道路、都市公園、河川など骨格的な都市基盤施設

及び防災安全街区の整備 

イ 老朽木造住宅密集市街地の解消等を図るための土地区画整理事業の実施 

ウ 市街地再開発事業等による市街地の面的な整備 

エ 建築物や公共施設の耐震・不燃化 

オ 耐震性貯水槽、備蓄倉庫、河川水等を消防水利として活用するための施設の整備 

（２）火災に対する建築物の安全化 

ア 消防用設備等の整備、維持管理 

公共施設の管理者、事業者等は、多数の人が出入りする事業所等、病院、ホテル等の

防火対象物について、消防法に基づくスプリンクラー設備等の消防用設備等の設置を促

進するとともに、定期的に点検を行うなど適正な維持管理を行う。 

イ 建築物の防火管理体制 

公共施設の管理者、事業者等は、多数の人が出入りする事業所等の防火対象物につい

て、防火管理者を適正に選任するとともに、防火管理者が当該建築物についての消防計

画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の実施等防火管理上必要な業

務を適正に行うなど、防火管理体制の充実を図るものとする。 

（３）建築物の安全対策の推進 

県及び町は、文化財保護のための施設・設備の整備等の防火対策に努める。 

（４）一般住宅への火災警報器の設置 

町及び富岡甘楽広域消防本部は、住宅用火災警報器の設置を促進する。 
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２ 大規模な火事災害防止のための情報の充実 

（１）火災に係る気象情報の充実 

前橋地方気象台は、大規模な火事災害を防止するため、気象の実況の把握に努め、災害

防止のための情報の充実と適時・的確な情報発表に努める。 

（２）火災気象通報 

前橋地方気象台は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、消防法第２

２条第１項の規定に基づき当該状況を県に通報する。 

県は、（１）の通報を受けたときは、消防法第２２条第２項の規定に基づき、直ちにこ

れを町に通報する。 

（３）火災警報 

町は、火災気象通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めると

きは、消防法第２２条第３項の規定に基づき、火災に関する警報として「火災警報」を発

表する。 

３ 救助・救急、医療及び消火活動体制の整備 

（１）救助・救急活動体制の整備 

富岡甘楽広域消防本部、県警察、自衛隊、県及び町は、救助工作車、救急車、照明車等

の車両及びエンジンカッター、チェーンソー等の救急救助用資機材の整備に努める。 

（２）医療活動体制の整備 

県、町、日本赤十字社、災害拠点病院及び公的医療機関は、負傷者が多人数にのぼる場

合を想定し、応急救護用医薬品、医療資機材等の備蓄に努める。 

富岡甘楽広域消防本部と医療機関は、広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）及び

群馬県統合型医療情報システムの情報を共有することにより、迅速に負傷者を適切な医療

機関に搬送できるよう、連携体制の整備を図る。 

（３）消火活動体制の整備 

町は、大規模な火事に備え、消火栓のみに偏ることなく、防火水槽の整備、河川水等の

自然水利の活用、水泳プール、ため池等の指定水利としての活用等により、消防水利の多

様化を図るとともに、その適正な配置に努める。 

また、平常時から消防機関及び自主防災組織等の連携強化を図り、区域内の被害の想定

の実施及びそれに伴う消防水利の確保、消防体制の整備に努める。 

その他、消防ポンプ自動車等の消防用機械・資機材の整備促進に努める。  
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第２節 災害応急対策 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 災害情報の収集・連絡 総務課（地域安全係） 県、富岡甘楽広域消防本部 

２ 消火活動 消防団 県、富岡甘楽広域消防本部 

大規模な火事が発生した際は、次の応急対策を迅速かつ的確に実施する。 

また、この対策に定めのない事項は、風水害等対策編第３部「災害応急対策」に準じて実施

する。 

１ 災害情報の収集・連絡 

（１）町における災害情報の収集・連絡 

町は、火災の発生状況、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関す

る概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに富岡行政県税事務所（同事務所に連絡が

つかない場合又は緊急を要する場合は県危機管理課）に連絡する。 

また、被害情報の続報、応急対策の活動状況等についても逐次連絡する。 

（２）富岡甘楽広域消防本部における災害情報の収集・連絡 

富岡甘楽広域消防本部は、火災の発生状況、人的被害の状況等の情報を把握できた範囲

から直ちに県危機管理課に連絡する。 

また、被害情報の続報、応急対策の活動状況等についても逐次連絡する。 

なお、県又は消防庁への連絡・報告は、別記「火災・災害等即報要領」第１号様式（火

災）による。 

２ 消火活動 

（１）住民、自主防災組織、企業による消火活動 

住民及び自主防災組織は、火災の拡大を防ぐため、自発的に初期消火活動を行うととも

に消防機関に協力する。 

企業は、自らの事業所から出火したときは、その初期消火に努める。 

なお、自衛消防隊を組織する企業は、近隣で発生した火災についてその消火に協力す

る。 

（２）消防機関による消火活動 

富岡甘楽広域消防本部は、次の活動を行う。 

ア 速やかに管轄区域内の火災の全体状況を把握するとともに、迅速に重点的な部隊の配

置を行う。特に、同時多発的に火災が発生し対応ができなくなった場合は、最重要防御

地域等の優先順位を定め、迅速な消火に努める。 

イ 管内の消防力では対応できないと認めるときは、直ちに広域応援協定等に基づき広域

応援を求める。 

ウ 県内の消防力では対応できないと認めるときは、消防組織法第２４条の３の規定に基

づき、消防庁長官に対し他都道府県の消防機関（「緊急消防援助隊」を含む。）の派遣

を要請するよう、直ちに知事に要求する。 
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エ 具体的な消防活動は、消防計画による。  
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第３節 災害復旧対策 

大規模な火事災害が発生した際は、風水害等対策編第４部「災害復旧・復興対策」に準じて

復旧作業を実施する。 
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第８章 林野火災応急対策 

第１節 災害予防対策 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 林野火災に強い地域づく

り 
農林課（林業係） 

県、関東森林管理局 

２ 林野火災防止のための情

報の充実 
県、関東森林管理局 

林野火災の予防のため、次の対策を推進する。 

また、この計画に定めのない対策（防災訓練等）は、風水害等対策編第２部「災害予防対

策」に準じて実施する。 

１ 林野火災に強い地域づくり 

（１）総合的事業計画の作成 

林野火災の実情により、町は、県と協議して、「林野火災特別地域」を決定し、当該地

域の特性に配慮した林野火災対策に係る総合的な事業計画として「林野火災特別地域対策

事業計画」を作成し、その推進を図る。 

（２）防火に資する林道の整備 

県、町及び関東森林管理局は、林野火災の延焼防止に資する林道の整備を図る。 

（３）監視パトロール等の強化 

県、町及び関東森林管理局は、火災警報発令中の火の使用制限の徹底を図るとともに、林野

火災多発時期における監視パトロール等の強化、火入れを行う者に対する適切な対応等を行

う。 

２ 林野火災防止のための情報の充実 

風水害等対策編 第５部第７章第１節「２ 大規模な火事災害防止のための情報の充実」

に準じて実施する。 
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第２節 災害応急対策 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 消火活動 消防団 県、富岡甘楽広域消防本部 

２ 二次災害の防止活動 農林課（林業係） 県、関東森林管理局 

林野火災が発生した際は、次の応急対策を迅速かつ的確に実施する。 

また、この対策に定めのない事項は、風水害等対策編第３部「災害応急対策」に準じて実施

する。 

１ 消火活動 

（１）被災地域内の消防機関等による消火活動 

ア 住民及び自主防災組織による消火活動 

住民及び自主防災組織は、火災の拡大を防ぐため、自発的に初期消火活動を行うとと

もに消防機関に協力する。 

イ 富岡甘楽広域消防本部による消火活動 

消防機関は、林野火災防御図の活用等を図りつつ、効果的な消火活動を実施する。 

また、管内の消防力では対応できないと判断したときは、時期を失することなく近隣

の消防機関に応援を要請し、又は県に対し防災ヘリコプターによる空中消火を要請する

など、早期消火に努める。 

（２）被災地域外の消防機関等による応援 

ア 被災地域外の消防機関による応援 

被災地域外の消防機関は、被災地域内の消防機関からの要請又は相互応援協定に基づ

き、消防機関による応援の迅速かつ円滑な実施に努める。 

応援のため出動した消防機関は、応援を受けた消防機関の指揮の下で活動する。 

イ 県及び自衛隊による応援 

県は、防災ヘリコプターによる空中消火について被災地域内の消防機関から要請を受

けたときは、直ちに空中消火を実施する。 

また、県内の消防力では対応できないと判断したときは、時期を失することなく他県

の防災ヘリコプターの応援を要請し、又は自衛隊のヘリコプターの災害派遣を要請す

る。 

自衛隊は、知事からの災害派遣要請に基づき、ヘリコプターによる空中消火又はジェ

ットシューター等による地上消火を行う。 

２ 二次災害の防止活動 

林野火災により流域が荒廃した地域の下流部においては、土石流等の二次災害が発生する

おそれがある。 

このため、県、関東森林管理局及び町は、降雨等による二次的な土砂災害等の防止施策と

して、土砂災害等の危険箇所の点検を行う。 
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その結果、危険性が高いと判断された箇所については、関係住民への周知を図り、警戒避

難体制の整備を行い、速やかに砂防設備、治山施設、地すべり防止施設等の整備を行う。  
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第３節 災害復旧対策 

■対策項目及び担当 

項目 町 関係機関 

１ 迅速かつ円滑な災害復旧

の実施 
農林課（林業係） 

公共施設の管理者 

２ 林野火災跡地の復旧 
県、関東森林管理局、森林所有

者 

林野火災が発生した際は、迅速かつ円滑な災害復旧のため、次の措置を講じる。 

また、この対策に定めのない事項は、風水害等対策編第４部「災害復旧・復興対策」に準じ

て実施する。 

１ 迅速かつ円滑な災害復旧の実施 

公共施設の管理者は、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画及び人材の広域応援等に関

する計画を活用しつつ、迅速かつ円滑に被災施設の復旧事業を行う。 

２ 林野火災跡地の復旧 

県、関東森林管理局及び森林所有者は、林野火災跡地の復旧と林野火災に強い森林づくり

への改良復旧を指導・実施する。



 

 

 

下仁田町地域防災計画 

風水害等対策編 

令和６年３月 

 

編集発行 下仁田町防災会議 

事務局  下仁田町総務課 

〒３７０-２６０１ 

群馬県甘楽郡下仁田町大字下仁田６８２ 

ＴＥＬ ０２７４－８２－２１１１ 

ＦＡＸ ０２７４－８２－５７６６ 


	第１部　総則
	第１節　計画の目的
	第２節　防災の基本理念
	第３節　防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱
	１　下仁田町
	２　群馬県
	３　指定地方行政機関
	４　陸上自衛隊
	５　指定公共機関
	６　その他の公共的団体及び防災上重要な施設の管理者

	第４節　町の概況
	１　自然的条件
	２　社会的条件

	第５節　災害の想定
	１　過去に発生した風水害等
	２　被害想定


	第２部　災害予防対策
	第１章　風水害等に強いまちづくり
	第１節　河川事業の推進
	１　河川改修事業の推進
	２　排水路等の整備

	第２節　砂防事業の推進
	１　土砂災害危険区域の指定の推進
	２　砂防事業の推進

	第３節　山地防災事業の推進
	１　地すべり防止区域の指定
	２　山地防災事業の推進

	第４節　農地防災事業の推進
	１　地すべり防止区域の指定の推進
	２　地すべり防止事業の推進

	第５節　雪害の予防
	１　雪に強い道路の整備
	２　道路の除雪体制の整備
	３　除雪（雪下ろしを含む）援助体制の整備
	４　住民に対する大雪時の留意事項の周知

	第６節　建築物の安全性の確保
	１　防災上重要な施設の堅ろう化
	２　建築基準の遵守指導
	３　強風による落下物対策
	４　空家等の把握
	５　盛土による災害防止


	第２章　迅速かつ円滑な災害応急対策への備え
	第１節　避難体制の整備
	１　災害時避難場所の指定
	２　災害時避難場所の整備
	３　福祉避難所の確保
	４　避難誘導体制の整備
	５　応急仮設住宅

	第２節　要配慮者対策
	１　避難行動要支援者名簿の作成
	２　個別避難計画の作成・管理
	３　避難確保計画の作成

	第３節　災害危険区域の災害予防
	１　住民への周知
	２　警戒避難体制の整備
	３　土砂災害特別警戒区域内の制限等

	第４節　情報収集・通信手段の確保
	１　情報収集・通信手段の確保
	２　情報に関する初動体制の整備
	３　通信訓練への参加

	第５節　職員の応急活動体制の整備
	１　非常参集体制の整備
	２　応急活動内容の周知徹底

	第６節　防災関係機関の連携体制の整備
	１　受援体制の整備
	２　相互応援協力体制の整備
	３　事業者との協力体制の整備

	第７節　防災中枢機能等の確保
	１　庁舎機能の確保
	２　防災拠点の整備
	３　業務継続性の確保

	第８節　救助・救急、医療及び消火活動体制整備
	１　消防力の整備
	２　消防団拠点の整備
	３　医療活動体制の整備

	第９節　緊急輸送活動体制の整備
	１　輸送拠点の確保
	２　ヘリポートの確保
	３　輸送事業者との連携
	４　燃料の確保

	第１０節　食料・飲料水及び生活必需品等の調達・供給体制の整備
	１　行政備蓄の推進
	２　家庭内備蓄の促進
	３　流通在庫の確保
	４　給水体制の強化

	第１１節　防災訓練の実施
	１　総合防災訓練
	２　個別訓練


	第３章　住民等の防災活動の促進
	第１節　防災知識の普及・啓発
	１　防災知識の普及・啓発
	２　学校教育による防災知識の普及・啓発

	第２節　住民の防災活動の環境整備
	１　消防団の育成強化
	２　自主防災組織の育成強化
	３　災害ボランティア活動体制の整備
	４　事業所防災体制の整備
	５　住民及び事業者による地区内の防災活動の推進


	第４章　その他の災害予防
	第１節　孤立集落対策
	１　孤立化集落の把握
	２　孤立への備え

	第２節　帰宅困難者対策
	１　一斉帰宅の抑制
	２　一時滞在施設の選定

	第３節　災害廃棄物対策
	１　災害廃棄物処理計画の策定
	２　広域処理体制の確立

	第４節　罹災証明書の発行体制の整備
	１　住家被害認定調査
	２　罹災証明書発行体制
	３　システムの活用



	第３部　災害応急対策
	第１章　情報収集・連絡及び通信の確保
	第１節　警報等の伝達
	１　気象警報等
	２　火災警報
	３　異常現象発見時の措置

	第２節　災害情報の収集・連絡
	１　災害情報の収集
	２　災害情報の報告

	第３節　通信手段の確保
	１　通信手段の機能確認及び通信施設の復旧
	２　緊急情報連絡用回線の設定
	３　通信手段の確保
	４　孤立地域との通信連絡

	第４節　広報・広聴活動
	１　広報活動
	２　報道機関等への対応
	３　広聴活動
	４　安否情報の提供


	第２章　活動体制の確立
	第１節　災害警戒本部・災害対策本部の設置
	１　災害対策本部の設置等
	２　災害対策本部廃止後の体制

	第２節　災害対策本部の組織
	１　本部の組織
	２　本部の組織及び職員の配置
	３　本部機能の維持

	第３節　職員の非常参集
	１　配備体制
	２　職員への参集連絡
	３　参集場所

	第４節　広域応援の要請等
	１　市町村への要請
	２　県に対する応援の要請
	３　応急対策職員派遣制度に基づく応援の要請
	４　指定地方行政機関等への要請
	５　消防の広域応援要請
	６　事業者・関係団体等への応援要請
	７　受援体制の確立

	第５節　自衛隊への災害派遣要請
	１　災害派遣要請
	２　自衛隊の自主派遣
	３　派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の権限
	４　自衛隊の受入れ及び災害派遣活動の総合調整
	５　派遣要請後の変更手続
	６　派遣部隊等の撤収要請
	７　費用の区分


	第３章　災害の拡大防止及び二次災害の防止活動
	第１節　浸水被害の拡大の防止
	第２節　土砂災害の拡大の防止
	１　警戒避難
	２　応急措置

	第３節　風倒木による二次災害の防止
	第４節　雪害の拡大の防止
	１　雪害の拡大防止
	２　幹線道路における雪害対策

	第５節　空家の二次災害対策

	第４章　救助・救急及び医療活動
	第１節　救助・救急活動
	１　自主救助活動
	２　救助・救急活動
	３　活動時の留意事項

	第２節　医療活動
	１　医療体制の確立
	２　医療救護活動
	３　継続医療対策
	４　避難者の医療対策
	５　医薬品及び医療資機材の確保


	第５章　緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動
	第１節　交通の確保
	１　交通規制
	２　道路の被害状況の把握
	３　道路啓開等
	４　ヘリポートの開設

	第２節　緊急輸送
	１　輸送手段の確保
	２　緊急通行車両の確認
	３　輸送拠点の確保


	第６章　避難体制
	第１節　避難活動
	１　避難の基本行動
	２　自主避難
	３　避難指示等
	４　避難誘導
	５　警戒区域の設定
	６　広域避難

	第２節　避難場所の開設
	１　避難場所の開放
	２　物資等の供給
	３　要配慮者対策

	第３節　避難所の開設
	１　避難所の開設
	２　避難所の運営
	３　避難環境の整備
	４　男女のニーズ等への配慮
	５　インフルエンザ等感染症対策
	６　在宅避難者等への対応
	７　帰宅困難者対策

	第４節　応急仮設住宅等の提供
	１　需要の把握
	２　賃貸型応急住宅
	３　建設型応急住宅
	４　入居者の選定

	第５節　住宅の応急修理
	１　対象者の選定
	２　応急修理の実施

	第６節　障害物の除去
	１　対象者の選定
	２　障害物の除去の実施

	第７節　広域一時滞在
	第８節　広域避難者の受入れ
	１　受入れ可能施設の選定
	２　広域避難者受入れ総合窓口の設置
	３　県内市町村との協力
	４　避難所の開設、受入れ


	第７章 食料・飲料水及び生活必需品等の調達・供給活動
	第１節　飲料水の調達・供給活動
	１　給水の準備
	２　給水活動

	第２節　食料等の調達・供給活動
	１　供給量の把握
	２　備蓄の利用
	３　食料の確保
	４　食料の搬送
	５　食料の配布
	６　炊出し支援

	第３節　生活必需品等の調達・供給活動
	１　供給量の把握
	２　備蓄の利用
	３　生活必需品の確保
	４　生活必需品の搬送
	５　生活必需品の配布
	６　救援物資の受入れ
	７　燃料の確保


	第８章　保健衛生、防疫、遺体の処置等に関する活動
	第１節　保健衛生活動
	１　被災者の健康の把握
	２　食品衛生の確保
	３　仮設トイレの設置
	４　避難所におけるペット
	５　被災動物等に対する救護体制

	第２節　防疫活動
	第３節　行方不明者の捜索及び遺体の処置
	１　行方不明者の捜索
	２　遺体の収容・安置
	３　遺体の引渡し
	４　遺体の埋火葬


	第９章　施設、設備の応急復旧活動
	第１節　施設、設備の応急復旧
	１　公共施設、設備の応急復旧
	２　情報の提供
	３　環境モニタリング

	第２節　ライフライン施設の応急復旧
	１　電力施設
	２　ガス施設
	３　上水道施設の応急復旧
	４　電気通信設備の応急復旧


	第１０章　自発的支援の受入れ
	第１節　ボランティアの受入れ
	１　災害ボランティアセンターの設置、運営
	２　町の支援

	第２節　義援金の受入れ
	１　義援金の募集
	２　募集の広報
	３　義援金の配分


	第１１章　その他の災害応急対策
	第１節　災害警備
	１　任務
	２　警備体制の種別等
	３　県警備本部等
	４　署警備本部等

	第２節　農林業の災害応急対策
	１　農作物関係
	２　蚕業関係
	３　家畜関係
	４　林産関係

	第３節　学校の災害応急対策
	１　児童・生徒の安全確保
	２　災害情報の連絡
	３　教育の確保
	４　給食の措置
	５　避難者の援護と授業との関係

	第４節　文化財施設の災害応急対策
	１　気象状況の把握
	２　文化財の安全性の点検
	３　利用者・観覧者等の安全確保
	４　文化財の安全の確保
	５　災害情報の連絡
	６　応急修復

	第５節　動物愛護
	１　動物の逸走等の対策
	２　避難所のペット対策

	第６節　災害救助法の適用
	１　適用の手続
	２　救助の記録、報告等


	第１２章　水防計画
	１　水防組織
	２　水防通信連絡
	３　重要水防区域等
	４　非常配備と水防活動
	５　決壊等の通報
	６　避難のための立退き
	７　相互応援協力
	８　水防解除
	９　水防実施状況報告


	第４部　災害復旧・復興対策
	第１節　復旧・復興の基本方向の決定
	１　災害復興本部の設置
	２　基本方向の決定
	３　住民の参加
	４　国等に対する協力の要請

	第２節　原状復旧
	１　被災施設の復旧等
	２　住宅の解体撤去
	３　災害廃棄物処理

	第３節　計画的復興の推進
	１　復興計画の作成
	２　防災まちづくり

	第４節　被災者等の生活再建の支援
	１　住家の被害認定調査
	２　罹災証明書等の交付
	３　被災者台帳の作成
	４　災害弔慰金の支給等
	５　税の徴収猶予及び減免等
	６　雇用の確保
	７　住宅支援
	８　支援措置の広報等
	９　災害復興基金の設立等

	第５節　被災中小企業等の復興の支援
	１　中小企業の被災状況の把握
	２　中小企業者に対する低利融資等の実施
	３　農林水産業者に対する助成・低利融資等の実施
	４　地場産業・商店街への配慮等
	５　支援措置の広報等

	第６節　公共施設の復旧
	１　災害復旧事業計画の作成
	２　早期復旧の確保
	３　財政援助の活用

	第７節　激甚災害法の適用
	１　激甚災害の早期指定の確保
	２　特別財政援助の受入れ

	第８節　復旧資金の確保
	１　復旧資金の確保
	２　関東財務局への協力要請


	第５部　事故・火山・火災災害等対策
	第１章　道路災害応急対策
	第１節　災害予防対策
	１　道路施設等の整備
	２　その他の災害予防

	第２節　災害応急対策
	１　災害情報の収集・連絡
	２　救助・救急活動
	３　消火活動
	４　その他の災害応急対策

	第３節　災害復旧対策
	１　道路施設の復旧事業
	２　復旧予定時期の明示


	第２章　航空災害対策
	第１節　災害予防対策
	１　捜索活動体制の整備
	２　救助・救急活動体制の整備
	３　消火活動体制の整備
	４　医療活動体制の整備

	第２節　災害応急対策
	１　災害情報の収集・連絡
	２　捜索、救助・救急及び消火活動
	３　医療活動


	第３章　鉄道災害対策
	第１節　災害予防対策
	１　事故防止知識の普及
	２　鉄道の安全な運行の確保
	３　鉄道車両の安全性の確保
	４　鉄道交通環境の整備
	５　再発防止対策の実施

	第２節　災害応急対策
	１　災害情報の収集・連絡
	２　救助・救急活動
	３　消火活動
	４　代替交通手段の確保

	第３節　災害復旧対策
	１　迅速かつ円滑な災害復旧の実施
	２　復旧予定時期の明確化


	第４章　危険物等災害対策
	第１節　災害予防対策
	１　危険物等施設の安全性の確保
	２　その他の災害予防

	第２節　災害応急対策
	１　災害情報の収集・連絡
	２　救助・救急活動
	３　消火活動
	４　危険物等の大量流出に対する応急対策
	５　核燃料物質等の事業所外運搬中の事故対策

	第３節　災害復旧対策
	１　公共施設の災害復旧


	第５章　県外の原子力施設事故対策
	第１節　災害予防対策
	１　情報の収集・連絡体制等の整備
	２　環境放射線モニタリングの実施

	第２節　災害応急対策
	１　災害情報の収集・連絡
	２　モニタリング体制の強化
	３　住民等への情報伝達
	４　水道水、飲食物の摂取制限
	５　風評被害等の未然防止
	６　廃棄物の適正処理
	７　各種制限措置の解除
	８　避難者の受入れ

	第３節　災害復旧対策
	１　モニタリングの継続実施と結果の公表
	２　風評被害等の影響軽減
	３　健康への影響と対策の検討


	第６章　火山災害対策
	第１節　災害予防対策
	１　火山に関する知識の普及
	２　事前対策の検討

	第２節　災害応急対策
	１　火山情報の収集・伝達
	２　交通安全の確保
	３　火山灰の除去
	４　町民の健康被害への対応

	第３節　災害復旧対策

	第７章　大規模な火事災害対策
	第１節　災害予防対策
	１　火災に強いまちづくり
	２　大規模な火事災害防止のための情報の充実
	３　救助・救急、医療及び消火活動体制の整備

	第２節　災害応急対策
	１　災害情報の収集・連絡
	２　消火活動

	第３節　災害復旧対策

	第８章　林野火災応急対策
	第１節　災害予防対策
	１　林野火災に強い地域づくり
	２　林野火災防止のための情報の充実

	第２節　災害応急対策
	１　消火活動
	２　二次災害の防止活動

	第３節　災害復旧対策
	１　迅速かつ円滑な災害復旧の実施
	２　林野火災跡地の復旧




